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事業変革推進のための情報テクノロジー活用基本手法
KPMG コンサルティング株式会社

パートナー　土田　康彦

近年の情報テクノロジー（Information Technology、以下「IT」という）の進化
は目覚ましく、事業変革を推進したい企業経営者等のトップ層にとっても、無
視できない存在になりつつあります。
本稿では、Ⅰ章において、事業変革の必須アイテムとなりつつある IT の主な例
と、その理解方法について簡単に解説します。Ⅱ章およびⅢ章では、IT 投資（フ
ロー）内容や、その結果構築される IT 資産（ストック）を可視化するための基
本手法を紹介し、様々な事業変革のテーマとIT用語（IT 技術要素）との関連性
に対する理解を深める道筋・仕組みについて取り上げます。本解説においては、
情報システムを一種の建造物と捉え、その構造体系（アーキテクチャ）から全
体像を理解することなども提唱しています。見えないもの、見えにくいものを
可視化して全体像を把握しつつ、適切な判断を行っていくための仕組みづくり
は、攻め・守り双方の観点から、企業や公共機関にとって、大変重要なことだ
と考えます。
なお、本文中の意見に関する部分は、筆者の私見であることをあらかじめお断
りしておきます。

 

【ポイント】
◦  様々な事業変革テーマを実践するにあたり、まずは、自らの有する IT 資

産のアセスメントを行い、その全体像や構造体系、価値、内在するリスク
を識別すべきである。

◦  現存する IT 資産の有効活用を前提とした、事業変革推進のための IT 投資
計画策定が重要事項となる（構築する情報システムと事業変革テーマの整
合性を確認していく）。

◦  IT 投資実行にあたっては、まず構築される情報システムのアーキテクチャ
デザインを行い、IT 技術要素やその組合せと事業変革テーマとの関係をわ
かりやすく整理し、可視化・共有していくことが重要である。

◦  IT 投資や IT 資産の運用状況に関するマネジメントの仕組みが確立された
後は、IT ガバナンスの手段として定常的に運用していくことが望まれる。

Ⅰ 事業変革の必須アイテムとなった 
情報テクノロジー（IT）

この30年の間に、ITは様々な進化を遂げ、民間や公共など
の領域を問わず、事業の運営上、必須のものとされています。
2000年以降（特にこの数年）において、ITはさらにその存在
感を増し、企業や公共機関の経営層がITの活用に留意するの

は当然のことと思われるようになりました。また、ITの活用
により事業革新を推進すべき、組織活性化の最大の武器とす
べき、と声高に唱える経営層の方も日々増えつつあると考えら
れます。

本稿では、事業自体の革新に大きな影響を与える可能性
を秘めているITについて、事業変革テーマとの関連性の捉
え方やその活用実践に向けた基本手法などをご紹介していき 
ます。

	 	 土
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彦
KPMGコンサルティング株式会社
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1. 「IT用語」の理解のために

日々の業務推進上、ITに直接かかわることがないという
方でも、昨今、「クラウド」「ビッグデータ」などといった用
語を聞かれる機会があるのではないでしょうか。また、業
務上、IT関連の用語に触れることが多い方においては、

「ERP（Enterprise Resource Planning）パッケージ」や「EPM
（Enterprise Performance Management）」「レガシーオープン
化」「システム間連携／統合」といった言葉も耳にされるので
はないでしょうか。

こうしたIT用語は、ITに関心を持たれるよう、あくまで端
的に表現したIT業界によるキャッチフレーズのようなものと
なっていますが、一般的に、その1つ1つを正しく理解するこ
とは難しいと思われます。

本稿を通じ、IT用語の詳細な内容を個別に理解しようとす
るよりも、むしろ、それらが「どのようなものの組合せ」によ
り実現されているのか、その組合せにより、「何を成し遂げよ
うとしている」のか、といった観点から「情報システムの概要」
を理解し、コミュニケーションを図っていかれることを推奨し
たいと考えています。

のちほど、詳しく例を述べますが、ここで言う「組合せ」と
は、（ITの各種技術要素により）構築・構成されている「構造
体系（アーキテクチャ）」を意味しています。企業などが実践
したい事業変革テーマに対して、1つ1つのITの技術要素がど
う役に立つのかを理解することは難しいのですが、どのような
形の建造物を作り、その構造体系（アーキテクチャ）がどのよ
うになっているのかを大まかに捉えようとするならば、もう少
し理解も促進されるのではないでしょうか。

たとえば、どんな建物でも用途・目的があります。デパー
トであれば、顧客に品物を魅力的に見せることができ、かつ
アクセスの良い建物の構造が大前提となります。また、病院
であるならば、診療の品質を高く保ちつつ、患者やその家族、
および職員が快適と思える建物の構造が必要とされます。

情報システムも同様に、顧客のサービスのためや、社員の
業務負荷を減らしコスト効率化するためといった事業変革の
テーマに対し、必要となる情報システムという構築物におい
て、それ相応の構造体系（アーキテクチャ）が存在すべきだと
考えられます。

昨今、ＩＴアーキテクトという職種がIT関連のキャリアの
到達点の1つになりつつあります。本職種は、情報システムの
構造体系をわかりやすく明らかにする構造体系（アーキテク
チャ）のモデルを描くことにより、投資しようとしている情報
システムが、事業変革テーマと整合性の取れたものになって
いるかを検証する支援をしています。

　
2. 事業変革実現のためのIT技術要素とその組合せ

企業等の経営層の皆様は、常日頃より、経営環境・社会動

向を分析し、事業変革のテーマを検討されているものと推察
します。その種類・数たるや膨大なものと思われます。

ここでは、こうした経営層が直面する「事業変革テーマと関
連するIT投資」について、3つの例を挙げ、「IT技術要素の組
合せ」「構造体系（アーキテクチャ）」の関連性を解説します

（図表1参照）。

（1）	経営統合（M&A）や業務再編
経営統合（M&A）や業務再編にあたり、既存の情報システ

ムや買収先・再編先の情報システムを統合する、または繋げ
るようなIT技術が必要となります。ここで登場するIT用語は、

「ERPパッケージ」やSOAなどの情報連携基盤ソフトを活用し
た「システム間連携／統合」などになります。

統合再編にあたり、まずバックオフィス系のシステムを対象
として、業務の統合・効率化を目指す際、中核となる企業が
既にERPパッケージを導入している場合、当然、ERPパッケー
ジが業務および情報の統合のためのツールとして活用される
ことになります。単一の組織に対して、業務や情報の可視化・
標準化を図るためにERPパッケージを導入することもありま
すが、統合再編が頻発する業界において、ERPパッケージを
活用した統合再編の推進を検討することが考えられます。

一方、バックオフィス系に加えて、営業や物流管理、顧客
サービスといった手組みでのシステム構築がなされている領
域を含めた情報システムの統合改編を目指す際には、SOAな
どの情報連携基盤ソフトを活用した「システム間連携／統合」
が実践されることになります。

上述のような事業変革を推進する場合における「組合せ」
「建造物の構造体系（アーキテクチャ）」としては、「ERP（バッ
クオフィス業務・システムの統合）」と「SOAなどの情報連携
基盤ソフト（営業や顧客情報システムの統合）」が、その構成
要素となり、情報システムが構築されていくこととなります。

（2）	グローバル展開／業務拡大
従来から全世界規模での事業展開を実現している企業はあ

りますが、最近ではアジアへの進出を通じたグローバル展開
／業務拡大を検討・実行されている企業が日々増えているも
のと推察します。

こうした企業にとって重要なのは、海外を含めた経営情報

図表1　事業変革テーマ例とITの関連性

事業変革テーマ 関連するIT投資例

（1）	 	経営統合（M&A）や	
業務再編 情報システムの統合改編

（2）	 	グローバル展開／	
業務拡大 情報可視化基盤の整備展開

（3）	 	ビジネススピード	
加速実現 老朽長大システムの刷新
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の可視化です。あくまで一例ですが、「クラウド」や「EPMパッ
ケージ」などが関連するIT用語になると考えられます。

既に、国内の経営情報を集約する仕組みがあり、当該シス
テムの構築にあたりクラウドシステムの技術要素を取り入れて
いる場合は、海外の経営情報集約のために、これらを活用拡
大することも考えられます。しかしながら、クラウドのような
形での情報システム提供は、一律標準レベルの業務運用が可
能な国に限った話になるため、場合によっては、「データウエ
アハウス」「ＢＩ（Business Intelligence）」といった経営情報
収集・管理のシステムを素から作り上げるような仕組み・ツー
ルを活用することが適切であることもあります。

また、吸い上げた経営情報をできるだけ定型的標準的に把
握管理したい場合、「EPMパッケージ」といった製品を活用す
ることも考えられます。

この例における、「組合せ」「構造体系（アーキテクチャ）」
としては、「データウエアハウス」「ＢＩ」「EPMパッケージ」
が、その構成要素となってきますが、いずれにせよ、「情報の
収集集約とその把握管理」といったテーマ設定に適合した「組
合せ」「構造体系」はどういったものなのか、を確認していく
ことが重要事項となります。

（3）	ビジネススピード加速実現
競争力強化のためにビジネススピードを加速させることが求

められていますが、このスピードの加速・減速にも、ITがか
かわっています。この領域のIT投資において登場するIT用語
は、「ビッグデータ」「データアナリティクス」などがあります。
また、少々聞きなれない言葉に「レガシーオープン化」といっ
たものもあります。
「ビッグデータ」「データアナリティクス」は、いち早く、顧

客・消費者や市民の情報を捉えるため、「企業内の定型的な顧
客データ」に加え、「SNS」や「センサーデバイス」などから得
られる情報を加工分析し、広く事業にかかわる皆様に共有す
ることで、ビジネス全体のスピードを加速しようといったもの
となります。

しかしながら、新しいＩＴの技術要素を活用する部分は大
変スピーディーに対応できるものの、こうしたデータはあく
まで付加的なものであることが多く、真に根幹をなすデータ
は、従来から運用されている「古い基幹業務システム」の中か
ら抽出してこなければいけないといったことが多々見受けられ 
ます。

筆者の経験では、いわゆる「レガシーシステム」と言われ
る「古い技術（＝たとえば数十年以上前から存在するメインフ
レームという大型汎用機を使い、COBOL言語でプログラムが
構築されている場合等）」により構築され、そのままツギハギ
しながら使われているシステムは、プログラムがスパゲティー
状態になり、錯綜した形になっていることに起因し、簡単に
データを取り出せない、取り出すためのプログラムなどを容易
に構築できないような事態となっていることがありました。

なぜ、そのようになってしまうのでしょうか。補修を重ねた
建造物にさらなる補修をかける際に、本当に建造物が崩れ落
ちないのかをよく確かめる必要があると思います。情報システ
ムも同様に、システムの追加・変更対応スピードが遅い場合
には、手を加えても大丈夫かを確認するための「影響箇所の特
定」に時間がかかっているもの、と理解していただくのがよい
かと考えます。

こうした状態からの脱却に向け、「古い技術で作られた情報
システム＝レガシーシステム」を、最新の技術で「より開かれ
た」「一定のＩＴ知識のある方なら追加変更できる」基盤を整
える取組みを「レガシーオープン化」と呼んでいます。

以上のように、ビジネススピードの加速実現といった場合に
も、「ビッグデータ」「データアナリティクス」「レガシーオー
プン化」といったIT技術要素の「組合せ」により、情報システ
ムが実現されることになります。

Ⅱ IT 投資・IT 資産の可視化を通じた 
理解促進と判断

前章では、事業変革のためのテーマを例に挙げ、IT技術要
素・IT用語がどのように関連してくるのか、その「組合せ」

「構造体系（アーキテクチャ）」の観点から理解を進めるのが良
いのではないかとの示唆を含めて解説しました。

本章では、こうした理解をさらに促進し、企業等の経営層
が適切な判断を下すために、情報システムをどのように捉えて
いくかについて、2つの視点からのマネジメントを提案します。

（1）	 	IT 投資案件（フロー）のマネジメント
（2）	 	IT 資産（ストック）運用状況のマネジメント

新たな事業やサービスの創出、企業の合併統合など様々な
取組みに関し、「IT投資案件」が多数作り出されます。こうし
たいわゆるフローについては、その都度、内容を吟味し、どの
程度理解できたかにかかわらず、妥当性の判断が実施されて
いるものと思われます。

しかしながら、その一方で、既に作り出され、運用・活用
されているIT資産については、どのようなものが積み重なり、
どのような状態になっているのかに対し、あまり興味を持たれ
ていないというのが実情ではないでしょうか。

自社の強みを生かす際に、「顧客ネットワーク」や「知的財
産権」といった自社ストックについては常に意識を向けている
のに対し、IT資産という名のストックについてはどの程度の
価値があるのか測りかねているのではないでしょうか。

IT資産は、保有しているだけで運用保守のための費用が一
定額ずつかかりますが、新たな事業やサービスの創出の際に
役に立ちます。また、企業の合併統合の際に、円滑な推進を
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助長できるような状態にあれば重宝されます。
そこで、ITに関連した取組みを、「IT投資案件（フロー）の

マネジメント」と「IT資産（ストック）運用状況のマネジメン
ト」の2つの視点から捉え、IT投資の内容とIT資産運用の状
況をどのように可視化したらよいのかについて解説します（図
表2参照）。　

この場合も、前章にて説明した、IT技術要素（IT用語）の
「組合せ」「構造体系（アーキテクチャ）」は、重要な整理のた
めの切り口・観点となってきます。

1. IT投資案件（フロー）のマネジメント

IT投資案件に関する企画計画内容や実装備に向けての検討
において、申請すべき「判断項目」の例は以下のとおりです。

■	 	投資目的・社会的な意義
■	 	ＩＴ投資額・創出効果（複数年）
■	 	構築されるシステム・IT資産のプロフィール	
（IT 技術要素の組合せ／アーキテクチャ含む）

■	 	知的財産権等の権利関係
■	 	個人情報・外部委託契約等のリスク

昨今は、パワーポイントなどのプレゼン文書作成ツールが進
化し、洗練された資料が作成できるため、こうしたIT投資案
件に関する説明もスムーズになされているものと思います。

昔に比べ、わかりやすさは増したはずですが、その一方で、
自社にとってのIT投資を客観的に判断するための基準や判断
項目は、十分確立されていない可能性があります。また、確
立されているとしても、大規模案件のみが対象であり、企業
等の経営層がかろうじて理解できるレベルのものに限定され
ていたりします。

上記のうち、特に （3）（4）（5）は対策が十分でないという声
が多く聞かれます。（3）については、構築されるシステム・IT
資産のプロフィールを理解し、その妥当性を判断しようという
ものですが、単に「システムの主要機能」や「ソフトウエアパッ
ケージの名前」などが並んでいても、その概要を正しく理解す

ることは難しいものと考えます。やはり、前章で述べたような
IT技術要素（クラウド、ビッグデータ／データアナリティクス、
ERPパッケージ、レガシーオープン化等）を組み合せることに
より、どのような事業変革テーマを実現することができるのか
が十分説明されているかを確認することが大切です。
（3）の内容を理解し、情報システムがどのようなIT技術要素

の組合せで実現するのかを把握した後、（4）（5）のシステム・
IT資産に関する知的財産件等の権利関係や個人情報の扱い、
外部委託条件等の契約リスクを確認することが重要と考えら
れます。以下はその具体的な例です。

■	 	使用するソフトウエアのライセンス（使用許諾）について正しい
対応をしているか

■	 	追加で巨額のライセンス違反請求がされる心配はないのか
■	 	個人情報流出などの過失があった場合に、委託先に損害賠償

請求ができる契約文言となっているのか
■	 	多額の投資をして構築したシステムの知的財産権を、自社に有

利な形で保有できているのか

いずれも良かれと思って構築した情報システム・IT資産が
あだとなって、予期せぬ大きな追加コスト発生と信頼失墜の
一因となるものばかりです。実際に、ライセンス違反等で巨額
の支払いをしたケースや、故意による情報持出しが外部委託
会社によってなされたにもかかわらず、賠償請求額が数百万
円程度の委託契約額を上限とした契約となっていたために賠
償請求の意味がないようなケースもあります。

特に、新しいIT技術要素やソフトウエア製品を活用して構
築される情報システム・IT資産については、常識で想定して
いるものと異なる契約形態をとっているものも存在するかも
しれません。新たなIT投資案件に関する投資判断にあたって
は、「投資目的・社会的意義」のような前向き・攻めの一手と
しての判断も重要ですが、「構築されるシステム・IT資産のプ
ロフィール」の正しい把握・判断に加え、「知的財産権等の権
利関係」や「個人情報・外部委託契約等のリスク」のような組
織を守るための判断も、必ず付け加えていくことをお勧めし 
ます。

図表2　IT投資案件・IT資産運用状況のマネジメント

事業変革のための
IT最適活用

IT資産運用
状況の

マネジメント

IT投資
案件の

マネジメント

事業変革テーマ
（経営戦略）

構築されるシステム ・ IT資産の
プロフィール（IT技術要素組合せ）
IT資産の構成要素詳細
運用コスト（経費）とサービスレベル
知的財産権等の権利関係
個人情報・外部委託契約等のリスク

投資目的 ・ 社会的な意義
IT投資額 ・ 創出効果（複数年）
構築されるシステム ・ IT資産の
プロフィール （IT技術要素組合せ）
知的財産権等の権利関係
個人情報 ・ 外部委託契約等のリスク

組織体制整備
IT 人材育成対応
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2. IT資産（ストック）運用状況のマネジメント

IT投資案件のマネジメントが、フローに対する判断であっ
たのに対し、IT資産運用状況のマネジメントは、「ストック」
に対する「棚卸」と「適切性の判断」を実施することになりま
す。IT資産の棚卸は、定期的（例：四半期毎）に行われること
が想定されますが、基本的な判断項目は、前述の「IT投資案
件のマネジメント」でご紹介したものと内容・項目が重なるも
のが大半です（IT投資されたものが構築、完成し次第、IT資
産となるため）。

■	 	構築されるシステム・IT資産のプロフィール	
（IT 技術要素の組合せ／アーキテクチャ含む）

■	 	ＩＴ資産の構成詳細
■	 	運用コスト（経費）とサービスレベル
■	 	知的財産権等の権利関係
■	 	個人情報・外部委託契約等のリスク

棚卸の後、台帳管理されるIT資産において、真っ先に可視
化されていなければならないのは、「構築されるシステム・IT
資産のプロフィール」となります（IT技術要素の組合せ／構造
体系を含む）。

IT投資の規模や事業の性格によっても異なりますが、様々
なIT投資を長年積み重ね、その都度、担当者の変更も重ねる
と、現存のIT資産への理解も薄くなり、新たに別建てで新し
いシステムを作りたいとの衝動が担当者の心の中に起きてくる
のも必定のことです。

台帳上に掲載された「構築されるシステム・IT資産のプロ
フィール」は、IT投資案件発生時に「効率よく低コストでス
ピーディーにシステム構築するうえで、現存のIT資産をいか
に生かせるか」を検討するための重要材料となります。

前述の「IT技術要素の組合せ／アーキテクチャ」の視点も交
え、IT資産のプロフィールを適正なタイミングで棚卸し、そ
の実態をわかりやすく把握・共有しておくことが、適切なIT
投資を実施していくための礎になるものと考えます。

知的財産権等の権利関係や個人情報・外部委託契約等のリ
スクについては、IT投資案件のマネジメントと同様ですが、
既に投資され完成したIT資産や運用段階にあるものについて
は過信しがちです。しかしながら、昨今の情報漏えいは、ま
さに運用されている情報システムから漏れ出たもので、日頃
からの委託先への外部委託契約のあり方や委託先社員の教育、
問題が生じた場合の防御やトレースが取れる仕組みなどの問
題です。サイバーアタックを含め、情報セキュリティには、新
手の攻撃も後を絶たない状況下において、自身の組織が有す
るIT資産の実情を客観的に適切に把握しておくことは最低限
の防御策と言えます。

建物であれば、他人の備品を勝手に使っていたら訴えられ
る、窓ガラスが破損していればそこから侵入者を許してしまう
といったことは一目瞭然ですが、IT資産は通常見える形をとっ

ていないため、一定の工夫のもと、精一杯の可視化を図る必
要があると考えられます。「IT投資案件のマネジメント」「IT
資産運用状況のマネジメント」を両輪としてうまく機能させて
こそ、企業等の経営層が適切な判断を下すことが可能になる
ものと考えます。

Ⅲ 事業変革実現に向けた IT 活用の基本
手法

様々な事業変革テーマを実践するために、ITを活用するた
めの段取りは千差万別と考えられますが、本章では、KPMG
が提唱するIT活用のための基本手法（＝IT最適活用に向けた
基本的な取組ステップ）について、概要を紹介します（図表3
参照）。

基本手法は、下記の5つから構成されます。

1.	 IT 資産アセスメント
2.	 IT 投資計画策定
3.	 IT アーキテクチャデザイン
4.	 先端テクノロジー活用検証
5.	 ITガバナンス／PMO（プロジェクトマネジメント）

なお、前章で紹介した「IT投資案件のマネジメント」「IT資
産運用状況のマネジメント」の視点や考え方は、上記基本手法
の全般において取り入れられています。

図表3　IT活用の基本手法

ITガバナンス

データ

IT目標

IT計画
IT理念

インフラストラクチャ

アプリケーション

IT組織／人材

システム導入

IT技術

IT予算

IT戦略の実現を担保する
ITの方向性

ITの方向性を担保する 
ITアーキテクチャ

IT技術要素を実装
機能させるマネジメント

： IT活用の基本手法

実現／解決

IT資産アセスメント

先端テクノロジ－活用検証

IT投資計画策定

ITガバナンス／PMO

ITアーキテクチャデザイン

経営戦略／経営課題

 IT 戦略

意思入れ／要件
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1. IT資産アセスメント

まずは、自らの有するIT資産についてその実情の把握・評
価を行うというものです。ここでは、企業のM&Aを高頻度で
行っているケースを例に説明したいと思います。

商社はもちろんのこと、一般企業においても、企業買収や
合併などが頻繁に行われ、その統合過程のマネジメントが非
常に重視されています。そうした中、統合対象となる企業の

「人」や「組織」「知的財産権」「業務プロセスの特長」などは
比較的見えやすいものの、対象となる企業の有するIT資産の
実態まで簡単に評価することはできないと思われます。

そこで、前章「IT資産運用状況のマネジメント」で紹介した
ＩＴ資産に対する「棚卸」の手法を用いて、「適切性の判断」を
行うことが考えられます。

これまでに統合（合併等）対象企業が構築してきた情報シス
テムのプロフィールを、IT技術の組合せ／構造体系（アーキ
テクチャ）の視点から確認し、自社へのITレベルでの統合がう
まくいくのかを見定めるというやり方です。

たとえば、前述したような「ERPパッケージ」が既に対象企
業には導入されており、自社にも、同じ「ERPパッケージ」が
導入されていれば、「バックオフィス業務／システム」の統合
は比較的円滑に進むかもしれません。その一方、「ほとんどが
一から手作りで作っている類のシステム」を抱えていること
に加え、「権利関係・ライセンスの扱いが不明確なソフトウエ
ア」を使っている、根幹になる顧客データベース周りの運用を、

「関係性が極めて薄いITベンダに丸投げ」しているとしたら、
たいへん心配な状況にあると言えます。

加えて、そもそも自社の情報システムについて、当該統合
（合併）で関係してくる情報システム領域のIT資産がしっかり
した状態にあり、十分可視化・マネジメントされているかも問
題になります。

筆者の経験では、統合対象となる企業の情報システムは普
通の状態であるものの、統合先となる自社のシステムが、前
述した老朽化レガシーシステムであり、とても他社のシステム
を受入統合できるとは言えないような状況にあったケースもあ
りました。

このケースでも、経営層に対し、自社側情報システムのＩＴ
資産アセスメントを実施し、その実態を経営層含めて理解共
有したうえで、適用するIT技術要素の組合せ／構造体系（アー
キテクチャ）を決定し、IT基盤を含めた統合作業を改めて推進
しました。

改めてITへの投資やITに関連した大きな取組みを実行しよ
うとする前に、一度、「IT資産アセスメント」を行い、自社の
IT資産状況を客観的に見据えたうえで、次の作戦を実行に移
すことが望ましいと考えます。

2. IT投資計画策定

IT資産の状況も適切に把握することができ、心置きなく新
たなIT投資案件の計画を策定しようとした場合には、前章に
て説明した「IT投資案件マネジメント」の視点・考え方を取り
込んでいくことが有効です。

投資の目的やコスト、リスクの所在などを明らかにし、経営
層の判断を仰いでいくことになりますが、ここでは、再度、構
築されるIT資産のプロフィール（IT技術要素の組合せ／アー
キテクチャ）について投資計画策定時にどのようなことを考察
すべきか、を論じたいと思います。

たとえば、企業の合併・統合のようなケースでもそうです
が、複数の事業会社・事業部門が共同利用するような形態の
情報システムは、どのようなIT技術要素を適切に選択し組合
せるかが、たいへん重要となります。

筆者の経験では、5社以上の同一事業会社が1つの資本下に
配置され、情報システムを共同で活用しようといったケースも
ありました。難しい環境下での検討であったため、採用すべ
きIT技術とその組合せ／構造体系（アーキテクチャ）の選別に
はかなりの労力と知見を要しました。

本件では、「古い老朽化した技術により構築されたレガシー
システム」刷新のために、開かれた「最新のオープン化技術

（OSのリナックスや言語のJAVAなど）」を使うことが早々に
決定されました。また、データアナリティクス基盤についても、
定型的な顧客関連データの分析が中心ということで、前述し
たような「データウエアハウス」「BI」といった堅実なIT技術
要素を使いつつ、確実な形で、情報システムの構造体系（アー
キテクチャ）を組成することになりました（ビッグデータへの
対応基盤までは不要との判断）。

そうした中で、やはり深い議論が必要となったのは、クラウ
ド技術をどこまで活用するかということでした。企業の規模や
業務の複雑さから、汎用的なクラウド形式でのサービスを受
けることは却下されましたが、複数の会社が共同で使用する
ため、少なくともクラウドのIT技術要素は使ったほうがよい
のではないかとの結論に至りました。あくまで、プライベート
に、同一資本下での、企業グループ内に閉じてシステムを構
築利用する形ですが、昨今のクラウドの技術（例：クラウド形
式に適合したデータベースソフトウエアなど）を使うことによ
り、より低コストで迅速な情報システム構築が担保されること
になりました。

こうしたIT技術要素の組合せ／構造体系（アーキテクチャ）
は、さらには、人の採用・育成にあたっても大前提事項とな
ります。しばしば、自社のIT人材について経営層から問われ、
絶句してしまうという情報システム部門責任者の方がいらっ
しゃいます。確かに、ストレートに人材について問いかけられ
ても、適切に回答するのは難しいことかと思われます。

そうした場面に直面している方に、1つの考え方として、「将
来必要となるIT技術要素の組合せ／構造体系（アーキテク
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チャ）」を一度整理してみて、その技術要素や構造体系（アー
テクチャ）を学び、体得している潜在能力がある方がいれば、
その人材を育てましょう、それが難しい場合は別途採用を検
討したり、外部との人材交流なども含めた施策を検討しましょ
う、と提案しています。

IT資産は、一種の建造物です。将来、組織にとって必要と
なる建造物の見取り図である構造体系（アーキテクチャ）なし
に、それを作り上げる、また運営していく人材像について語る
ことは難しいと考えます。

そうした意味では、IT投資計画策定は、単に情報システム
自体の将来像・構造体系（アーキテクチャ）を描くにとどまら
ず、IT人材育成に向けたシナリオを考える上での材料を提供
する、大変重要な業務と言えます。

3. ITアーキテクチャデザイン

ITアーキテクチャデザインは、前述のIT投資計画策定にお
いて、整理されたIT技術要素の組合せ／構造体系（アーキテ
クチャ）をより現実のものとするためにデザインする段階です。
ITアーキテクチャの主なタイプの例は図表4のとおりです。

ここでは、こうしたITアーキテクチャを描くことを生業とし
たアーキテクトについて記述します。

IT技術要素やその組合せにより実現できることは日進月歩
の勢いであり、自社を担当しているシステムエンジニアやコン
サルタントが、必ずしもすべてを熟知しているわけではありま
せん。システムエンジニアやITコンサルタントは、クライア
ントの立場で客観的にものを評価する力はありますが、最新の
IT技術要素を具現化したIT製品の機能にもっとも詳しいのは、
やはりIT製品会社の中にいるITアーキテクトや製品エンジニ
アだと言えます。

激しい競争の中に身を置くIT製品会社の提供製品は、詳細
な機能面についてそれぞれが様々な優位性を有しています。
将来の自社のIT資産の行く末を正しいものとし、人材の育成
の方向性を定める重要な取組みを検討する際は、こうした情
報をIT製品会社のアーキテクトや製品エンジニアから十分に

引き出し、適切かつ客観的な判断を下せるようなシステムエン
ジニアやITコンサルタントに業務を委託することが重要と考
えます。

ここ1年における景気の回復とともに、IT関連の投資案件が
激増し、人材が枯渇しつつあります。当然のことながら、大
量の業務に追われるシステムエンジニアやITコンサルタント
が多数いる中、常に最新のIT技術要素や組合せ、それらを具
現化したIT製品に関する情報を収集するルートを持ち合わせ
ている協力会社を選び出すことが、IT投資・資産のマネジメ
ント上、重要な成功要因になってくるものと考えます。

4. 先端テクノロジー活用検証

IT技術要素やその組合せを選択した場合に、その中に、一
般的にまだ普及されていない先端テクノロジーが含まれてい
ることがあります。筆者が知る限りでも、データ処理能力を飛
躍的に向上させ、システムの開発作業を劇的に改善すること
を可能とする技術製品も登場しています。

こうした技術要素は、競争力強化やコスト削減のためにぜ
ひとも活用したいところではありますが、その一方で、慎重な
検証が必要となります。先端テクノロジーについては、最後の
最後で使えないことが判明するという事態も考えられます。

このように、万が一使えなかった場合の選択肢・代替案も
合わせて考えておく必要があります。また、大きな損失を出す
ことを避ける必要があります。こうした情報を有する識者を見
つけ出し、検証のための情報を得られるような対外環境・関
係を作っておくことも大切であると考えられます。

　
5. ITガバナンス／プロジェクトマネジメント

これまでに述べた「IT投資案件のマネジメント」「IT資産運
用状況のマネジメント」を日々の業務として運営・定着化でき
る形さえ作れば、自然とITに関するリスクコントロールを含
めたマネジメントが実現すると考えます。

捉えるべきタイミングは、投資時点と資産の運用時点です。
投資が発生した際と資産運用状況の定期的なモニターにあた
り、収集・判断する項目さえ正しければ、適切なITガバナン
スの仕組みが構築されるはずです。

ITプロジェクトマネジメントは、特に、大きなIT投資を伴
う情報システムについて、その計画やデザイン結果を、確実
に実現へと導いていくマネジメント手法となります。

ITのみならず、組織・人・業務を含めたマネジメントは簡
単ではありませんが、筆者の経験上、プロジェクトの終盤に
なって行き詰まりの状況に陥りかける要因の1つは、見込んで
いたIT技術要素とその組合せが、うまく機能しないケースで
す。人や組織、業務上の問題は調整可能ですが、IT技術要素
が機能しない事態の打開は困難です。

特に、こうした事態は、終盤戦に差し掛かったテスト工程で

図表4　ITアーキテクチャタイプ

老朽化レガシーシステムのオープン化や
会社買収統合等に伴うマイグレーション基盤

サイバーセキュリティー含む情報リスク管理基盤

エンタープライズレベル
情報統合マネジメント基盤
（データアナリティクス）

クラウドおよびビッグデータ
含めた先端テクノロジー

活用基盤
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特集（経営）

発生することがあります。対処策は、やはり早い段階で、適
切なエンジニアや有識者、できれば優秀なITアーキテクトを
交えての十分な検証を行い、万全の状態で、システムづくり・
テスト・導入工程を迎えることではないかと考えます。

Ⅳ おわりに

本稿では、IT用語やIT技術要素を、経営層が日夜頭を悩ま
せている事業変革テーマに絡めて解説しました。

情報システムを一種の建造物と捉え、IT技術要素の組合せ／ 
構造体系（アーキテクチャ）の概念を踏まえ、見えないもの、
見えにくいものを可視化して全体像を把握しつつ、適切な判
断を行っていくことが大切です。

こうした取組みにあたっての第一歩は、自らの組織が有する
IT資産の実態をアセスメントし、客観的に把握することだと
考えます。これらの作業を通じて、自らの組織におけるIT資
産作りはどこからやって来て、今どこにいるのか、そしてどこ
に行こうとしているのかが見えてくるかもしれません。まずは
足元から・・・が大切だと考えます。

KPMGコンサルティングは、お客様の事業変革（ビジネスト
ランスフォーメーション）を、最新のテクノロジー活用とリ
スクマネジメントの豊富な経験によりご支援いたします。

本稿に関するご質問等は、以下の者までご連絡くださいま
すようお願いいたします。

KPMGコンサルティング株式会社
パートナー　土田　康彦
TEL:	080-8174-5783
yasuhiko.tsuchida@jp.kpmg.com



10

© 2014 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG Insight  Vol. 9 / Nov. 2014

会計トピック①

会計基準情報（2014. 8-9）
有限責任 あずさ監査法人　

本稿は、あずさ監査法人のウェブサイト上に掲載している会計基準Digest のう
ち、2014 年 8月分と、2014年9月分の記事を再掲載したものである。会計基準
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査法人のウェブサイトの会計基準Digest2014/08、会計基準Digest2014/09 を
参照のこと。
www.kpmg.com/jp/ja/knowledge/news/accounting-digest/pages/default.aspx 

 

Ⅰ 日本基準

法令等の改正

1.		「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正す
る内閣府令」の公布（平成26年8月20日　金融庁）

本改正府令の主な概要は以下のとおりである。

◦  新規上場時の有価証券届出書に掲げる財務諸表の年数短
縮

   新規上場時の企業負担の軽減を図るため、有価証券届出
書に掲げる財務諸表の年数を 5 事業年度分から 2 事業年
度分に短縮する。

◦  非上場の IFRS 適用会社が初めて提出する有価証券届出
書に掲げる連結財務諸表の年数

   非上場会社が初めて提出する有価証券届出書に IFRS に
準拠して作成した連結財務諸表を掲げる場合には、最近
連結会計年度分のみの記載で足りることとする。

◦  IFRS 等に準拠して作成した連結財務諸表の監査におけ
る、比較情報に係る意見表明の方法の設定

   有価証券の発行者が初めて提出する有価証券届出書等に
含まれる指定国際会計基準に準拠して作成した連結財務
諸表、または米国式連結財務諸表の監査を実施した監査
法人等が作成する監査報告書に、比較情報に関する事項
を記載する場合の記載事項を定める。

本改正府令は平成26年8月20日に公布・施行され、ガイド
ラインも同日より適用されている。ただし、企業内容等の開示

に関する内閣府令の「当期純利益」を「親会社株主に帰属する
当期純利益」とするなどの所要の改正については、平成27年4
月1日から施行される。

あずさ監査法人の関連資料
■ 会計・監査ニュースフラッシュ　2014/8/22

2.		「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する
内閣府令（案）」の公表（平成26年8月22日　金融庁）

本改正府令案は、平成26年6月24日に閣議決定された「『日
本再興戦略』改訂2014－未来への挑戦－」における「女性の更
なる活躍促進」についての提言を踏まえ、有価証券報告書等に
おいて、各会社の役員の男女別人数及び女性比率の記載を義
務付けるよう、企業内容等の開示に関する内閣府令の改正を
行うことを提案するものである。

改正後の規定は、平成27年3月31日以後に終了する事業年
度を最近事業年度とする有価証券届出書、及び当該事業年度
に係る有価証券報告書から適用される予定である。コメント
の締切りは平成26年9月22日である。

あずさ監査法人の関連資料
■ 会計・監査ニュースフラッシュ　2014/8/26

3.		「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する
規則等の一部を改正する内閣府令」の公布（平成26年9
月30日　金融庁）

「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/accounting-digest/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/accounting-digest/Pages/accounting-digest-2014-08.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/accounting-digest/Pages/accounting-digest-2014-09.aspx
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20140820-1.html
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaap-news-flash-2014-08-20.aspx
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20140822-4.html
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaap-news-flash-2014-08-26.aspx
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等の一部を改正する内閣府令」が公布されるとともに、「四半
期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一
部を改正する内閣府令（案）」等に対するパブリック・コメン
トの概要及びコメントに対する金融庁の考え方が公表された。

本改正府令は、企業会計基準委員会（ASBJ）が平成26年5
月16日に公表した改正企業会計基準第12号「四半期財務諸表
に関する会計基準」及び改正企業会計基準適用指針第14号「四
半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」を受け、四半期財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（四半期財
務諸表等規則）等について、所要の改正を行ったものである。

本改正府令の概要は以下のとおりである。 

◦  取得による企業結合が行われた場合の注記事項の見直し
   企業結合に係る暫定的な会計処理が確定した場合、その

属する四半期会計期間等においては、その旨並びに発生し
たのれんまたは負ののれんの発生益の金額に係る見直しの
内容及び金額を注記する。また、比較情報において、取得
原価の当初配分額に重要な見直しが反映されている場合に
は、その内容及び金額を注記する。 

◦  四半期情報において遡及適用等を行った場合の注記事項
の追加

   有価証券報告書等の四半期情報に、企業結合に係る暫定
的な会計処理が確定した四半期会計期間等が含まれる場
合、暫定的な会計処理が確定した旨を注記する。

本改正府令は、平成27年4月1日以後開始する事業年度の期
首以後実施される企業結合から適用される。早期適用は、平
成26年4月1日以後開始する事業年度の期首以後実施される企
業結合から認められる。

あずさ監査法人の関連資料
■ 会計・監査ニュースフラッシュ　2014/10/3

会計基準等の公表（企業会計基準委員会（ASBJ））

【最終基準】
該当なし。

【公開草案】
1.		実務対応報告公開草案第41号（実務対応報告第5号の改

正案）「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関
する当面の取扱い（その1）（案）」及び

　		実務対応報告公開草案第42号（実務対応報告第7号の改
正案）「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関
する当面の取扱い（その2）（案）」の公表（平成26年9
月26日　企業会計基準委員会）
両公開草案は、平成26年度税制改正における地方法人税の

創設に伴い、連結納税制度を適用している場合の、地方法人
税に係る税効果会計の取扱いについて、所要の改正を行うこ
とを提案している。

コメントの締切りは平成26年11月26日である。

あずさ監査法人の関連資料
■ 会計・監査ニュースフラッシュ　2014/9/30

会計制度委員会報告等の公表（日本公認会計士協会
（JICPA））

1.		会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に
関する実務指針」及び「金融商品会計に関するQ&A」の改
正について（公開草案）並びに

　		会計制度委員会報告第15号「特別目的会社を活用した
不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指
針」及び「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る
譲渡人の会計処理に関する実務指針についてのQ&A」の
改正について（公開草案）の公表（平成26年8月18日　
日本公認会計士協会）

両草案（前者草案、後者草案）とも、公表以来永年にわた
りメンテナンスが行われていない実務指針等について、現在
適用されている会計制度委員会報告等に従った検討が行われ、
所要の見直しがなされたものである。

コメントの締切りは、いずれも平成26年9月19日である。

日本基準についての詳細な情報、過去情報は、
■ あずさ監査法人のウェブサイト（日本基準）へ

Ⅱ 修正国際基準

会計基準等の公表（企業会計基準委員会（ASBJ））

【最終基準】
該当なし。

【公開草案】
該当なし。

修正国際基準についての詳細な情報、過去情報は、
■ あずさ監査法人のウェブサイト（修正国際基準）へ

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/accounting-digest/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/accounting-digest/Pages/accounting-digest-2014-08.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/accounting-digest/Pages/accounting-digest-2014-09.aspx
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20140930-5.html
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaap-news-flash-2014-10-01.aspx
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/exposure_draft/renzei2014/
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaap-news-flash-2014-09-26.aspx
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_1761.html
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/15_1.html
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/j-gaap/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/jmis/Pages/default.aspx
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会計トピック①

Ⅲ IFRS

会計基準等の公表（IASB、IFRS 解釈指針委員会）

【最終基準】
1.  「個別財務諸表における持分法（IAS第27号の改訂）」の

公表（2014年8月12日　IASB）

本改訂は、個別財務諸表において、子会社、ジョイント・ベ
ンチャー及び関連会社に対する投資について、IAS第28号「関
連会社及びジョイント・ベンチャーに対する投資」に規定されて
いる持分法を用いた会計処理を認めている。

本改訂の概要は以下のとおりである。

◦	 	個別財務諸表において、子会社、ジョイント・ベンチャー
及び関連会社に対する投資について、取得原価による会計
処理または IFRS 第 9 号「金融商品」に従った処理に加え、
持分法を用いた会計処理を認めた。

◦	 	改訂に伴い、個別財務諸表の定義が変更された。
◦	 	個別財務諸表において、子会社、ジョイント・ベンチャー

または関連会社からの配当を受け取る権利が確定したとき
の会計処理が明確化された。

本改訂は、2016年1月1日以降に開始する会計年度から遡及
適用される。早期適用は認められる。ただし、早期適用する
場合は、その旨を開示する。

あずさ監査法人の関連資料
■ IFRS ニュースフラッシュ （日本語）　2014/8/21
■ IN THE HEADLINES　2014/14 （英語）　2014/8/13

2.  「投資者とその関連会社またはジョイント・ベンチャー
との間の資産の売却または拠出（IFRS第10号及びIAS第
28号の改訂）」の公表（2014年9月11日　IASB）

本改訂は、投資者（その子会社を含む）とその関連会社また
はジョイント・ベンチャーとの間で売却または拠出された資産
が、IFRS第3号「企業結合」で定義される事業を構成しない場
合、その取引から生じる利得または損失の一部のみを純損益
に含めて認識することを求めている。

本改訂の概要は以下のとおりである。

◦	 	投資者（その子会社を含む）とその関連会社またはジョ
イント・ベンチャーとの間で売却または拠出された資産が、
IFRS 第 3 号で定義される事業を構成する場合、投資者は、

その取引から生じる利得または損失の全額を、純損益に含
めて認識する。

◦	 	投資者（その子会社を含む）とその関連会社またはジョ
イント・ベンチャーとの間で売却または拠出された資産が、
IFRS 第 3 号で定義される事業を構成しない場合、投資者
は、その取引から生じる利得または損失のうち、関連会社
またはジョイント・ベンチャーに対する持分と関連がない、
すなわち、他の投資者に関連する持分相当額のみを、純
損益に含めて認識する。

本改訂は、2016年1月1日以降に開始する会計年度から将来
に向かって適用される。早期適用は認められる。早期適用す
る場合は、その旨を開示する。

あずさ監査法人の関連資料
■ IFRS ニュースフラッシュ （日本語）　2014/9/17
■ IN THE HEADLINES　2014/17 （英語）　2014/9/15

3.		「IFRSの年次改善」（2012 - 2014 年サイクル）の公表
（2014年9月25日　IASB）

IFRSの年次改善プロジェクトは、緊急度は低いものの、必
要不可欠とIASBが考えるIFRSの改訂を1年にわたって蓄積し、
まとめて改訂を行うものである。IFRSの年次改善プロジェク
ト（2012‐2014年サイクル）については、2013年12月11日
に公開草案が公表された。このたびのIFRSの年次改善は、公
開草案に寄せられたコメントを踏まえた再審議を経て、最終
化されたものである。

このIFRSの年次改善には、4つの基準書に対する改訂が含
まれている。各改訂は、2016年1月1日以降開始する会計年度
から適用される。早期適用は認められる。

あずさ監査法人の関連資料
■ IFRS ニュースフラッシュ （日本語）　2014/9/30
■ THE BALANCING ITEMS - Issue 7 （英語）2014/9/30

【公開草案】
1.  公開草案「未実現損失に関する繰延税金資産の認識（IAS

第12号の改訂案）」の公表（2014年8月20日　IASB）

本公開草案は、繰延税金資産の認識の判断における将来減
算一時差異の利用の対象となる将来の課税所得の範囲を明確
にすることを提案している。特に、公正価値で測定される負
債性金融商品に未実現損失が生じている場合に、繰延税金資
産の認識においてIAS第12号「法人所得税」の規定をどのよう
に適用するかについて、基準書の付属文書に設例を追加する

http://www.ifrs.org/Alerts/Publication/Pages/IASB-publishes-narrow-scope-amendments-to-IAS-27-Separate-Financial-statements-August-2014.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-news-flash/Pages/ifrs-news-flash-2014-08-21.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-in-the-headlines/Pages/ifrs-in-the-headlines-2014-14.aspx
http://www.ifrs.org/Alerts/Publication/Pages/IASB-issues-Amendments-to-IFRS-10-and-IAS-28-September-2014.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-news-flash/Pages/ifrs-news-flash-2014-09-12.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-in-the-headlines/Pages/ifrs-in-the-headlines-2014-17.aspx
http://www.ifrs.org/Alerts/ProjectUpdate/Pages/IASB-proposals-for-amendments-under-Annual-Improvements-Cycle-2012-2014-December-2013.aspx
http://www.ifrs.org/Alerts/Publication/Pages/IASB-concludes-Annual-Improvements-IFRSs-2012-2014-Cycle.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-news-flash/Pages/ifrs-news-flash-2014-09-26.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/article/ifrs-newsletters/Pages/the-balancing-items-7.aspx
http://www.ifrs.org/Alerts/Publication/Pages/IASB-publishes-proposed-amendments-to-IAS-12-Income-Taxes-August-2014.aspx
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ことを提案している。
本公開草案の概要は以下のとおりである。

◦  繰延税金資産の認識において予想される、将来減算一時
差異の利用の対象となる課税所得に、既存の将来減算一
時差異の解消にかかる損金算入の影響を含めないことを
明確化することが提案されている。

   この提案により、納税申告における課税所得と将来減算一
時差異の利用対象となる課税所得が異なることが明確に 
なる。

◦  満期時に元本が返済される、毎年利息が支払われ、公正
価値で測定される固定利付債券（税務基準額は取得原価）
に係る未実現損失は、将来減算一時差異を生じさせること
を明確化することが提案されている。

◦  将来減算一時差異の利用の判断は、他の将来減算一時差
異とあわせて行う。ただし、税法上、将来減算一時差異
の利用が限定されている場合には、その範囲内で行うこと
が提案されている。

◦  将来減算一時差異の利用の対象となる課税所得の予想に
は、帳簿価額を超えて回収することが可能と予測される金
額が含まれることを明確化することが提案されている。

本公開草案が確定した場合の適用時期は寄せられたコメン
トを踏まえて決定される。遡及適用は認めることが提案されて
いる。コメントの締切りは2014年12月18日である。

あずさ監査法人の関連資料
■ IFRSニュースフラッシュ	（日本語）　2014/8/25
■ IN	THE	HEADLINES　2014/15	（英語）　2014/8/25

2.		公開草案「相場価格のある子会社、ジョイント・ベンチャー	
及び関連会社に対する投資の公正価値測定（IFRS第10	
号、IFRS第12号、IAS第27号、IAS第28号及びIAS第36	
号の改訂案並びにIFRS第13号の設例案）」の公表（2014
年9月16日　IASB）

本公開草案は、IFRS第13号「公正価値測定」におけるレベ
ル1の公正価値測定が可能な、相場価格のある子会社、ジョ
イント・ベンチャー及び関連会社に対する投資の公正価値は、
その金融商品の相場価格に、保有する金融商品の数量を乗じ
た結果（すなわち、単価×数量）であることを明確化すること
を提案している。

本公開草案の概要は以下のとおりである。

◦  IFRS 第 10 号、IAS 第 27 号及び IAS 第 28 号の適用範囲 
にある子会社、ジョイント・ベンチャー及び関連会社への
投資に係る会計処理の単位は、その投資を構成する個々

の金融商品ではなく、その投資全体であることを明確化す
ることが提案されている。

◦  IFRS 第 13 号におけるレベル 1の公正価値の測定が可能
な、相場価格のある子会社、ジョイント・ベンチャー及び
関連会社に対する投資の公正価値は、金融商品の相場価
格に、保有する金融商品の数量を乗じて（すなわち、単価
×数量により）測定することが提案されている。

◦  資金生成単位（CGU）が、相場価格のある子会社、ジョ
イント・ベンチャー及び関連会社に対する投資である場合、
その CGU の減損の検討に用いる回収可能価額は、上記の
ガイダンスにより測定した公正価値から、処分コストを控除
して測定することが提案されている。

IFRS第13号におけるレベル1の公正価値の測定が可能な金
融商品のみにより構成されるポートフォリオで、そのネット・
エクスポージャーに基づいて管理される金融資産及び金融負
債のグループは、そのネット・ポジションに相場価格を乗じた
ものとして、公正価値を測定することが提案されている。

本公開草案が確定した場合の適用時期は、寄せられたコメ
ントを踏まえて決定される。遡及適用は認められるが、早期
適用する場合は、関連するすべての基準書の改訂を同時に適
用することが提案されている。コメントの締切りは2015年1月
16日である。

あずさ監査法人の関連資料
■ IFRSニュースフラッシュ	（日本語）　2014/9/19
■ IN	THE	HEADLINES　2014/18	（英語）　2014/9/18

【討議資料】
1.		討議資料「料金規制から生じる財務上の影響の報告」の

公表（2014年9月17日　IASB）

本討議資料は、料金規制企業が置かれている経済的環境の
特徴、及びそれらの特徴を一般目的の財務諸表に反映するに
あたり、IFRSの規定を修正する必要があるか否かについて、
コメントを求めている。

本討議資料の概要は以下のとおりである。

◦  「定義された料金規制」について、その特徴が、特定のガ
イダンスの開発を要する可能性のある料金規制の種類をど
の程度網羅しているかについて、コメントを求めている。

◦  市場関係者が、料金規制企業に対する投融資の意思決定
にあたり、最も有用な情報が何かを検討している。また、
考えられる会計処理のアプローチを示している。

◦  IFRS 第 14 号「規制繰延勘定」の表示及び開示に関する
規定につき、今後開発する可能性のある開示及び表示の
規定の基礎とすべきかについて、コメントを求めている。

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-news-flash/Pages/ifrs-news-flash-2014-08-21-2.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-in-the-headlines/Pages/ifrs-in-the-headlines-2014-15.aspx
http://www.ifrs.org/Alerts/Publication/Pages/IASB-publishes-Exposure-Draft-Measuring-Quoted-Investments-September-2014.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-news-flash/Pages/ifrs-news-flash-2014-09-17.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-in-the-headlines/Pages/ifrs-in-the-headlines-2014-18.aspx
http://www.ifrs.org/Alerts/Publication/Pages/IASB-publishes-a-Discussion-Paper-on-reporting-the-financial-effects-of-rate-regulation-September-2014.aspx
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本討議資料に対するコメントの締切りは2015年1月15日で
ある。

あずさ監査法人の関連資料
■ IFRSニュースフラッシュ	（日本語）　2014/9/22
■ IN	THE	HEADLINES　2014/20	（英語）　2014/9/25

我が国の任意適用制度に関する諸法令等（金融庁）

1.		「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定す
る件」等の一部改正（案）の公表（平成26年9月12日　
金融庁）

本改正案は、国際会計基準審議会が平成26年1月1日から6
月30日までに公表した以下の国際会計基準を、連結財務諸表
の用語、様式及び作成方法に関する規則第93号に規定する
指定国際会計基準とすることを提案している。

‐  国際財務報告基準（IFRS）第 14 号「規制繰延勘定」 
（平成 26 年 1 月 30 日公表） 

‐  国際財務報告基準（IFRS）第 11 号「共同支配の取決め」 
（平成 26 年 5 月 6 日公表） 

‐  国際財務報告基準（IFRS）第 15 号「顧客との契約から生
じる収益」 

（平成 26 年 5 月 28 日公表） 
‐  国際会計基準（IAS）第 16 号「有形固定資産」 

（平成 26 年 5 月12 日及び同年 6 月 30 日公表） 
‐  国際会計基準（IAS）第 38 号「無形資産」 

（平成 26 年 5 月12 日公表） 
‐  国際会計基準（IAS）第 41 号「農業」 

（平成 26 年 6 月 30 日公表）

コメントの締切りは平成26年10月14日である。

あずさ監査法人の関連資料
■ 会計・監査ニュースフラッシュ	（日本語）　2014/9/17

IFRSについての詳細な情報、過去情報は、
■  あずさ監査法人のウェブサイト（IFRS）へ

Ⅳ 米国基準

会計基準等の公表（FASB）

【最終基準（会計基準更新書（Accounting　Standards　
Updates：ASU））】
1.		ASU第2014-13号「連結（Topic	810）：連結された債

務担保金融事業体の金融資産及び金融負債の測定（EITF
のコンセンサス）」の公表（2014年8月5日　FASB）

ASU第2014-13号は、債務担保金融事業体（CFE）の金融資
産の公正価値と金融負債の公正価値との差額に関する実務上
の問題を解消するため、金融負債が金融資産に対してのみ請
求権を有する場合も、連結されたCFEに対し代替的な公正価
値測定のアプローチを認めている。このアプローチは、連結
されたCFEの親会社に対して、CFEの金融資産及び金融負債
の公正価値のうち、より観察可能な金額に基づいて測定する
ことを認めるものである。

ASU第2014-13号は、公開の営利企業については、2015年
12月16日以降開始する会計年度及びその会計年度に含まれる
期中報告期間から適用される。早期適用は認められる。

あずさ監査法人の関連資料
■ Defining	Issues	14-27（英語）　2014/6/18

2.		ASU第2014-14号「債権－債権者による不良債権のリス
トラクチャリング（Subtopic	310-40）：担保権行使時に	
おける特定の政府保証付住宅担保ローンの分類（EITFの
コンセンサス）」の公表（2014年8月8日　FASB）
　
ASU第2014-14号は債権者に対し、特定の政府保証付住宅

担保ローンについて、担保権行使時に認識を中止し、債権者
が保証人から回収する見込みの金額で測定した別個の受取債
権を認識し、その保証及び債権を単一の会計単位として取り
扱うことを要求するものである。

ASU第2014-14号は、公開企業に対しては、2014年12月16
日以降開始する会計年度及びその会計年度の期中報告期間か
ら適用される。企業は、移行措置について将来に向かって適
用するかまたは修正遡及適用するかを選択できるが、ASU第
2014-04号「消費者向住宅ローンの担保権行使時の再分類」の
もとで選択した移行措置と整合させることが要求される。早
期適用は、期中報告期間における早期適用を含め、企業がす
でにASU第2014-04号を適用している場合は認められる。

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-news-flash/Pages/ifrs-news-flash-2014-09-18.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-in-the-headlines/Pages/ifrs-in-the-headlines-2014-20.aspx
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20140912-3.html
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaap-news-flash-2014-09-17.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/ifrs/pages/default.aspx
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176164268998
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-14-27.aspx
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176164282728
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176164282728
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176164282728
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あずさ監査法人の関連資料
■  Defining Issues 14-27 （英語）　2014/6/18

3.  ASU第2014-15号「財務諸表の表示－継続企業（Subtopic 
205-40）：継続企業の前提の不確実性に関する開示」の
公表（2014年8月27日　FASB）

ASU第2014-15号は、継続企業の前提を企業が評価する方
法及び開示方法についての指針を提供している。これまで、
継続企業の前提に関する評価は、監査基準には含まれていた
ものの、U.S. GAAPには規定がなかった。今回の改訂により、
継続企業の前提に重要な疑義があるかどうかを評価すること、
及び関連する開示を行うのは経営者の責任であるということ
が、U.S. GAAPの規定に含まれることとなった。

ASU第2014-15号は、2016年12月16日以降終了する会計年
度及び2016年12月16日以降開始する会計年度の期中報告期
間から適用される。

あずさ監査法人の関連資料
■ Defining Issues 14-40 （日本語）　2014/9/26

【公開草案（会計基準更新書案（ASU案））】
1.  ASU案「無形資産－のれん及びその他－内部利用ソフト

ウェア（Subtopic 350-40）：クラウド・コンピューティ
ング契約において顧客が支払った手数料の会計処理」の
公表（2014年8月20日　FASB）

本ASU案は、以下の明確化を提案している。
◦  クラウド・コンピューティング契約にソフトウェア・ライセン

スが含まれる場合：他のソフトウェア・ライセンスと同様に
会計処理する。

◦  クラウド・コンピューティング契約にソフトウェア・ライセン
スが含まれない場合：サービス契約として会計処理する。

本ASU案は、公開企業に対しては、2015年12月16日以降
開始する会計年度及びその会計年度の期中報告期間から強制
適用される予定である。企業は、移行措置について将来に向
かって適用するかまたは修正遡及適用するかを選択できる予
定である。早期適用は認められる予定である。コメントの締切
りは2014年11月18日である。

あずさ監査法人の関連資料
■ Defining Issues 14-39 （英語）2014/8/28

2.  FASB－ASU案「技術的な訂正及び改善」の公表（2014
年9月15日　FASB）

技術的な訂正及び改善は、会計基準によるコード化体系
（Accounting Standard Codification; ASC）の技術的な訂正、
基準の明確化、参照の修正や軽微な改善を行うものであり、
現行の会計実務に重要な影響を及ぼすものではない。

本ASU案には、ASC Topic 820「公正価値による測定」の用
語の修正及びガイダンスの明確化が含まれる。

適用日は、市場関係者からのコメントを検討した後に決定さ
れる。コメントの締切りは2014年12月1日である。

米国基準についての詳細な情報、過去情報は、
■  あずさ監査法人のウェブサイト（米国基準）へ

本稿に関するご質問等は、以下の者までご連絡くださいま
すようお願いいたします。

有限責任 あずさ監査法人　
TEL: 03-3548-5112（代表電話）
azsa-accounting@jp.kpmg.com 
担当：高田朗、島田謡子

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-14-27.aspx
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176164329772
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-14-40.aspx
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176164311650
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-14-39.aspx
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176164372285
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/us-gaap/Pages/default.aspx
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会計トピック②

IFRS第９号「金融商品」では 
金融資産の分類はどのように決定されるのか
有限責任 あずさ監査法人　金融事業部

シニアマネジャー　藤原　初美

国際会計基準審議会（IASB）は、2014年7月24日、IFRS第9号「金融商品」（以下 
「IFRS 第 9 号」という）を公表し、金融商品会計の改訂プロジェクトを完了しま
した。本基準書は、IAS第39号「金融商品：認識及び測定」を差し替える基準
書です。また本基準書は、過去に公表されたIFRS第9号（2009年、2010 年お
よび2013年版）における金融商品の分類および測定に関する規定の一部を改
訂し、金融資産の減損に関する新たな規定を導入しています。本稿では、最終
版のIFRS 第9号のもとで金融商品がどのように分類されるのかについて、規定
内容と例示を中心に解説します。
なお、本文中の意見に関する記載は筆者の私見であることをあらかじめお断り
いたします。

 

【ポイント】
◦  すべての金融資産は、原則として、契約上のキャッシュ・フローの特性と

事業モデルに基づいて、①償却原価区分、②公正価値で測定し変動をその
他の包括利益に計上する（FVOCI）区分または③公正価値で測定し変動を
純損益に計上する（FVTPL）区分のいずれかに分類される。FVOCI 区分に
分類される金融資産は、原則として公正価値を財政状態計算書で表示し、
利息、為替差損益および減損損失について、償却原価と同様の情報を包括
利益計算書に表示したうえで、それらの差額をその他の包括利益（OCI）に 
認識する。OCIに認識された金額は、純損益へのリサイクリングの対象で
ある。

◦  契約上のキャッシュ・フローの特性と事業モデルに基づく分類の例外と
して、株式等の資本性金融商品をFVOCI区分に指定することができる。
FVOCI区分に指定された資本性金融商品は、その配当は純損益に認識され
るが、売却損益はOCIから純損益にリサイクリングされない。

◦  金融資産が償却原価またはFVOCI区分に分類されるのは、その契約上の
キャッシュ・フローが元本と利息のみから構成される場合である（キャッ
シュ・フロー要件）。キャッシュ・フロー要件を満たさない金融資産はすべ
て FVTPL 区分に分類される。元本と利息のみから構成されるか否かは、
基本的な貸付契約の元利金キャッシュ・フローと整合的かどうかで判断す
る。

◦  キャッシュ・フロー要件を評価するために、金融資産の契約内容を検討し
なければならない。IFRS第9号は、キャッシュ・フロー要件を評価するた
めに、特定の契約条項（例：貨幣の時間価値を修正する条項や早期償還条
項）を有する金融商品や特定の金融商品（例：ノンリコースや証券化商品）
に関しては、追加のガイダンスを設けている。

◦  金融資産は、キャッシュ・フロー要件のほかその管理実態を反映する事業
モデルに基づいて分類される。金融資産がキャッシュ・フロー要件を満た
し、事業モデルの目的が契約上のキャッシュ・フローの回収であれば償却

	 	 藤
ふ じ わ ら

原　初
は つ み

美
有限責任	あずさ監査法人

　金融事業部
シニアマネジャー
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Ⅰ 分類および測定規定の改訂

IAS第39号は、金融資産の分類についてルールベースの規
定を設けており、金融資産をその保有目的と分類要件に照ら
して分類することを求めていました。また、減損規定も何に
分類されるかによって異なっていたため、IAS第39号の金融
資産の分類に関する規定は複雑であり適用しづらいと批判さ
れていました。そこで、IFRS第9号ではすべての金融商品を
原則として契約上のキャッシュ・フローの特性と事業モデルに
基づいて分類するという原則主義に基づく単一のアプローチ
を導入し、金融資産の分類規定の複雑性の軽減が図られてい
ます。IAS第39号では4区分（①公正価値で測定し変動を純損
益に計上する区分、②満期保有投資、③貸付金及び債権、④
売却可能金融資産）であったものが、IFRS第9号（2009年版）
では、原則として2区分（①公正価値で測定し変動を純損益に
計上する区分、②償却原価区分）1とすることで、複雑性を軽
減しようとしていましたが、その後の議論を経て、最終版の
IFRS第9号は金融資産の分類を以下の3区分としています。

■	 	公正価値で測定し変動を純損益に計上する（FVTPL）区分
■	 	公正価値で測定し変動をその他の包括利益に計上する
（FVOCI）区分

■	 	償却原価

なお、金融負債の分類は、IAS第39号を概ね踏襲し、デリ
バティブや公正価値オプションを適用した金融負債を除き、
原則として償却原価区分として分類されます2。
図表1は最終版のIFRS第9号に基づき金融商品を分類する

場合の全体像を示しています。以下では、金融資産の分類に
ついて解説します。

日本基準では、有価証券だけが保有目的に基づいて分類・
測定され、その他の金融商品については個々に会計処理が規
定されています。日本基準からIFRSへ移行する場合には、す
べての金融商品を、IFRS第9号の分類アプローチに基づいて
分類しなければならないため、保有する金融商品の種類や管
理方法によっては追加的な検討の負担が大きくなると考えら
れます。

1.  IFRS 第 9 号（2009 年版）において、分類の例外として、株式等の資本性金融商品を FVOCI 区分に指定すること、および本来であれば償却原価
区分に分類される負債性商品を FVTPL 区分に指定することが認められている。

2.  IFRS 第 9 号では、公正価値オプション（本来であれば償却原価区分となる金融負債をFVTPL 区分に指定すること）を適用した金融負債について、
発行者自身の信用リスクの変化に起因する公正価値の変動を原則としてその他の包括利益に表示することとされている。IAS 第 39 号ではすべて
損益計上されていた。

図表1　金融商品の分類と測定の全体像

キャッシュ・フローと
事業モデルに基づき分類

金融資産

デリバティブ
FVTPL

償却原価

貸付金

有価証券

組込デリバティブの
区分不要

金融負債

※ FVTPL ：公正価値で測定、変動は損益に計上
 FVOCI ：公正価値で測定、変動はその他の包括利益（OCI）に計上

デリバティブ

借入金

社債

組込デリバティブの
区分必要

FVOCI

FVTPL

償却原価

減損規定の
適用対象

  原価区分に分類される。金融資産がキャッシュ・フロー要件を満たし、事
業モデルの目的が契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方であれ
ば FVOCI 区分に分類される。償却原価または FVOCI 区分の事業モデル
を満たさない場合には FVTPL 区分に分類される。

◦  キャッシュ・フローと事業モデルに基づいて償却原価またはFVOCI区分に分 
類される債券等の負債性金融商品を FVTPL 区分に指定することができる。
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Ⅱ 金融資産の分類アプローチ

IFRS第9号では、預金、売掛金、受取手形、貸付金、有
価証券、デリバティブ等の契約形態や名称にかかわらず、金
融資産の定義を満たす場合には、これらすべてを償却原価、
FVOCIまたはFVTPL区分のいずれかに分類しなければなり
ません。すべての金融資産は、原則として、企業が金融資産
をどのように管理しているのか（これをIFRS第9号では事業モ
デルという言葉で表現している）、そして金融資産の契約上の
キャッシュ・フローは何から構成されているかという2つの要
件に基づいて分類されます。そして、すべての金融資産がこ
の分類結果に従い、公正価値または償却原価で測定されます。
図表2は、代表的な商品種類ごとに、金融資産を分類するた

めの2つの分類要件と、それぞれの分類における測定方法の概
要を示しています。金融商品の発行形態と会計上の種類（資
本性金融商品か、負債性金融商品か）は必ずしも一致しないた
め、株式として発行されている商品が、IFRS第9号では負債
性金融商品に該当したり、その逆もあるため留意が必要です。

なお、金融資産にデリバティブが組み込まれた複合金融商
品（混合契約）の場合、IFRS第9号では組み込まれたデリバ
ティブを区分処理せずに、組込デリバティブを含む混合契約
全体について分類を決定します。一方で、金融資産以外にデ

リバティブが組み込まれた商品（仕組債の発行、組込デリバ
ティブ付き保険契約など）の場合には、組込デリバティブの区
分処理要件を満たせば区分処理しなければなりません3。

1. キャッシュ・フロー要件

IFRS第9号の規定上は、事業モデルの評価がキャッシュ・
フローの評価よりも先行すべきであるように記載されています
が、どちらの評価を先に行っても分類結果に差異は生じませ
ん。本稿ではキャッシュ・フロー要件から解説します。

（1）	基本的な貸付契約から得られるリターンとの整合性

キャッシュ・フロー要件とは、金融資産の契約上のキャッ
シュ・フローが「元本」と「利息」のみから構成されているか
どうかを判定するための要件です。金融資産を償却原価また
はFVOCI区分に分類するためには、この要件を満たすことが
不可欠となります。IFRS第9号は、「元本」と「利息」を以下
のとおり定義しています。

■	 	「元本」：	金融資産の当初認識時の公正価値
■	 	「利息」：		貨幣の時間価値＋特定の期間における元本残高に係

る信用リスク＋基本的な貸付のリスク（例：流動性リ
スク）及びコスト（例：事務コスト）＋利益マージン

3.  ①組み込まれたデリバティブの経済的特徴およびリスクが主契約の経済的特徴およびリスクと密接に関連していない、②組込デリバティブと同一
の条件の独立の金融商品がデリバティブの定義を満たす、③混合契約が、公正価値で測定して公正価値変動を損益で認識するものではないという
3 つの要件を満たす場合に、組込デリバティブを区分処理しなければならない。

図表2　金融資産の分類と測定の概要

YES YES
YES

YES

YES
NO NO

NO

NO

NO

貸付金・債券 デリバティブ 株式

回収

償却原価

・ 利息収益、減損、為替差
 損益は損益計上
・ 認識の中止時の利得
 損失は損益計上

株式のFVOCI

・ 配当は通常損益計上
・ 公正価値変動はOCI計上
・ 売却損益等の損益計上は不可
 （リサイクリング不可）
・ 減損規定の対象外

FVOCI

・ 利息収益、減損、為替差
 損益は損益計上
・ その他変動はOCI計上
・ 認識の中止時に、OCIから
 損益に振替え（リサイクリ
 ング）

FVTPL

・ 公正価値変動は損益計上

回収および売却

キャッシュ・フロー要件

公正価値オプション※

事業モデル要件

その他
トレーディング目的

FVOCIオプション※

※ 分類の例外
 　本来償却原価または FVOCI の負債性商品（例：債券）を FVTPL に指定する
 　資本性金融商品（例：株式）を FVOCI に指定する



19

© 2014 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG Insight  Vol. 9 / Nov. 2014

会計トピック②

利息の定義に含まれている「基本的な貸付のリスク及びコ
スト」や「利益マージン」は、最終版のIFRS第9号で追加され
た要素です。最終版のIFRS第9号では、キャッシュ・フロー
要件は基本的な貸付契約から得られるリターンと整合的な考
え方であることが強調されています。元本と利息の構成要素
は、基本的な貸付契約の元利金キャッシュ・フローに通常含
まれるものであり、これと同様の契約条件を有する金融商品で
あれば償却原価またはFVOCI区分に分類されると考えられま
す。償却原価とFVOCI区分の金融資産はいずれも実効金利法
を適用して償却原価を測定し、利息収益を認識します。キャッ
シュ・フロー要件を満たす金融資産については、実効金利法
で会計処理した場合の簿価と利息に関する情報が利用者に
とって有用であると考えられています。

たとえば、以下の金融資産は、基本的な貸付契約には含まれ
ない要素を含むため、キャッシュ・フロー要件を満たしません。

■	 	株価や商品価格、債務者の業績に連動するような金利を有す
る金融商品（ただし、業績連動金利については、債務者の信
用悪化による損失補てん目的で金利が上乗せされるだけである
ならば、キャッシュ・フロー要件を満たす可能性がある）

■	 	転換社債（転換権が付与されていることで発行体の株価を基礎
数値とする受取オプション料が含まれるためキャッシュ・フロー
要件を満たさない）

■	 	その他のデリバティブを組み込んだ金融商品で組み込まれたデ
リバティブがキャッシュ・フローの変動幅を増幅させるような（レ
バレッジを含む）金融商品

■	 	株式等の資本性金融商品（満期がなく、利息の支払い義務もな
い商品であることから、キャッシュ・フロー要件を満たさない）

キャッシュ・フロー要件の基本的な考え方は前述のとおりで
すが、以下の特定の契約条項および商品については、IFRS第
9号においてキャッシュ・フロー要件を評価するための個別の
ガイダンスが提供されています。

■	 	貨幣の時間価値を修正する契約条項
■	 	キャッシュ・フローの金額や時期を修正する条項
■	 	ノンリコース・ローン
■	 	証券化商品　
■	 	金融資産の分類に影響を与えない契約条項

（2）	貨幣の時間価値を修正する契約条項
貨幣の時間価値は信用リスクと並ぶ利息の主たる要素とさ

れており、時の経過のみを反映するものであるとされていま
す。過去の版のIFRS第9号では、たとえば6 ヵ月ごとに（6 ヵ
月金利ではなく）10年金利に改定される変動利付国債のよう
な商品（一般的にコンスタント・マチュリティ・スワップ・フ
ローター債などと呼ばれる）は貨幣の時間価値を適切に反映し
ていない（これをIFRS第9号では貨幣の時間価値を修正する契
約条項が含まれる金融商品と表現している）ためにキャッシュ・
フロー要件を満たさない商品として例示されていました。この
例示は最終版のIFRS第9号では削除され、このような商品が
キャッシュ・フロー要件を満たすか否かについては、貨幣の時
間価値を修正する契約条項を定性的に評価、またはベンチマー
ク・キャッシュ・フローとの定量的な比較によって判断するこ
ととされました。図表3は定量的な評価について示しています。

たとえば、満期10年で金利が1 ヵ月ごとに1年金利に更改さ
れる債券について定量的な評価を実施する場合、当該債券の
割引前キャッシュ・フローを、金利改定期間が1 ヵ月で、金利
計算期間も1 ヵ月の債券の割引前のベンチマーク・キャッシュ・
フローと比較して、両者の差異が重要でない場合には、キャッ
シュ・フロー要件を満たしますが（償却原価またはFVOCI区
分）、差異が重要である場合にはキャッシュ・フロー要件を満
たしません（FVTPL区分）。この比較を行うにあたっては、次
の金利改定までの1 ヵ月間だけではなく、10年の契約期間にわ
たって差異が重要であるか否かの分析が必要となるので注意
が必要です。たとえば、当該債券について、取得時に1 ヵ月金

図表3　貨幣の時間価値を修正する条項の定量評価

償却原価 FVOCI

ベンチマーク・キャッシュ・フロー
＝貨幣の時間価値要素が修正されない 

金融資産のキャッシュ・フロー
（例：金利が1ヵ月ごとに1ヵ月金利に

改定される金融資産）

FVTPL

差異が重要 差異が重要でない 割引前で比較する
金融資産の存続期間にわたって重要か否かを評価する
合理的に起こり得るシナリオに基づくキャッシュ・フローを検討する

CF要件を満たすCF要件を満たさない

貨幣の時間価値要素が修正される
（例：金利が1ヵ月ごとに1年金利に改定される金融資産）

ベンチマーク・キャッシュ・フローとの差異が重要であるか
否かを、「定性的」または「定量的」に評価する
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利と1年金利の金利差がほとんどないことをもって「差異が重
要ではない」とは言えません。この場合、満期までの期間にわ
たる合理的な金利予測に基づいて、1 ヵ月金利と1年金利との
差異が重要でないと言えない限り、キャッシュ・フロー要件を
満たしません。

（3）	キャッシュ・フローの金額や時期を修正する条項
たとえば、早期償還条項や期間延長条項がある場合、これ

らの条項の発効により金融商品のキャッシュ・フローの金額
や時期が修正されます。このような、キャッシュ・フローの金
額や時期を修正する条項については、当該条項の発効前後の
キャッシュ・フローがともにキャッシュ・フロー要件を満たさ
なければなりません。早期償還条項や期間延長条項がキャッ
シュ・フロー要件を満たすケースとして、以下が例示されてい
ます。

■	 	早期償還額が実質的に未払いの元本および利息相当額である
（早期償還に係る合理的な補償額を含む）

■	 	延長期間のキャッシュ・フローがキャッシュ・フロー要件を満た
す（期間延長に係る合理的な補償額を含む）

たとえば、クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が組
み込まれたクレジットリンク債には一般的に早期償還条項が
付されており、CDSの参照体にクレジット・イベントが発生し
た場合、早期償還額は担保証券の公正価値からCDSの支払い
額を控除した金額になります。この場合、早期償還額が元本
および未払利息相当額を下回るため、キャッシュ・フロー要件
を満たさないと考えられます。なお、過去の版のIFRS第9号
では、将来事象をトリガーとする早期償還条項・期間延長条
項は、発行者の信用の著しい悪化から金融商品の保有者を保
護する目的等の特定の場合を除いて、キャッシュ・フロー要件
を満たさないとされていましたが、この将来事象をトリガーと
してはならないという要件は削除されました。ただし、早期償
還条項・期間延長条項のトリガー事象の性質は、キャッシュ・
フロー要件を満たすか否かを決定付けるものではないものの、
考慮する必要はあります。

早期償還条項に係る前述の原則的なキャッシュ・フロー要
件の評価方法の例外として、額面による早期償還条項につい
ては、以下のすべてを満たす場合にキャッシュ・フロー要件を
満たすとされています。

■	 	割引または割増発行額で取得した金融商品である
■	 	早期償還額が実質的に額面および未払利息相当額である（早

期償還に係る合理的な補償を含む）	
■	 	当初認識時において、早期償還特性の公正価値が重要では	

ない	

たとえば、割引取得した不良債権ポートフォリオに額面で
の期限前償還条項が付されていた場合、不良債権の債務者が
早期償還のための資金調達を行う可能性はほとんどなく、当
初認識時における早期償還特性の公正価値は重要ではないと
考えられます。このような場合、上記3つの要件を満たして
キャッシュ・フロー要件を満たすと考えられます。

（4）	ルックスルー・アプローチ
ノンリコース商品や、証券化商品については、当該金融商

品の契約上のキャッシュ・フローの返済原資となる原商品や裏
付キャッシュ・フローについても評価しなければなりません。
IFRS第9号ではこれをルックスルーと呼んでいます。

回収のための資産が限定されるというノンリコースである
こと自体がキャッシュ・フロー要件を阻害するわけではありま
せん。また、原商品が金融資産であるか非金融商品であるか
は評価結果に影響を与えません。原資産または支払いの原資
となるキャッシュ・フローを評価し、ノンリコース商品の契約
条項により、基本的な貸付契約のリターンと整合しないキャッ
シュ・フローをもたらすか、または基本的な貸付契約のリター
ンを制限するようなキャッシュ・フローとなるか否かを判断す
る必要があります。特定の資産から生じるキャッシュ・フロー
により契約上の支払額が決定されるような商品は通常キャッ
シュ・フロー要件を満たしません。たとえば、開発型の不動産
ノンリコース・ローンで、開発後に不動産から一定の賃料が受
領できた場合にのみ利息が支払われるようなローンは、キャッ
シュ・フロー要件を満たさないと考えられます。

図表4　証券化商品のルックスルー・アプローチ

投資家

要件（a）ABS（資産担保証券）の契約上の
キャッシュ・フローは元本と利息のみか

要件（c）メザニントランシェの信用リスクは
原資産プールの信用リスク以下か

要件（b）原資産プールの契約上の
キャッシュ・フローは元本と利息のみか

SPC

優先

劣後

メザニン

ABS（メザニン）
購入

トランシェ構造を有する証券化商品は、以下の３つの要件（a、b、c）を満たす場合にはキャッシュ・フロー要件を満たす。

ローン債権原資産プール
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さらに、優先劣後のトランシェ構造を持つような証券化商品
（これをIFRS第9号では、契約上リンクしている金融商品と表
現している）については、キャッシュ・フロー要件を満たすた
めに必要な追加の要件が設けられています。図表4は、証券化
商品のルックスルーにおける要求事項を示しています。

証券化商品のルックスルーの追加要件を満たすか否かの評
価のためには、証券化スキームに含まれるデリバティブを含む
プールの構成要素の把握や、保有するトランシェと原商品プー
ルの信用リスクを比較する等の検討が必要なため、個々の契
約条項や原資産プールの情報などの情報を入手し、分析しな
ければなりません。このため、ルックスルーの追加要件の検討
は、証券化商品を保有する企業にとって大きな負担となる可
能性があります。

（5）	金融資産の分類に影響を与えない契約条項
キャッシュ・フロー要件は、金融資産のすべての契約条項に

ついて評価する必要がありますが、以下に該当する契約条項
は金融資産の分類に影響を与えないとされているため、キャッ
シュ・フロー要件の検討において考慮しません。

■	 	各報告期間においても、満期までの期間にわたり累積しても、
金融資産から生じる契約上のキャッシュ・フローに与える影響
が僅少な特性

■	 	極めて稀で、異常性が高く、かつ発生可能性が非常に低い事
象が発生した場合にのみしか契約上のキャッシュ・フローに影
響を与えないような（真正でない）特性	

ただし、通常の商取引において真正でない契約条項が含ま
れるケースは、極めて稀であると考えられるため、契約条項
が真正でないことによりキャッシュ・フロー要件の検討上考慮
されないケースは相当限定的であると考えられます。

2. 事業モデル要件

キャッシュ・フロー要件を満たす金融資産は、事業モデルに
応じて償却原価またはFVOCI区分に分類されます。償却原価
またはFVOCI区分の事業モデルのどちらにも該当しない金融

資産は、FVTPL区分に分類されます（図表5参照）。　

企業は金融資産を保有し続けることで元利金を回収するこ
とも、満期前に売却することもあります。ここでいう事業モデ
ルは、個々の金融資産の保有目的ではありません。事業モデ
ルは企業の経営幹部が決定するものであり、金融資産を他の
金融資産とともにどのように管理しているのか、その事実に照
らして決定されるものです。したがって、個々の金融資産の
保有目的ではなくポートフォリオ等の高いレベルで評価されま
す。事業モデルを評価するためには、金融資産の業績評価や
リスク管理方法、当該金融資産が含まれるポートフォリオの管
理者の報酬体系等の情報を検討して、事業モデルを評価する
金融資産のグループを決定し、当該金融資産のグループの管
理実態がどの事業モデルに該当するのかを判断する必要があ
ります。図表6は、償却原価とFVOCI区分それぞれの事業モ
デルを特定するための例示を示しています。

償却原価とFVOCI、FVOCIとFVTPL区分をどこで線引き
をするかについて、各企業が金融資産の管理実態に基づいて
総合的に判断する必要があります。図表6にも示したとおり、
償却原価区分の事業モデルは契約上のキャッシュ・フローの
回収ですが、必ずしも満期保有が求められるわけではありま
せん。また、ポートフォリオの一部売却の頻度や金額がどの
程度であれば回収の事業モデル（償却原価）ではなく回収と売
却の事業モデル（FVOCI）と判断すべきか、明確な規準値はあ
りません。したがって、事業モデルの検討においては、金融
資産ポートフォリオの管理の実態と、売却実績や予想などの
すべての情報を総合的に評価しなければなりません。

3. 分類アプローチの例外

IFRS第9号では、キャッシュ・フロー要件と事業モデル要
件に基づく金融資産の原則的分類のほか、以下の例外が認め
られています。いずれも当初認識時に指定する必要があり、
一度指定すると指定の取消しは認められません。

図表5　事業モデル要件

金融資産を管理する事業モデルの目的

契約上のキャッシュ・フローの
回収と売却の両方である

FVOCI FVTPL償却原価

左記のいずれにも
該当しない

契約上のキャッシュ・ フローの
回収である
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（1）	 	株式等の資本性金融商品をFVOCI 区分に指定する（FVOCI
オプション）

（2）	 	本来であれば償却原価またはFVOCI 区分に分類される金融
資産をFVTPL 区分に指定する（公正価値オプション）

（1）	株式等のFVOCIオプション
株式等の資本性金融商品はキャッシュ・フロー要件を満た

さないため、原則としてFVTPL区分に分類されます。しか
し、トレーディング目的ではない資本性金融商品については
FVOCI区分に指定することができます。この指定は銘柄ごと
に可能です。また、FVOCIオプションの適用にあたっては以
下について注意が必要です。

■	 	資本性金融商品の定義に該当する商品にのみ認められる。
	 	資本性金融商品の定義は IAS 第 32 号「金融商品：表示」で

規定されている。IAS 第 32 号に従い、商品の発行者にとって
資本として分類されるものか否かを判定する必要がある。なお、
発行者が資本として表示している商品であっても、保有者が売
り戻す権利を持っているプッタブル金融商品や存続期限のある
事業体の清算時に純資産の比例割合の払い戻しがある金融商
品は、資本性金融商品の定義を満たさないためFVOCIオプショ
ンの指定はできない点に注意が必要である（図表 7 参照）。

■	 	FVOCIオプション指定後は、売却損益等を損益計上できない	
（リサイクリング不可）。FVOCIオプションは、債券や貸付金
の FVOCI 区分とは異なり、OCIから純損益へのリサイクリング
が禁止されている。もともと、FVOCIオプションは政策株式な
どの戦略的投資の評価差額を純損益に計上するのは適切では
ないという意見を考慮して、認められた選択肢である。このた
め、投資を売却して投資先との関係が終了した場合でも、当該
売却損益は純損益にリサイクリングされない。配当は、それが
純資産の払戻しに該当しない限り純損益に計上される。IFRS

図表6　償却原価とFVOCIの事業モデル

償却原価 FVOCI

✓	 	存続期間にわたる契約上のキャッシュ・フローを回収するこ
とにより、金融資産から生じるキャッシュ・フローを実現す
ることを目的として管理する事業モデルが該当する。

✓	 	すべてを満期まで保有しなければならないわけではない。
✓	 	次に該当する場合は回収の事業モデルと整合的
 •	 	文書化した投資方針に該当しなくなる等、金融資産の信

用の質の悪化を理由として、資産の売却が行われた場合
 •	 	売却が（金額的に重要であったとしても）稀である場合、

または、売却が（頻繁であったとしても）個々にも集計し
ても金額的重要性がない場合	

 •	 	ストレス・ケース・シナリオにおける流動性確保のために
保有する商品を、流動性を証明するために時々売却する
場合

 •	 	連結対象である証券化のためのビークルへ金融資産を譲
渡する場合（連結財務諸表上引き続きオンバランスされ
る場合）

✓	 	経営幹部が契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両
方が事業モデルの目的の達成に不可欠であると判断し、金
融資産を回収と売却の両方を目的として管理する事業モデ
ルが該当する。

✓	 	償却原価区分と比較すると、通常、売却は頻繁、または売
却価値は大きくなると考えられるが、明確な基準値はない。

✓	 	次に該当する場合は回収と売却の両方の事業モデルと整合
的

 •	 	日々の流動性確保とポートフォリオのリターンの最大化
のために活発に管理し、金額的に重要で頻繁な売却が
生じている場合

 •	 	保険会社がその保険債務の履行のために資産を有する
場合で、継続的な資産ポートフォリオの入替えが生じて
いる場合

図表7　FVOCIオプションの適用可否

FVOCIオプション可

保有者

負債性金融商品

負債

資本資産

定義を満たす
資本性金融商品 資本性金融商品

発行者 FVOCIオプション不可
（資本の定義を満たさないため）

プッタブル金融商品：発行者に対して売り戻す権利
を保有者が有する契約
清算時にのみ企業の純資産を比例割合に応じて引
き渡す義務があるような商品：存続期間の定めのあ
る事業体の持分

現金または他の金融資産を引き渡す義務がない
変動数の自社の株式を発行する義務がない

FVOCIオプションは、資本性金融商品の定義を満たす金融商品に対して適用できる。
　金融商品の発行者が資本性金融商品に分類できるか否かを判定する必要がある。
以下の両方を満たす金融商品に限り資本性金融商品である（IAS第32号）。
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	 	第 9 号は、財務諸表利用者にとっての有用性を確保するため、
FVOCIオプションを指定した企業に対して指定銘柄や指定理
由等の開示を要求している。

（2）	公正価値オプション
キャッシュ・フローと事業モデルに基づく分類要件に従

い償却原価またはFVOCI区分に分類されるものであっても、
会計上のミスマッチを解消または大幅に削減する場合には、
FVTPL区分に指定することができます。たとえば、ヘッジ関
係の適格性や文書化等のヘッジ会計の要件を満たさないため
にヘッジ会計が適用されない場合に、ヘッジ対象に公正価値
オプションを適用してヘッジ手段のデリバティブの公正価値変
動と相殺させる方法として、ヘッジ会計の代替として使用さ
れることがあります。

Ⅲ おわりに

事業モデル要件とキャッシュ・フロー要件に基づいて金融
資産を分類するというIFRS第9号の分類アプローチは、IAS
第39号および日本基準の保有目的に基づく分類アプローチと
は異なるコンセプトに基づいています。企業によっては分類
の結果として決定される償却原価または公正価値という測定
方法は、IAS第39号および日本基準に基づく測定方法と大き
く変わらない可能性もあります。しかし、IFRS第9号が要求
する2つの分類要件を適用する際には、保有する金融資産の管
理実態の整理と事業モデルに基づく分析、ならびに保有する
すべての金融資産の契約内容の検討のためのプロセスが必要
となります。このため、企業によっては、基準が要求する2つ
の分類要件を導入することによる負担が増すことも考えられま
す。こうした企業は、IFRS第9号の強制適用日（2018年1月1
日以降開始事業年度）に向けて、まずは分類アプローチを理解
し、関連する論点について検討を開始していくものと考えま
す。今後の実務の発展の中で、基準の解釈がより明確になっ
ていくと考えられますので、今後のIFRS第9号を取り巻く動
向についても留意が必要です。本稿が、IFRS第9号の分類の
基本的な考え方を理解するための一助となれば幸いです。

本稿に関するご質問等は、以下までご連絡くださいますよ
うお願いいたします。

有限責任	あずさ監査法人
IFRSアドバイザリー室
azsa-ifrs@jp.kpmg.com
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IFRS第9号「金融商品」における減損規定
有限責任 あずさ監査法人

IFRS アドバイザリー室 シニアマネジャー 中川　祐美
金融事業部 ディレクター 大庭　寿和

国際会計基準審議会（IASB）は、2014年 7月24日、IFRS第9号「金融商品」 
（2014 年版、以下「IFRS第9号」という）を公表し、新たな減損の概念である
予想信用損失モデルを導入しました。現行のIAS第39号「金融商品：認識及び
測定」における発生損失モデルと異なり、将来見積りを反映することにより信
用損失の認識遅れに対応し、商品種類に関係なく単一のモデルを適用すること
で会計処理の複雑性低減を図っています。
本稿では、新たに導入される減損規定に関して、その概略を説明するとともに、
実務上で論点になりうると考えられる内容について、Q&A 形式で解説します。
なお、文中の意見に関する部分は筆者らの私見であることを、あらかじめお断
りいたします。

 

【ポイント】
◦  IAS第39号における発生損失モデルに替えて、予想信用損失モデルが採用

された。IFRS第9号は、信用リスクのある金融商品に適用される単一のモ
デルを提供している。

◦  予想信用損失モデルにおいては、金融資産の信用の質の変化に応じて、異
なる測定方法に基づいて予想信用損失に係る引当金が測定される。

◦  金融資産の信用が毀損している証拠の有無により、利息収益の算定方法が
異なる。

◦  売掛債権、契約資産およびリース債権については、信用の質の変化を考慮
せず残存期間にわたる予想信用損失を認識することが認められる。

Ⅰ はじめに

2014年7月に公表されたIFRS第9号は、減損損失の認識
について、予想信用損失モデルという新しい概念を導入しま 
した。

それまでのIAS第39号においては、金融商品の減損は、信
用事象が発生して、はじめて認識するという発生損失モデル
を採用していました。発生損失モデルによると、経済状況が
悪化する局面で損失の認識が遅くなる一方、対応する利息収
益は信用事象の発生の前に認識されているため、利息収益が
前倒しで計上される、という問題点が指摘されていました。ま

た、金融商品が貸付金であるか、証券であるかによって計上
される金額が異なるという複雑性についても批判がなされて
いました。金融危機ののち、これまでの減損規定において採
用されていた発生損失モデルの問題点に対応するべく、IFRS
第9号は、予想信用損失モデルを採用することとなりました。

Ⅱ IFRS第9号の減損規定の原則的な 
アプローチの概要

予想信用損失モデルは、信用事象の発生にかかわらず、将
来に関する情報を考慮して予想信用損失を見積もります。そ
の結果、信用リスクに関する見積りの変化を直ちに引当額に

	 	 中
な か が わ

川　祐
ひ ろ み

美
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シニアマネジャー
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反映して損失を認識するため、発生損失モデルよりも早く損
失が認識されることが期待されています。

IFRS第9号の予想信用損失モデルにおいては、企業は、当
初認識後の金融商品の信用の質の変化の程度に応じて、異な
る測定方法を用いて算定された信用損失、利息収益を認識し
ます（図表1参照）。金融商品は、その信用の質の変化に応じ
てステージ1、2、3に分類されます。原則として、すべての金
融商品は、当初はステージ1からスタートし、報告日において、
金融商品の信用リスクが当初認識時よりも著しく増加していな
い場合はステージ1のままです。一方、報告日において、金融
商品の信用リスクが当初認識時よりも著しく増加している場合
はステージ2に分類されます。さらに信用毀損の証拠がある場
合にはステージ3に分類されます。

ステージ1の金融商品は、「12 ヵ月の予想信用損失」が、予
想信用損失として測定かつ引当計上され、ステージ2またはス
テージ3の金融商品は、「残存期間にわたる予想信用損失」が、
予想信用損失として測定かつ引当計上されます。

また、利息収益は実効金利法で算定されますが、その計算
方法は一律ではありません。ステージ1とステージ2の金融資
産については、予想信用損失に係る引当金を控除しない償却
原価（グロスの帳簿価額）に当初の実効金利を乗じて計算しま
す。ステージ3は、予想信用損失に係る引当金を控除した償却
原価（ネットの帳簿価額）に当初の実効金利を乗じて計算しま
す。信用毀損の証拠のあるステージ3の金融商品についても、
利息収益は計上されます。

Ⅲでは、減損規定を適用するにあたって、実務において論
点になりうると考えられる内容について、Q&A形式で解説し
ます。

Ⅲ Q & A

1. 適用範囲

 Q1 		新たな減損規定の対象となる金融資産は何ですか？

 A 	
IFRS第9号の減損規定は、信用リスクのある金融商品に適

用される単一のモデルです。株式などの資本性金融商品や公
正価値オプションで指定した金融商品、デリバティブ等は対象
外ですが、償却原価で事後測定される資産（例：貸付金）、そ
の他の包括利益を通じて公正価値で測定される（FVOCI）区分 
の負債性金融商品（例：債券）や、貸付金と同様にリスク管理
される商品（例：金融保証契約、ローンコミットメント）、さ
らにリース債権や売掛債権および契約資産が対象となります。

2. ステージ移動（信用リスクの変化の評価）

 Q1 		「著しい信用リスクの増加」とはどのように判定されます
か？

 A 	
著しい信用リスクの増加は相対的な概念であり、信用リスク

の当初認識時からの変動に基づき判定されます。なお、損失
額の変動ではなく、金融商品に債務不履行が発生するリスク
をベースに判断します。しかし、IFRS第9号は「著しい」を定
義してはおらず、企業が自社のリスク管理実態に基づいて判
断することが必要です。また、「債務不履行」の定義について
は、各企業のリスク管理におけるデフォルト定義と整合させる
ものの、90日延滞に達した場合は「債務不履行」とみなす、反
証可能な前提があります。

図表1　減損規定の原則的なアプローチ

ステージ 1

信用の
質の変化

信用
損失

利息
収益

ステージ 2 ステージ 3

著しい信用リスクの増加著しい信用リスクの増加 著しい信用リスクの増加

残存期間にわたる
予想信用損失

12ヵ月の
予想信用損失

残存期間にわたる
予想信用損失

グロスの帳簿価額
×

実効金利

グロスの帳簿価額
×

実効金利

ネットの帳簿価額
×

実効金利

信用毀損の証拠信用毀損の証拠 信用毀損の証拠
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 Q2 		当初認識時からの相対的な信用リスクの変化を評価する
IFRS第9号の予想信用損失モデルと、一定時点の絶対
的な信用リスクの水準を評価する手法（信用リスク管理で
用いられている手法）とは、どのように異なりますか？

 A 	
当初認識時からの著しい信用リスクの増加を評価する相対

的アプローチでは、原則としてすべての金融商品は当初認識
時においてステージ1からスタートし、その後当初認識時から
の信用リスクの変動に応じてステージ移動となるか否かが評
価されます。これに対し一般の信用リスク管理で用いられる
絶対的アプローチでは、当初認識時からの信用リスクの変動
ではなく現時点の信用リスクの絶対水準のみに基づいて信用
リスクが評価されます。たとえば、A銀行が（信用状況に懸念
のない）Y社にローン１を提供、数年後にY社の経営状態が悪
化、ただしその時点の信用リスクに見合った条件で新たなロー
ン２を提供、その後は信用リスクの変動がなく報告日を迎えた
という状況があったとします。この時、相対的アプローチにお
いては、ローン１をステージ２に移動させる一方、ローン２は
当初認識時からの信用リスクの変動がないためステージ1に分
類することになります。これに対し、絶対的アプローチにおい
ては、報告日時点の信用リスクのみが評価されるためローン１
もローン２も同様の評価結果となります。IFRS第9号の予想信
用損失モデルにおいては、相対的アプローチが採用され、絶
対的アプローチは原則棄却されています。

 Q3 		日本基準では債務者単位で信用リスク評価を行います。
「著しい信用リスクの増加」の評価についても債務者単位
で判断しますか？

 A 	
原則として個別商品単位で評価されます。したがって、同

じ債務者への貸出でも実行時期が異なれば評価も異なるよう
な状況も発生する可能性があります。たとえば、20X0年にA
銀行がQ社（内部格付が10段階のうち4格。信用リスクが低い
のは1格であり10格が最大である）に期間15年、10,000の融資
を行ったとします。20X5年に内部格付が6格となり、A銀行
は追加で期間5年、5,000の融資を行いました。その翌年、Q
社の信用リスクが悪化し、A銀行は内部格付を8格としました。
このような状況では、20X5年の時点からみても、Q社の信用
リスクが著しく増加している、と判断される場合には、個別の
商品単位でも債務者単位でも、信用リスクの悪化の評価は変
わりません。

一方、20X0年にA銀行がX社（内部格付が10段階のうち4
格）に期間20年、15,000の融資を行い、20X5年、X社の信用
状態が悪化し、A銀行はX社の内部格付を7格としたとします。
この時点で、A銀行は著しい信用リスクの増加がある、と判
断しました。その後、20X6年に追加で5,000の融資を行いまし

た。このケースの場合は、20X6年の融資は、悪化した信用リ
スクに基づいた条件で行われているため、その後に状況が変
わらなければ、新たなローンについては、著しい信用リスクの
増加があるとはいえません。したがって、このようなケースで
は、個別商品での信用リスクの変化を考慮せずに債務者単位
での評価を行うことは、減損モデルの目的に合致しないことに
なります。

 Q4 		「著しい信用リスクの増加」の評価において内部のリスク
管理で用いている格付や格付別のデフォルト率を活用す
る際の留意点は何ですか？

 A 	
予想信用損失の測定においては現在の状況および将来の経

済状況に関する予測が含まれている必要があること、延滞情
報よりフォワードルッキングな情報を入手できるのであればそ
の情報を信用リスクの変化の評価に利用しなくてはならないこ
となどが要件となっています。したがって、遅行性のある財務
データ等のみから格付を付与している場合は、期中の債務者
の状況および債務者を取り巻く経営環境などを信用評価に反
映させる仕組みが必要となる可能性があります。また、過去
のデフォルト件数を単純平均するなど過去実績に強く依存し
たデフォルト率を用いている場合は、現在および将来の状況
の予測を反映させるための調整が求められます。

 Q5 		「相対的アプローチ」においては当初認識時からの信用リ
スクの変化を把握するための手当てが必要となりますが、
どのような点に留意すべきでしょうか？

 A 	
基本的に当初認識時と報告日の信用リスク関連情報を個別

商品単位で比較する必要があります。たとえば、デフォルト率
の水準の変化によって「著しい信用リスクの増加」を評価しよ
うとする場合は、一般的には「個別商品の格付」「格付に対応
するデフォルト率」「個別商品の残存期間」といった情報の蓄
積および比較のための手当てが必要となります。また、リスク
管理高度化の観点から格付制度やデフォルト率推計方法を変
更することはよくあることですが、その際に当初認識時の情報
も遡及して変更すべきか否かといった方針についても明確化
することが望ましいといえます。

 Q6 		当初認識時の信用リスクとの比較を省略するような手法
は認められませんか？

 A 	
信用の質の悪化の評価に伴う複雑性を低減させるために、報

告日における金融商品の信用リスクが低い場合（たとえば、貸
付金の内部の信用格付が外部の信用格付の「投資適格（invest- 
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ment grade）」と同等かそれ以上である場合には、その貸付金
の信用リスクは低いと考えられる）、金融商品の信用リスクが
当初認識時より著しく増加していないとみなす容認規定が導
入されています。また、簡便的な評価方法として、特定のポー
トフォリオについて当初認識時においてあらかじめ許容できる
最大限の信用リスクを設定し、報告日に当該最大限の信用リ
スクと比較する方法の例示が挙げられています。

 Q7 		個々の債権について頻繁にアップデート情報を入手するこ
とが困難です。延滞情報を用いて著しい信用リスクの増
加を判断することはできますか？

 A 	
著しい信用リスクの増加の評価においては、過度なコストお

よび労力を要せずに入手可能な、将来の情報を含めた合理的
かつ裏付け可能な情報に基づき、様々な要因を包括的に評価
することが必要です。

合理的かつ裏付け可能な将来の情報を入手するのに過度な
コストおよび労力が必要な場合には、延滞情報を用いること
ができます。ただし、契約で定められた支払期限を30日超過
した場合には、金融資産の信用リスクが当初認識時より著しく
増加しているとみなします。ただし、この規定は反証可能であ
り、たとえば、事務的なミスによる30日超延滞でその後支払
いが行われるような場合は著しい信用リスクの増加に該当しま
せん。また、信用リスクの著しい増加と30日超延滞に相関が
なく、60日超延滞など他の日数と相関があることを裏付ける
証拠がある場合には、60日超延滞など他の日数を使うことも
可能です。

 Q8 		信用が毀損している、とはどのような状態ですか？

 A 	
金融商品がステージ3に移動するのは、信用が毀損している

状態となったときですが、信用毀損が生じたとする証拠には、
たとえば以下のような事象の発生が含まれます。

■	 	債務者の重大な財務的困難
■	 	債務不履行・延滞のような契約違反
■	 	債務者の財務的困難に起因する債務者への譲歩
■	 	債務者が倒産または債務整理する可能性が高まったこと
■	 	財政的困難によってその金融商品の活発な市場が消滅したこと
■	 	既に発生した信用損失を反映してディープディスカウントで金融

資産を購入または組成したこと

 Q9 		著しい信用リスクの評価において個別商品を集約したグ
ループ単位で行うことは可能ですか？

 A 	
IFRS第9号は評価を個別に行うべきか、グループ単位で行

うべきかについてのガイダンスは提供していません。しかし、
個別単位での見積りが難しい場合には、著しい信用リスクの
増加の評価は、グループごとに行う必要があります。これは、
リテールローンのような金融商品については、実際の延滞や貸
倒れが発生するまで、著しい信用リスクの変化は把握できな
い可能性があり、個別の金融商品に関する信用情報だけに基
づいて計上される引当金では当初認識時からの信用リスクの
変化を正確に表さない可能性があるからです。

グループ単位で評価するためには、金融商品をリスク特性
（たとえば、金融商品の種類、信用格付け、担保の種類、産業、
債務者の所在地別等）に応じてグルーピングする必要があり 
ます。

 Q10 		不良債権を購入しました。ステージ1からスタートするこ
とになりますか？

 A 	
不良債権を購入する場合など、当初認識時において信用が

毀損している商品に関しては、Ⅱで記載した原則的なアプロー
チは適用せず、特別な規定が設けられています。

当初認識時において信用が毀損している商品は、ステージ
分けを行わず、当初認識時に減損損失に係る引当金は計上し
ません。その代わりに、実効金利を算定する際、残存期間に
わたる予想信用損失を見積キャッシュ・フローに含め、「信用
リスクを調整した実効金利」を算定し、この実効金利を適用し
て、償却原価・利息収益を計算します。

当初認識後は、残存期間にわたる予想信用損失の変動を、
減損に係る利得または損失として純損益に計上し、対応する
金額を引当金に計上します。

当初認識後に信用毀損の証拠がなくなった場合においても、
引き続き残存期間にわたる予想信用損失の累積変動に基づき
引当計上が行われます。

3. 予想信用損失の見積り

 Q1 		貸倒実績率を用いて予想信用損失を算定することはでき
ますか？

 A 	
予想信用損失の見積りにあたっては、企業は様々なアプロー

チを使用することができますが、以下を反映する必要があり 
ます。
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■	 	起こりうる結果を評価することにより決定した、偏りがない、 発
生確率で加重平均した金額

■	 	貨幣の時間価値
■	 	過去の事象、現在の状況、および将来の経済状況に関する、

合理的かつ裏付け可能な情報。これらの情報については、過
度なコストおよび労力を要せずに入手可能なものを考慮する。

IFRS第9号は、上記を反映し、合致した方法である限り
においては、算定方法を特定しておらず、PD（probability of 
default：基準日時点の件数のうち一定期間にデフォルト状態
に陥る件数の割合）とLGD（loss given default：デフォルト時
の残高のうち最終的な損失額の割合）を用いた方法の他、貸倒
実績率を用いた方法を適用することも可能です。いずれの場
合でも、将来予想に関する情報を考慮することが必要になりま
す。適用ガイダンスのExample 8およびExample 9において例
示されている将来予想に関する情報をどのように反映するか
が最も検討および対応が必要な分野だと思われます。

 Q2 		予想信用損失の見積りにおいて、一番発生頻度の高い単
一のシナリオのみを採用できますか？	

 A 	
一番発生頻度の高い単一のシナリオのみを使用する方法は

認められておらず、発生確率で加重平均した金額を算定しま
す。発生する可能性のあるすべてのシナリオを考慮する必要
はないものの、少なくとも2つのシナリオ（信用損失が発生す
るケースと発生しないケース）を反映して決定する必要があり
ます。

 Q3 		担保付のローンを提供しています。現時点では債務者の
信用状態は良好であり、担保物件の処分は想定されませ
んが、担保物件処分による見積りキャッシュ・フローは予
想信用損失の見積りに反映させますか？

 A 	
予想信用損失の見積りには、担保行使により見込まれる

キャッシュ・フローの金額とタイミングを反映します。この場
合、担保行使が行われる可能性の高低は考慮しません。

ステージ2の資産として残存期間にわたる予想信用損失を計
上する場合であっても、担保物件の価値が高い場合には、結
果的に予想信用損失の金額が小さくなるケースもあります。

 Q4 		12ヵ月の予想信用損失とは、翌12ヵ月に不足するキャッ
シュ・フローですか？

 A 	
ステージ1の商品には、12ヵ月の予想信用損失を計上します

が、これはステージ2、ステージ3で計上される残存期間にわ
たる予想信用損失の一部です。12ヵ月の予想信用損失は、翌

12ヵ月に債務不履行が起こると企業が予想する商品に発生す
る損失でも、翌12ヵ月にわたって予想されるキャッシュの不
足額でもありません。

具体的には、報告日から12 ヵ月以内に発生する可能性のあ
る不履行事象によって生じる予想信用損失ですので、たとえ
ば、12ヵ月のPDに倒産時のLGDを乗じることによって算定さ
れます。12ヵ月のPDはより長期（たとえば3年や5年）のPDよ
り低いため、12ヵ月の予想信用損失は、残存期間にわたる予
想信用損失の一部となります。

 Q5 		直接償却はどのような場合に行いますか？

 A 	
金融資産のすべてまたは一部について、回収が合理的に予

想されない場合、グロスの帳簿価額を直接減額することによ
り、直接償却を実施します。たとえば、企業が担保物件を競
売にかける計画で、30％以上の回収が合理的に予想されない
場合には、70％を直接償却しなければなりません。なお、回
収が合理的に予想されないという指標、および直接減額した
ものの担保権行使を行う金融資産についての直接償却の方針
の情報などは、開示対象になります。

4. FVOCI区分の負債性金融商品

 Q1 		投資適格な債券は、予想信用損失の計上は不要ですか？

 A 	
信用の質の悪化の評価に伴う複雑性を低減させるために、

報告日における金融商品の信用リスクが低い場合（たとえば、
内部の信用格付が外部の信用格付の「投資適格（investment 
grade）」と同等である場合には、その商品の信用リスクは低い
と考えられる）、金融商品の信用リスクが当初認識時より著し
く増加していないとみなす容認規定が導入されています（参照
2.Q6）。

したがって、投資適格な債券は、ステージ1に分類されるこ
とになり、12ヵ月の予想信用損失を測定します。

 Q2 		公正価値が帳簿価額を上回っています。減損損失の計上
は不要ですか？

 A 	
債券の信用の質の悪化の評価を行うことが必要です。仮に

市場リスクや流動性リスクの変動によって公正価値が帳簿価
額を上回っていても、ステージ1の場合は12ヵ月の予想信用 
損失が認識されます。また、著しい信用リスクの増加があれ
ば、ステージ2 に移動し、残存期間にわたる予想信用損失が
認識されます。
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5. オフバランス項目への適用

 Q1 		オフバランス項目も予想信用損失の認識対象ですか？

 A 	
金融保証契約、ローンコミットメントは、実際に保証履行が

行われたり、ローンが実行されるまでは、キャッシュ・フロー
の支払いはないため、オフバランスとなっていますが、これら
の契約は実質的に与信活動であり、金融機関では通常、貸出
金等と同様に信用リスクが管理されています。

IFRS第9号は、このような商品にも、原則的なアプローチ
を適用して、単一の減損モデルを適用しています。

これまでのIFRSにおいては、金融保証は保証の可能性が高
くなった場合の損失額を、また、ローンコミットメントは貸出
が行われた場合の貸倒損失をIAS第37号に基づいて、負債計
上しますが、新たな減損規定の適用によって、損失を計上す
るタイミングは早くなります。

 Q2 		金融保証契約、ローンコミットメントの引当金の計算はどの
ように行われますか？

 A 	
いずれも、保証履行または貸出を行うという取消し不能な約

束をする時点で12 ヵ月の予想信用損失を引当金に計算します。
その後、残存期間にわたる予想信用損失を計上するタイミン
グは、ローンコミットメントは関連する貸付金、金融保証は特
定の債務者の債務不履行のリスクの変動に応じて判断します。

金融保証契約の予想信用損失の金額は、被保証者に対して
支払う金額から被保証者等による回収が期待される金額を控
除して計算します。

ローンコミットメントの予想信用損失の金額は、保有者が貸
出枠を利用した場合の約定弁済額と返済見込み額との差額で
す。利用率の見積りが実務上の論点となります。

なお、減損規定に従って計算された予想信用損失額と、当
初認識時の公正価値からIFRS第15号に基づいて認識された累

積収益を控除した金額とを比較し、高いほうが金融保証契約
あるいは市場金利より低い貸出金利のローンコミットメントの
事後測定の金額となります。

6. 売掛債権、契約資産およびリース債権

 Q1 		短期の売掛債権等についても、取引先の信用リスクの変
化を評価しなければなりませんか？

 A 	
通常の売掛債権は回収までの期間が短く、IFRS第15号で規

定される「重要な財務構成要素」がありません。このような売
掛債権等については、信用リスクの変化を評価する方法をと
らずに、常に「残存期間にわたる予想信用損失」を、予想信用
損失に係る引当金に計上します。

一方、債権回収までの期間が長期で、「重要な財務構成要
素」が含まれる売掛債権の場合には、原則的なアプローチをと
るか、「残存期間にわたる予想信用損失」を予想信用損失に係
る引当金に計上するかを、会計方針として選択することがで
きます。

なお、売掛債権だけではなく、IFRS第15号で定義される
「契約資産」にも、同様の会計処理を行います。

 Q2 		売掛債権の予想信用損失はどのように計算しますか？

 A 	
売掛債権については、IFRS第9号において、実務上の簡便

的な計算方法として引当マトリックスが例示されています（図
表2参照）。引当マトリックスとは、延滞期間ごとに売掛債権
を分類し、その期間ごとの過去の不履行率を算出したものを
ベースに、期末時点の残高に対する引当金を計算するもので
す。なお、過去の不履行率に将来に関する見積りを織り込ん
だ予想不履行率が利用されます。

図表2　引当マトリックスによる予想信用損失

グロスの帳簿価額 残存期間にわたる 
予想不履行率

  残存期間にわたる予想信用損失引当金
（グロスの帳簿価額×残存期間にわたる
不履行率）

延滞なし CU15,000,000 0.3% CU45,000

1日―30日延滞 CU7,500,000 1.6% CU120,000

31日―60日延滞 CU4,000,000 3.6% CU144,000

61日―90日延滞 CU2,500,000 6.6% CU165,000

90日超延滞 CU1,000,000 10.6% CU106,000

CU30,000,000 CU580,000

出典：IFRS第 9号 Example12 をベースに作成
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 Q3 		リース債権は、リース物件を担保として保全されています
が、どのように予想信用損失を計算しますか？

 A 	
リース債権は、「重要な財務構成要素」が含まれる売掛債権

の場合と同様に、原則的なアプローチをとるか、「残存期間に
わたる予想信用損失」を予想信用損失に係る引当金に計上する
かを、会計方針として選択することができます。

リース物件が担保となっているため、その処分による予想
キャッシュ・フローを予想信用損失の測定の際に考慮します。

7. 利息収益

 Q1 		各ステージでどのように利息収益が計算されますか？

 A 	
ステージ1とステージ2の金融資産については、予想信用損

失に係る引当金を控除しない償却原価、つまり、グロスの帳
簿価額に当初の実効金利を乗じて計算します。

ステージ3は、予想信用損失に係る引当金を控除した償却原
価、つまり、ネットの帳簿価額に当初の実効金利を乗じて計
算します。回収が見込まれない部分の利息収益は認識されま
せん。 

 Q2 		不良資産への利息収益は不計上とすべきでしょうか？

 A 	
Q1に記載したように、ステージ3に移動した金融商品につ

いて、信用毀損の証拠があっても、利息収益は計上します。
日本基準では、利払日を相当期間経過しても利息の支払いを
受けていない債権および破産更生債権等は未収利息を計上し
てはならない、とされているため、この相違については留意が
必要です。

8. 開示

 Q1 		どのような開示項目に留意が必要ですか？

 A 	
日本基準では貸倒引当金について、計上基準（会計方針）、

引当金明細表以外には、詳細な開示が行われていません。こ
のため、特に以下の項目について、データの捕捉、情報収集
など適用にあたり留意が必要です。

■	 	「著しい信用リスクの増加」や信用が毀損している証拠を判定
するために用いた方法

■	 	不履行の定義と当該定義を選択した理由
■	 	予想信用損失の見積りに用いたインプット、仮定、算定技法（ど

のように将来に関する情報を組み入れたか、算定技法や仮定に
変更がある場合にはその理由も含む）

■	 	直接償却の方針
■	 	ステージごとの増減表と重要な帳簿価額の増減
■	 	担保およびその他の信用補完に関する情報
■	 	信用リスクの内部管理と整合するような信用リスク・エクスポ

ジャーの内訳開示

Ⅳ おわりに

IFRS第9号の減損規定は、主に銀行および類似金融機関に
以下のような影響があると考えられます。

■	 	判断の増加、その複雑さの増大
■	 	自己資本、財務制限条項への影響
■	 	重要業績評価指標（KPI）への重要な影響
■	 	詳細な開示規定
■	 	不良債権の引当てが増大し、変動が大きくなる可能性がある

導入にあたっては、このような影響を理解し、業務プロセ
スの設定やデータの蓄積などの対応を進めていくことが重要 
です。

本稿に関するご質問等は、以下までご連絡くださいますよ
うお願いいたします。

有限責任	あずさ監査法人
IFRSアドバイザリー室
azsa-ifrs@jp.kpmg.com
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生産性向上設備投資促進税制
KPMG 税理士法人　ファイナンス & テクノロジー 

パートナー　小出　一成

アベノミクスの経済成長戦略の一環として、「日本再興戦略（2013年6月14日
閣議決定）」が策定され、緊急構造改革プログラム（産業の新陳代謝の促進）の 

「民間投資の活性化」において、「今後 3 年間の設備投資を 2012年度の約63兆
円から10％増加させ、リーマンショック前の民間投資の水準に回復させること
を目指す」とされました。具体的には、「先端設備の投資促進」として、「生産
設備の新陳代謝（老朽化した生産設備から生産性・エネルギーを促進する効
率の高い最先端設備への入替え等）」を促進する取組みを強力に推進するため、
2014年1月20日に産業競争力強化法が施行されました。
生産性向上設備投資促進税制は、上記に応じて2014年度税制改正において生産 
設備の新陳代謝を進める企業への税制支援措置として制度化されたものです。
本稿では、「生産性向上設備投資促進税制（ A類型：工業会が認める最新設備の 
取得、B類型：利益改善のための設備の取得）」のうち、「B類型：利益改善の
ための設備の取得」の確認申請に関する実務上の留意事項について解説します。
なお、本文中の意見に関する記載は筆者の私見であることをあらかじめお断り
いたします。

 

【ポイント】
◦  設備投資額の特別償却（即時償却）又は5%（建物及び構築物については

3%）の法人税の税額控除が可能。
◦  事業年度の法人税額の20%相当額を上限として税額控除が適用できる。
◦  控除不足額（控除限度額を超過した部分）の翌年への繰越控除制度はない。
◦  設備取得等の前までに、法人が自ら経済産業局へ確認申請を実施する必要

がある。
◦  公認会計士または税理士の事前確認を受ける必要がある。
◦  経済産業局への確認申請に際し、わかりやすい申請書を作成し、客観性の

ある資料を添付することが肝要である。
◦  経済産業局に申請後、確認書の発行までは約 1 ヵ月程度を要する。
◦  2017年3月31日まで適用が可能。
◦  2016年4月1日から2017年3月31日の期間は、特別償却限度額（設備投資

額の50％（建物及び構築物については25％）相当額をいう）までの特別償
却又は4％（建物及び構築物については2％）の法人税の税額控除を上限と
している。

	 	 小
こ い で

出　一
かず し げ

成
KPMG税理士法人

ファイナンス&テクノロジー	
パートナー
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Ⅰ 制度の概要

青色申告者が産業競争力強化法の施行日（2014年1月20日）
から2017年3月31日までの期間内（以下「指定期間」という）
に、生産性向上設備等1を構成する機械装置、工具、器具備
品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウエアで一定の
価額以上（図表1参照）の取得等2をし、これを国内にある法人
の事業の用に供した場合、即時償却または5%（建物及び構築
物については3%）の税額控除（2016年4月1日から2017年3月
31日までの期間は50％特別償却（建物及び構築物については
25％相当額）または4%の税額控除（建物及び構築物について
は2%））の税制優遇が受けられます。

1. 事前に必要となる手続き

投資計画を作成し、公認会計士又は税理士の事前確認を
受けたうえで、設備の取得等の前までに設備導入場所の最寄
りの経済産業局へ申請し、確認書を取得しておくことが必要 
です。

2. 要件

生産性向上設備等とは投資計画における投資利益率（RＯＩ）
が15%以上（中小企業者等は5%以上）であることが要件とな
ります。

年平均の投資利益率
（ROI） ＝

（営業利益＋減価償却費）の	
増加額※ ≧ 15％

設備投資額

※ 設備の取得等をする年度の翌年度以降 3 年度の平均額

3. 申請フロー

生産性向上設備投資促進税制（B類型：利益改善のための設
備の取得）の申請フローは図表2のとおりです。

前述のとおり、経済産業局の確認は、生産性向上設備等の
取得等の前までに実施しておく必要があります。つまり、投
資計画を作成し、要件を満たす生産性向上設備等であっても、
設備の取得等後であれば、経済産業局の確認書の発行は受け
られず、当該設備は特別償却または税額控除の対象とならな
いことになります。

実務においては、申請者となる法人は投資計画を作成し、
公認会計士又は税理士の事前確認を受けることを前提として、
設備の取得等の前までに以下の手順により経済産業局の確認
書の発行を得ておく必要があります。

①	投資計画案の確認依頼
	 	経済産業局地域経済課へ確認申請書の提出の事前予約を	

行う（公認会計士又は税理士が行うことも可能）。
	 	確認申請書の提出日から生産性向上設備等の取得日まで1ヵ

月程度の余裕を持って経済産業局に確認書の発行を申請する
必要がある。原則として設備導入場所の最寄りの経済産業局
へ確認申請書を提出する。

②	事前確認書発行
	 	確認申請書につき公認会計士又は税理士の事前確認書を取得

する。

③	確認書発行申請
	 	経済産業局地域経済課を訪問し、確認申請書を提出したうえで、
「確認申請書」、「基準に対する適合状況」及び「添付した根拠
資料」の内容について説明を実施する。

	 	※	審査に臨むにあたり、経済産業局への提出書類は『わかりや
すい申請書を作成し、客観性のある資料を添付すること』が
ポイントとなる。また、審査効率化の観点から事前確認書を
作成した公認会計士又は税理士が申請に同行することが望ま
しい。

図表1　一定の価額以上

設備 取得価額

1.	機械装置 ◦  1台又は1基の取得価額が160万円以
上

2.	工具
3.	器具備品

◦  1台又は1基の取得価額が120万円以
上

◦  1台又は1基の取得価額が 30万円以
上で、かつ、一事業年度におけるその
取得価額の合計額が120万円以上

4.	建物 ◦  一の取得価額が120万円以上

5.	建物附属設備

◦  一の取得価額が120万円以上
◦  一の取得価額が60万円以上で、かつ、

一事業年度におけるその取得価額の合
計額が120万円以上

6.	構築物 ◦  一の取得価額が120万円以上

7.	ソフトウエア

◦  一の取得価額が 70万円以上
◦  一の取得価額が30万円以上で、かつ、

一事業年度におけるその取得価額の合
計額が 70万円以上

出典：「生産性向上設備投資促進税制」（国税庁）を基に筆者作成

1.  法人の事業の用に直接供される減価償却資産（無形固定資産及び生物を除く）のうち、産業競争力強化法第 2 条第 13 項に規定する生産性向上設
備に該当するもの（生産性の向上に係る要件は投資計画における投資利益率が 15%（中小企業者等は 5%）以上となる見込みであること）とされ
ます。なお、収益の稼得に直接影響しない、業務遂行上の必要な本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等は該当し
ません。

2.  取得（その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものに限る）又は製作若しくは建設を言い、建物にあっては改修（増築、改築、修繕
又は模様替）のための工事による取得又は建設を含みます。機械装置、工具、器具備品、ソフトウエアについては検収（完了）の日が取得等の日
とされます。
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税務トピック

　　　　　　↓
	 	面談時に生産性向上設備等の取得等の日を伝え、その前日ま

でに確認書の発行を希望する旨を、担当官に依頼する。
　　　　　　↓
	 	確認申請書が受理され、審査が開始された場合、審査に際して

確認申請書の加筆修正又は追加資料の提出を依頼されること
がある。

	 	※	法人は公認会計士又は税理士と連携して、依頼された修正を
直ちに履行することがスムーズな確認書の発行に繋がると考
えられる。

④	確認書発行
	 	経済産業局による確認書が発行される。

⑤	法人税申告書作成
	 	決算時に法人税申告書を作成、特別償却又は税額控除を適用

する。

4. 適用対象事業年度

法人が指定期間内に生産性向上設備等の取得等をして、こ
れを国内にある法人の事業の用に供した場合においては、そ
の事業の用に供した日の属する事業年度において、特別償却
又は税額控除が適用できます。

Ⅱ 留意事項

1. 税務申告

（1）	法人税申告書への別表添付
法人は適用対象事業年度の法人税申告の際に法人税申告書

別表六（二十一）（生産性向上設備等を取得した場合の法人税
額の特別控除に関する明細書）又は特別償却の付表（七）に確
認を受けた際に交付された確認書の「確認書番号」を記載する
ほか、その設備が「利益改善のための設備の取得」に該当する
ものであることを判定するうえで参考となる事項を、できるだ
け具体的に記載した別表を法人税申告書に添付する必要があ
ります。

（2）	確認書の申告書への添付
経済産業省による確認書については法人税申告書への添

付する義務はありませんが、確認書の写しを上記別表と共に
法人税申告書に添付して提出しておくことが望ましいと考え 
ます。

図表2　B類型　利益改善のための設備の取得（生産ラインやオペレーションの改善に資する設備）の要件確認スキーム

※2　経済産業局による確認は、設備の
        取得等の前に実施すること

※1 本スキームを利用する際は、導入者の企業
規模によらず、公認会計士・税理士の確認
が必要となる（会計監査人や顧問税理士等
ではなくても可）

経済産業局※2

設備ユーザー

所轄の税務署

経済産業省

公認会計士又は税理士※1

＜公認会計士・税理士及び経産局の確認内容＞
〇対象設備の確認

（投資目的に必要不可欠な設備であることの確認）
〇投資利益率要件を満たしていることの確認

（投資の効果としてのリターンの算出方法の確認等）

③確認書発行申請
（①の投資計画及び②の
事前確認書を添付）

⑤ 税務申告の際、確定
申告書等に確認書を
添付することが可能

④確認書発行 定期的に投資計画の
履行状況を報告

運用に関する指導・協議・相談等

①投資計画案の確認依頼

投資計画案の内容確認

出典：経済産業省　「生産性向上設備投資促進税制について」 （平成 26 年 1 月） 

②事前確認書発行
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【出典】
「平成 26年度改正税法のすべて」（一般社団法人日本税務
研究会発行）
「生産性向上設備投資促進税制について」（経済産業省）
「生産性向上設備投資促進税制」（国税庁）

本稿に関するご質問等は、以下までご連絡くださいますよ
うお願いいたします。

KPMG税理士法人
ファイナンス＆テクノロジー
パートナー　税理士
小出　一成
TEL: 03-6229-8039
kazushige.koide@jp.kpmg.com

※		2014年10月1日より KPMG税理士法人のビジネスユ
ニットの 1つであるファイナンシャルサービスはファイ
ナンス＆テクノロジーに改称しました。

（3）	税務調査への備え
税額控除は税務調査における重点調査項目の1つに掲げられ

ています。税務調査において想定外の事態を未然に防ぐとい
う観点から、以下①～③の数値が一致することを事前に確認
していただき、法人税申告書関係書類と共に保存しておくこと
が望ましいと考えます。　

①確認書に記載された設備投資額
事前に一致することを
確認しておく②資産台帳上の各資産の取得価額

③各資産に係る請求書等の支払証憑

2. 経済産業局への実施状況の報告

確認書の発行を受けた法人は生産性向上設備等を事業の用
に供した日の属する事業年度の翌事業年度終了後4 ヵ月以内に

「設備投資計画実施状況報告書」を作成して確認書の発行を受
けた経済産業局に対して投資利益率の実績を報告しなければ
なりません。

なお、設備稼働後、計画した投資利益（≧15％）を達成でき
なかった場合においても税制措置の取り戻し規定は存在しな
いため、適用対象事業年度で適用した特別償却又は税額控除
に影響を与えることはありません。

Ⅲ おわりに

現在、大企業における生産性向上設備投資促進税制の確認
申請の状況として、製造業の他、製薬、通信、金融、サービ
ス、IT他、多くの企業が複数の投資計画につき申請を実施し、
確認書の発行を受けております。

KPMG税理士法人では、産業競争力強化法の施行後、有限
責任 あずさ監査法人と連携し、本邦で最初の大企業の確認申
請に関与して以降、生産性向上設備投資促進税制（B類型）の
確認申請に際し、安価で、迅速かつきめ細やかな税務サービ
スを提供しています。現在では、経済産業省関東経済産業局
に提出される大企業の確認申請の大部分の案件に関与してお
り、審査を担当する担当官と良好な関係を構築しています。

｝

TEL:03-6229-8039
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経営トピック①

未来を拓くコーポレートコミュニケーション
第11回 Integrated Business に向かって
 －第 4 回 IIRC 年次総会の報告
KPMG ジャパン　統合報告アドバイザリーグループ　マネジャー　
国際統合報告評議会　プロジェクトマネジャー　

牧　多恵

国際統合報告評議会（International Integrated Reporting Council、以下「IIRC」
という）による国際統合報告フレームワークが2013年12月に発行され、第 4
回IIRC 年次総会をもって統合報告パイロットプログラムは終了しました。パイ
ロットプログラムは今後、「統合報告ビジネスネットワーク」として引き継がれ、

「統合報告書」そのものに加え「統合的思考」に基づく経営プロセスに焦点が当
てられることになります。
統合報告書の発行社数は全世界で増加し続け、利用者の期待に応じようと、年々
その質は向上しています。「アウトプット」の評価、「社会的価値」の創造など、
新しい概念についても報告手法の開発や実践が進んでおり、今回の年次総会で
はいくつかの事例紹介がなされました。しかし、まだ課題は残されています。
たとえば、「保証」についての議論は始まったばかりであり、「社会・関係資本」
の測定、統合報告の効果についての実証分析など、未だ確固たる手法が確立さ
れていない分野もあり、さらなる議論が求められています。
今後、企業報告のあり方については、IIRCが中心となって国際的な基準設定機
関とともに議論を深めていきます。同時に「統合報告ビジネスネットワーク」
を通じた報告書作成者側からの意見や実践例が、これまで以上に重要になって
いくと考えられます。コーポレートコミュニケーションの行方を占ううえで、今
後もIIRCの動向は重要であり、注目しておく必要があるでしょう。
本稿は、第4回IIRC年次総会（2014年9月24日～ 26日、マドリードにて開催）
の本会議およびワークショップの一部を要約しました。セッションのタイトルは
意訳している場合がありますので原題を付しました。
なお、本文中の意見に関する部分は筆者の私見であることをあらかじめお断り
しておきます。

 

【ポイント】
◦  IIRCは2014 年 9月24日～ 26日に、国際統合報告フレームワーク公表後

初めてとなる IIRC 年次総会を開催した。今後、IIRCは「統合報告ビジネ
スネットワーク」を通じて、フレームワークのさらなる普及を目指す。

◦  年次総会では主に、「統合報告への取組みが企業内の行動様式をどのよう
に変えたか」について議論された。社内のコミュニケーションの向上、相
互の信頼性の醸成、投資家や取締役への充実した情報提供など様々な面で
変化が認められることが確認された。

◦  IIRCは現在、様々な基準設定機関と協働しながら、今後の企業報告のある
べき方向性をまとめようとしている。さらに統合報告書の保証について、
新たなアプローチを模索している。

◦  IIRC「統合報告ビジネスネットワーク」以外にも、世界各国で統合報告の
ためのネットワークが広がりつつある。今後、多くの日本企業のビジネス
ネットワーク参加が期待される。

	 	 牧
ま き

　多
た え

恵
KPMGジャパン

統合報告アドバイザリーグループ
マネジャー

国際統合報告評議会
プロジェクトマネジャー
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経営トピック①

Ⅰ はじめに

国際統合報告評議会（International Integrated Reporting 
Council、以下「IIRC」という）1は最適な資本の分配と持続可能
な成長を通じた金融の安定化を目指し、そのために統合報告が
世界の多くの企業報告の規範となることをミッションとしてい
ます。IIRCはその役割を（1）フレームワークの普及、（2）他の
基準設定機関との調整、（3）投資家コミュニティーへのフォー
カスと捉え、現在も様々なプロジェクトを推進しています。そ
の中心的活動であったパイロットプログラムは2011年より始
まり、毎年、年次総会が開催されてきました。今年で4回目と
なるIIRC年次総会は、2014年9月24日から26日までスペイ
ンのマドリードで開催され、パイロットプログラム参加企業 
の約120名が22ヵ国より来場し、統合報告書の作成にかかわ
る財務、サステナビリティ、広報、IRなど幅広い部署からの
関与がありました。日本からは武田薬品工業株式会社、フロイ
ント産業株式会社、昭和電機株式会社などが参加しました。

IIRCは2013年12月に国際統合報告フレームワーク（以下
「フレームワーク」という）2を公表しました。パイロットプロ
グラムの目的は統合フレームワーク策定であったため、その公
表とともにパイロットとしての役割を果たし、第4回IIRC年次
総会をもって、パイロットプログラムは終了しました。過去3
年間におよぶプログラム期間に、統合報告を取り巻く世界情
勢は大きく様変わりしました。政府による新しい企業報告に向
けた環境づくりが進展し、統合報告の必要性に対する意識は
高まりつつあります。ステークホルダーから企業へ大きな期待
が寄せられるとともに、企業においても価値創造のコンセプト
やフレームワークの概念が浸透しつつあると言えるでしょう。

それでは、これから統合報告はどのように展開していくので
しょうか。IIRCはパイロットプログラムを「統合報告ビジネス
ネットワーク」と改め、2014年10月以降、装いを新たに継続
していくことを決定しました。「統合報告ビジネスネットワー
ク」の目的は、さらなるフレームワークの普及です。統合報告
書の優良事例を紹介しつつ、これから統合報告に取り組もう
とする企業の裾野を広げていこうとしています。さらに、こ
れらの活動を通じて社内・社外の行動様式がどのように変化
していくか、統合的思考はどのように醸成され、ビジネスパ
フォーマンスの向上にどのように寄与するかなど、「報告書」
作成にとどまらない、価値創造プロセスの源泉にまで議論を
発展させようしています。したがって、今後ますます「統合報
告ビジネスネットワーク」を通じた、企業の実務事例の紹介が
重要になっていくことでしょう。

本稿では、この年次総会を振り返りながら、いかに統合報
告への取組みがパイロットプログラム参加企業の変化を促し
たのかについて報告します。その時にどのような成果や工夫
があったのか、また、これから乗り越えていかなければならな
い課題は何かなど、今後の統合報告書作成に生かしていただ
ければ幸いです。年次総会では本会議とワークショップによる
構成で複数のトピックが並行して話し合われました（図表1参
照）。限られた紙面上、本稿では本会議のハイライトおよび筆
者が参加したワークショップの一部のみのご報告となりますこ
とをご了承ください。

1.  国際統合報告評議会（IIRC）：http://www.theiirc.org/
2.  国際統合報告フレームワーク : http://www.theiirc.org/international-ir-framework/（同ページ右端のリンクに日本語訳あり）

図表1　第4回IIRC年次総会プログラム

1日目：2014年9月24日
◦		オープニング講演 -	Paul	Druckman
◦		メガトレンドへの回答としての統合報告	
（<IR>	as	a	response	to	megatrends）

―	ワークショップ※　1回目
◦		統合的ビジネス	
（The	integrated	business）	
-	Mervyn	King 他

2日目：2014年9月25日
◦		企業報告を取り巻く状況		
（The	Corporate	Reporting	landscape）

―	ワークショップ※　2回目
◦		信頼とは（Exploring	trust）
―	ワークショップ※　3 回目

3日目：2014年9月26日
◦		投資家の視点と優れた報告	
（Developing	good	reporting		
–	what	do	investors	expect?）

◦		統合報告の傾向	
（Emerging	trends	in	<IR>）

◦		これからの統合報告	
（Accelerating	<IR>	momentum）		
–	Paul	Druckman

◦は本会議のトピック、（　）内は原題
※		ワークショップ（参加者は以下から3つを選択可。	

筆者は（2）（3）（4）に参加。）
	 （1）	重要性へのアプローチ	
	 	 （Approaches	to	materiality）
	 （2）		情報と報告プロセスへの信頼	

（Building	trust	in	information	and	reporting	
processes）

	 （3）	結合性のある報告書	
	 	 （Creating	a	connected	output）
	 （4）		アウトカムの評価	

（Evaluating	impact,	outcomes	and	trade-offs）
	 （5）		Win-Winな成果をもたらすためのポジティブ影響力	

（Positive	influencing	to	create	‘win-win’	
outcomes）
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Ⅱ 本会議より－ 
「報告は企業行動を変える」

IIRC会長であるMervyn King氏は「統合報告は企業行動を
変革させる（Reporting changes corporate behaviors）」と述べ 
ました。このメッセージは、本会議の基本的な考え方を貫いて
います。

Mervyn King氏は、「統合報告書を読めばマネジメントの質 
がわかる」と指摘し、「統合報告書を作成することによって、
どのように企業行動が変革し、便益につながるか、企業経営
者および取締役は真剣に考えるべきである」と述べています。
Mervyn King氏によると、「統合報告（Integrated reporting）
は報告書を作成して終わりではなく、企業の持続的な事業展
開を通じて常に発展すべきプロセスである」と述べています。
統合的思考は動的なサイクルであり、したがって統合報告書

（Integrated report）から統合的思考（Integrated thinking）へ
発展するのは自然な流れであるからです。その裏付けとして、
パイロットプログラム参加企業であるThe Crown Estate社3と
Sasol Oil社4における具体的な事例の紹介がありました（図表2
参照）。これを読むと、統合報告への取組みが単なる報告書作
成ではなく、情報管理の充実や社内コミュニケーションの発展
にまで及んでいることがわかります。さらに、経営者や取締役

の意識が変化することによって、自社の価値創造プロセスや
ビジネスモデルへの新しい考え方が生まれたことも示唆され
ています。

本会議では、このように統合報告によってもたらされた変
化について様々な角度から議論が行われました。この章では、
本会議で議論されたトピック（図表1参照）の中から「信頼と
は」、「投資家の視点と優れた報告」、「企業報告基準を取り巻
く状況」の3つの観点から、統合報告のあり方をご紹介いたし
ます。

1. 信頼とは（Exploring trust）

このセッションはまず、「信頼（Exploring trust）」とは何
か？というテーブルディスカッションで始まりました。ある参
加者は「信頼とはリレーションシップの基礎である。それぞれ
の期待が合致し、双方向のコミュニケーションが可能な関係
である。築くのに時間がかかるが、崩れるときは一瞬である」
と定義しました。すべての企業活動は人と人の関係に基づい
ており、ビジネスにおいて信頼が不可欠なのは誰もが認めると
ころです。しかし、企業経営者は価値創造プロセスにおける
信頼の重要性をどの程度認識し、また、醸成しようとしている
でしょうか。

セッションの中で「革新的な企業とそうでない企業の違いは
コラボレーションにある」というデータが紹介され、「協業す
るかどうかは互いを信頼しているかどうかによる」との指摘が
なされました。つまり、企業にとって社内・社外で信頼を得る
ことは、革新的な技術やサービスを生み出し、競合他社との
大きな差別化要因になり得るのです。しかし、信頼を醸成し
維持するのはたやすいことではありません。様々なステークホ
ルダーとの関係で信頼性をどの程度得ているか測定すること
も困難です。また、企業文化は信頼性と大きくかかわっていま
すが、人と人の行動様式を変えることは非常に難しく、長年
培った企業文化を時代とともに変化させていくのは大変なこと
です。

統合報告ではこうした信頼性を「社会・関係資本」と呼んで
いますが、これをどう測定し報告するかは、悩ましい問題と
なっています。このセッションでは、「信頼」を図る尺度とし
て、①信頼するに足る組織としての力量があるか、②信頼に
至る背景があるか、③ともに分け合う価値があるか、の3つの
観点から分析する手法が紹介されました。KPMGグローバル
においても、心理学的理論に基づき相互のリレーションシップ
をスコアリングする新しい分析手法が開発されています。統
合報告への取組みが進むにつれ、このように見えざる資本を
測定し報告する手法の研究もますます盛んになるでしょう。そ

3.  The Crown Estate （Annual Report and Accounts 2013）http://ar2013.thecrownestate.co.uk/
4.  Sasol Oil （Annual integrated report 2013）http://www.sasol.com/investor-centre/publications/integrated-report-1

図表2　パイロットプログラム参加企業による統合報告の便益

パイロットプログラム参加企業（The Crown Estateおよ
びSasol Oil）による発表から抜粋
◦		資本間の相互連関がより明確になった。
◦		財務、ソーシャル、環境への影響を重視するようになった。
◦		統合報告のプロセスがビジネスプランに役立った。
◦		社内の機能が明確になった。
◦		ビジネスの判断が正しい情報に基づくようになった。
◦		損益計算書重視の考え方から逸脱するために各人のモチ

ベーションを考慮するようになった。
◦		1つの企業文化を認識し、アイデンティティを形成すること

ができた。
◦		1つのゴールに向かってチームをまとめる力が養われた。
◦		新しい組織構造、マネジメント構造、オペレーション手法

が開発された。
◦		資本が自社の投資方針を説明するために明確に位置付けら

れた。
◦		CEOの意思が執行役の認識の変革を起こした。
◦		取締役へもより多くの情報が提供されるようになった。
◦		統合的思考を自社の言葉に置き換えて説明できるように

なった。
◦		統合的思考が達成できると、会社に貢献しているという感

覚を各人が味わえるようになった。
◦		統合的思考へのプロセスで生じた摩擦により、合意を形成

するプロセスも重要であることがわかった。

http://ar2013.thecrownestate.co.uk/
http://www.sasol.com/investor-centre/publications/integrated-report-1
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して、経営者や取締役の「社会・関係資本」への意識が高ま
れば、「信頼」がどのように企業パフォーマンスに寄与してい
るか、非財務項目とビジネスの関連性が再認識されることで 
しょう。

統合報告への取組みは、透明性が高くバランスの取れた報
告を実践することでもあります。このような企業姿勢はやがて
社内・社外での信頼関係構築に結びつき、よい循環を生みだ
していくと考えられます。オープンで実直なコミュニケーショ
ンは、傷ついた信頼の回復にも欠かせません。ネガティブ情
報を含め、「どのように情報を管理し、ステークホルダーに説
明責任を果たす必要があるのか」を、平常時におけるコーポ
レートコミュニケーションのシステムとして、確立しておくこ
とが重要であると言えます。

さらに、統合報告に取り組むことによって、企業報告の目的
や手段が変わり、人と人のコミュニケーション方法が変化する
と、新たな接点が生まれます。このような接点は建設的な信
頼関係を構築する起点になり得るでしょう。これは、Mervyn 
King氏の指摘する「企業報告がもたらす企業行動の変化」の1
つと言えます。このように、統合報告にまつわる様々な取組み
が、結果的に企業の信頼性向上に大きく影響しているのです。

2.  投資家の視点と優れた報告（Developing good 
reporting – what do investors expect?）

このセッションの主な議題は、「統合報告は投資家の投資意
思決定に影響を及ぼしているのか」というものです。最近公
表された「Corporate performance: what do investors want to 
know?」（PwC）5 では、85人の投資家の視点から見た企業報
告に関するリサーチが報告されています。その中では、報告
の質と経営の質に相関が認められること、簡潔で明解な情報
は投資家に信任（Confidence）を与えるといった結果が出てい
ます。「結合性」のある統合報告書は健全な企業経営、つまり
効率的で効果的なマネジメントが実践されていることを示唆
すると分析されています。そして統合報告書が目指す「信頼性
とバランス」は、企業の透明性向上に寄与していると報告され
ています。このような統合報告の効果は資本コストの低下を
通じ、企業経営にプラスの影響を与えると期待されます。

投資家コミュニティーでは、統合報告の効果について実証
的な証左を求める声が高まっており、近年、アカデミックな研
究が進んでいます。このセッションでも、エラスムス・ロッテ
ルダム大学（オランダ）の教授によるベンチマーク分析による
企業報告のレベル分類、および経年の質的変化について研究
成果が発表されました。しかし、このような実証分析の手法
が確立されているとは言いがたく、前提や仮定、統計的手法

に課題が残ります。IIRCは今後さらに研究者との議論を進め、
より統計的に頑健性の高い実証例を模索する予定です。

このセッションではさらに、パネリストの投資家、アナリス
ト（バイサイド、セルサイド）からの様々な意見が出ました。
たとえば、「率直でオープンな企業姿勢を評価する（たとえば
目標が達成できたか、できなかったかという事実以上に、その
背景説明を真摯にするかで評価は変わる）」、「企業が想定す
る業績見通しは最良のシナリオだけでなく様々な情報が欲し
い（たとえば望ましくないシナリオを含め、様々な時間軸、違
う角度からの情報など）」といった意見が交わされました。ま
た、「もし投資判断に必要な情報（特に競争優位性に関するも
のなど）を企業が提供していない場合は、他のリソース（他社
が開示している情報、一般社会に認知されている情報など）に
あたることもあり、極端な場合はWeb検索サイトで検索をす
ることもある」などという発言もありました。こうした多角的
な企業分析は投資家やアナリストにとって時間のかかるもので
す。したがって、企業が簡潔でポイントを押さえた統合報告
書を発行すれば、投資家やアナリストは効率的に企業分析が
でき、適切な意思決定ができるようになるでしょう。

また、「非財務情報がどのように投資判断に利用されている
か」についても議論されました。パネリストのひとりであるア
ナリストによると、「企業分析の始まりは財務情報ではなくビ
ジネスモデルを理解すること」であり、「すべてのビジネス活
動は何らかの形で財務インパクトを持つという視点に基づい
て分析している」とのことでした。もし、企業が価値創造につ
いて、これまで語らなかったような情報を積極的に提供するよ
うになれば、投資家やアナリストはビジネスモデルをより深く
理解できるようになり、結果として質問の質が変わることにつ
ながるでしょう。これはMervyn King氏が統合的ビジネスの
セッションで発言した「取締役メンバーに十分な情報が提供さ
れれば、彼らが欲する情報の質が変わる」という意見と全く同
じ論旨で、興味深い点です。

3.  企業報告を取り巻く状況（The Corporate Reporting 
landscape）－コーポレート・レポーティング・ダイ
アログ（CRD）

コーポレート・レポーティング・ダイアログ（CRD）6は2014
年6月にIIRCが中心となって、IIRCカウンシルメンバーととも
に発足したダイアログです（参加メンバーは図表3参照）。こ
のダイアログの目的は、企業報告を取り巻く様々な基準（GRI 
G4、ISO26000、IASB、SASBなど）の調和を図り、より一貫
性があり、かつ比較可能性を担保するようにそれぞれの基準
の概念を整理し、互いの存在を認め合うことにあります。す

5.  PwC “Corporate performance: what do investors want to know?”
 http://www.pwc.com/gx/en/audit-services/corporate-reporting/publications/investor-view/investor-survey-edition.jhtml
6.  IIRC Corporate Reporting Dialogue （CRD）http://www.theiirc.org/crd/

http://www.pwc.com/gx/en/audit-services/corporate-reporting/publications/investor-view/investor-survey-edition.jhtml
http://www.theiirc.org/crd/
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でに数回の会合を開いており、次回の会合は2014年10月に
ニューヨークでの開催が予定されています。会合では、企業
報告に関連する基準についての現状を認識し、それぞれの専
門領域を確認したうえで、共通点や差異を洗い出し、今後の
取組みにつなげていくことを目指しています。

今回のセッションでは、IIRC CEOであるPaul Druckman氏、
Global Reporting Initiative（GRI）CEO のMichael Meehan氏と
International Accounting Standard Board（IASB）理事である
Gary Kabureck氏によるパネルディスカッションが実現しまし
た。財務と非財務分野を代表する基準設定機関のリーダーと
IIRCのCEOが一堂に会し、同じ課題について話し合っている
様子は、数年前であれば想像できなかったでしょう。パネル
ディスカッションでは、「財務情報」対「非財務情報」という対
立軸ではなく、根本的な考え方は両者とも一致しているという
観点から議論が進められました。

たとえば、GRIは「複数のレポートを望んでいるわけではな
い」と発言し、その意図するところとして、「企業は持続可能
な社会のためにコミットメントを発信する必要があるが、そ
のための報告プロセスと情報の信頼性が重要であるという認
識において、どの報告基準も同じと言える」と説明しました。
IASBからは投資家にとって重要なのは、「財務情報であるか
非財務情報であるかにかかわらず、投資意思決定に関連する
情報がアクセス可能かどうかという点」であるという指摘が出
ました。重要性も基本的には、「対象とするステークホルダー
の視点からみて、そのイシューが企業経営にどれほど関連性
があるかを測定するプロセス」（GRI）であり、「報告書の利用
者がその情報に依拠し、下した決定が誤っている可能性があ
るかどうか、という視点で考えると、そこに財務・非財務の違
いはないと言える」（IASB）との議論になりました。

今回のセッションには直接関係はありませんが、2013年に
COSOが「内部統制の統合的フレームワーク」を改訂し、それ
まで「財務報告」に限定していた目的の範囲を「報告」に広げた 
のも、社会的議論の中における必然と言えるのかもしれません。

Ⅲ ワークショップより－「結合性のある
報告書」および「保証」について

テーマ別のワークショップでは、パイロットプログラム参加
企業の実例を交えながら、より実務的な観点に基づいて報告
書作成に関する課題が議論されました。報告書作成プロセス

（システム、コントロール、手段など）はどうあるべきか、簡
潔でありながら投資家ニーズを満たした報告書を作成するに
はどうすればいいか、統合報告フレームワークを用いた場合
の重要性分析はどのように実施すればいいか、これらはすべ
ての統合報告書作成者にとって、共通の悩みだと考えられま
す。さらに、アウトカムの影響をどう評価すべきか、統合報告
がもたらす変化を社内に根付かせるためのテクニック、統合
報告書に「保証」は必要かなど、新しいトピックスについても
ワークショップが催されました。この章ではワークショップで
議論されたトピック（図表1では（1）-（5）までの番号で表示）
の中から、筆者が参加したセッションである「結合性のある統
合報告書」と「保証」の2つについてご紹介します。

1.  結合性のある統合報告書（Creating a connected 
output）

このセッションでは英国の石油会社であるTullow Oil社7の
2013年アニュアルレポートを事例に、どのように報告書が進
化していったかを学びました。Tullow Oil社は2007年から統
合（的な）報告書の作成を始めましたが、当初はビジネスモデ
ルについての記載はありませんでした。2008年になって初め
てビジネスモデルが記され、翌年にそのモデルに基づいて「ど
のように価値が創造されるか」という議論が深まり、2010年
に「統合的な経営判断」という考えが紹介されました。2011年
に現在に至るビジネスモデルの図が完成し、2012年には事業
のライフサイクルを意識した報告書になりました。年々、充実
した報告書作成過程には、社内での議論に加え、「読者からの
フィードバックを次の年の報告書作成に活かしていくシステ
ムが欠かせない」とのことでした。統合的思考や結合性には時
間がかかり、近道は存在しない、という指摘は示唆に富んでい 
ます。

Tullow Oil社のビジネスモデルは円状の図解で示されていま
す。2013年アニュアルレポートではこの図をナビゲーション
用のアイコンとして用いて、報告書の内容がビジネスモデルの
どの部分に該当するかが一目でわかるようになっています。ラ
イフサイクルを意識した事業プロセスの説明に基づき、ビジ
ネスモデルは価値創造手法と事業オペレーション手法の2つの
切り口でさらに要素に分けられ、Key Performance Indicator

（KPI）やリスクはこの要素ごとに特定されています。KPIは執

7.  Tullow Oil （2013 Annual report）http://www.tullowoil.com/index.asp?pageid=599

図表3　	コーポレート・レポーティング・ダイアログ（CRD）
参加メンバー

■	 	Climate	Disclosure	Standards	Board
■	 	Financial	Accounting	Standards	Board
■	 	Global	Reporting	Initiative
■	 	International	Accounting	Standards	Board
■	 	International	Integrated	Reporting	Council
■	 	International	Organization	for	Standardization
■	 	International	Public	Sector	Accounting	Standards	Board
■	 	Sustainability	Accounting	Standards	Board

http://www.tullowoil.com/index.asp?pageid=599
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行役の報酬と連動し、アニュアルレポートの後半ではそれぞ
れの要素について詳細の説明が展開する文書構成となってい
ます。「ビジネスモデルの発展は社内の人と人を繋ぐプロセス
に他ならず、Tullow Oil社ならではのストーリーを紡ぎ、語り、
正確に伝えるということが明確になった」とのコメントがあり
ました。つまり、統合報告をきっかけにより多くの人が自社の
ビジネスを熟慮し、自分たちの言葉で価値創造が語れるよう
になったと言えます。さらに統合報告を継続することで、「ビ
ジネスモデルが何度も見直しされ、Business as Usualのスナッ
プショットだけでなく、将来も見据えた動的なモデルを構築で
きるようになった」との発言もありました。

このセッションの参加者からは、「結合性のない企業が過去
を振り返って統合報告書を作成してもそれは『作られた接点』
でしかありえない。したがって、統合報告作成チームは将来
志向なメンバーを募り、新たな接点を求めていくべきだ」とい
う意見も出ました。

本会議の「信頼とは（Exploring trust）」でも議論されました
が、よりよい統合報告への取組みとは、社内・社外で相互の
信頼感を生み出し、さらにそれが仕事のモチベーションを高
め、事業目標に向かって自ら貢献しているという当事者性を実
感できる仕組みづくりなのかもしれません。

2.  情報と報告プロセスへの信頼（Building trust in 
information and reporting processes）

IIRCは2014年7月に統合報告書の「保証」について2冊の
ディスカッション・ペーパーを発行しました（“Assurance on  
<IR>: An introduction to the discussion”と”“Assurance on 
<IR>: An exploration of issues”）8。このセッションはその
ディスカッション・ペーパー策定の中心的人物であるMichael 
Nugent （IIRC Technical Director） の司会でThe International 
Auditing and Assurance Standards Board （IAASB）などをパ
ネリストに議論が進められました。IIRCがこのディスカッショ
ン・ペーパーを発行した目的は、「保証」について話し合う
きっかけをつくるためであり、IIRCは「保証基準」を策定する
意図は全くありません。したがって、「保証」の議論における
主役はIIRCではなく、監査法人やIAASB、The International 
Federation of Accountants（IFAC）などの会計監査の専門家
ということになります。同時に、統合報告書のように新しい
形の企業報告の保証にあたっては、これまでの伝統的手法が
通用するのかという課題が存在します。よって、統合報告書
の「保証」の議論は報告書作成者や利用者、その他の多くのス
テークホルダーの意見が反映されなければなりません。IIRC
ではこのディスカッション・ペーパーに基づいて幅広く意見を
公募しています（2014年12月1日締切）。それを受けて世界各
地で「保証」についてのラウンド・テーブルが催されるなど、

議論が活発化しています。その後、集約された意見をもとに
IAASBのような保証基準設定機関が何らかのアクションを取
ると予定されています。

統合報告書の「保証」をめぐる議論の中で重要なのは、投資
家が求める投資適格（Investment grade）は何かという点です。
果たして「保証」が投資家に十分な信任（Confidence）を与える
のかどうかを考えなければなりません。このセッションにおい
ては、IAASBから伝統的な保証の考え方が紹介され、報告書
作成の責任や報告基準（統合報告書でいえば統合報告フレー
ムワーク）、外部保証人の責任、保証報告書の利用者が定義さ
れました。しかしながら、統合報告書の概念は、これまでの
財務諸表とは大きく異なるものです。サステナビリティ情報
にとどまらず、ビジネス戦略、非財務パフォーマンス、コーポ
レートガバナンス、価値創造にまつわる様々な資本、定性的
な記述、さらには将来情報などを包括的に評価することが求
められます。したがって、伝統的な外部保証人にその力量が
あるかという点もポイントとなります。

ディスカッション・ペーパーでも紹介されているとおり、こ
のセッションでも、様々な「保証」の可能性が話し合われまし
た。外部保証の対象を、統合報告書すべてではなく、報告書
の一部や統合報告書作成プロセスにのみ限定することなども
議論されました。また、外部保証に代わるものとして、内部監
査の利用や統合報告書のスコアリングを利用するなど代替案
についても意見が出ました。テーブルディスカッションでは、
投資家は本当に保証を求めているか、といった点に関心が集
まりました。参加者からは、一部の年金基金、バイサイド・ア
ナリストは多少統合報告書に関心があるものの、セルサイド・
アナリストの関心は薄く、関心があるとはいってもまだ統合報
告への理解は低く、誤解もみられるなどといった意見が交わさ
れ、投資家育成の必要性が認められました。

また、信頼性については、「統合報告に都合のよい情報しか
盛り込まないリスク」が挙げられ、包括的なストーリーを語る
には必然的にネガティブ情報も盛り込まなければならないこと
を十分認識したうえで、フレームワークの「信頼性と完全性」
の指導原則を尊重すべきだという意見も出ました。さらに、フ
レームワークの「簡潔性」に鑑み、報告に値する情報のみを報
告書に盛り込むためには、情報の棚卸や情報プロセスの精査
が欠かせないことも指摘されました。内部監査、監査委員会、
外部監査人の役割について再定義する必要があるのではとい
う意見もあり、その際に、内部監査の独立性はどうなるのか、
規制当局はどのように反応するかなど、議論は多岐にわたりま
した。最終的に多くの参加者は、統合報告は未だ進化し続け
ているのだから、保証もそれに沿って進化していくべきだとい
う点で合意しました。統合報告書という新しいタイプの報告
書について、どのように信頼性を付与できるかを、報告書作
成者と外部保証人がともに真剣に考えるべき時にきているの

8.  IIRC Assurance on <IR> http://www.theiirc.org/resources-2/assurance/

http://www.theiirc.org/resources-2/assurance/
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でしょう。

Ⅳ IIRC「統合報告ビジネスネットワーク」
のこれから

統合報告フレームワーク策定のためのパイロット段階は過 
ぎ去りました。3日目のセッション「これからの統合報告（Acce- 
lerating <IR> momentum）」において、Paul Druckman氏は、

「統合報告はより実践の場へと移り、統合報告書がメインスト
リームになるかどうかの重要な分岐点に差し掛かる」と述べま
した。そのような中で、IIRCは「統合報告ビジネスネットワー
ク」を通じて、統合報告が企業にもたらすプラスの影響が「統
合的思考」へと昇華し、企業パフォーマンスの向上につながる
ことをサポートしていきたいと考えています。
「統合報告をきっかけに・・・社内の行動様式や思考回路

が変化した」という気づきが成功への鍵でしょう。ある参加
者は「統合報告は『トロイの木馬』のようだ」と表現し、「最
初は報告書作成が目的であったが、やがてその影響が組織全
体に及ぼしたプラスの効果は図りしれない」と言っていまし
た。統合報告への取組みがもたらした効果については、IIRC
とBlack Sunが共著した”Realizing the benefits: The impact of 
Integrated Reporting”9にも詳しく、パイロットプログラム参
加企業の調査、インタビュー結果が紹介されています。
「統合報告ビジネスネットワーク」は2014年10月から始まり、

いつからでも参加することができます。IIRCは「統合報告ビ
ジネスネットワーク」というプラットフォームを世界中の企業
や投資家に提供します。ただし、ネットワークの主体はIIRC
ではなく、参加を表明した企業自身であるとお考えください。
自社の事例を紹介し、悩みなどを共有、世界中で統合報告を
行っている同志と学び合い、課題を克服していくことが主た
る目的です。「統合報告ビジネスネットワーク」はIIRCが公認
しているグローバル・ネットワークですが、その他にも各国で
様々なネットワークが広がりつつあります。インドでは2014
年8月にビジネスネットワークが発足し、ロシアでは2009年か
ら統合報告の研究を進めるクラブが存在しています。ブラジ
ルでは統合報告への関心は非常に高く、国内でのネットワーク
に多くの企業が参加しています。豪州では年金基金を中心と
した統合報告ネットワーク（Pension fund integrated reporting 
network）10が2014年5月から活動を開始し、世界中のアセッ
ト・オーナーに参加を呼び掛けています。

また、パブリック・セクターにおいても統合報告への関心

は高く、Public Sector Pioneer network11というネットワー
クが存在します。世界銀行は2014年10月の年次総会のイベ
ントの1つとして統合報告を取り上げる予定で、さらに2014
年11月には総合報告に関するパブリック・セクターのための
会議を開催する予定です。2014年11月に開催されるG20（豪
州にて開催）では、海外インフラ投資が政策課題の1つとし
て挙がっていますが、KPMGが中心的役割を担って取りまと
めた政策提言には、長期的インフラ投資促進の施策として統
合報告が言及され、さらにIIRCについて明言されます（B20 
Infrastructure & Investment Taskforce report）12。

Paul Druckman氏は、統合報告が企業から企業へと伝播し、
やがて世界中に広がっていくことを期待しています。この勢
いが消えないように、我々は「勇敢に（Braveness）」「大胆に

（Boldness）」そして「ともに（Togetherness）」統合報告を進め
ていきましょう、というPaul Druckman氏の言葉で第4回IIRC
年次総会は幕を閉じました。

Ⅴ おわりに

IIRCやフレームワークの知名度は日本では高いものの、「統
合報告ビジネスネットワーク」への参画は今のところ一部の企
業にとどまります。日本では現在、パイロットプログラム参加
企業を中心とした実務者による意見交換が実施されています。
また、経済産業省の企業報告ラボから派生して2014年から投
資家フォーラム（作業部会）13が発足、伊藤レポートに提唱さ
れた『経営者・投資家フォーラム』の設立が検討14されるなど、
今後の日本の投資家と企業の望ましい関係構築に向けた議論
が深まりを見せています。そのようなネットワークやフォーラ
ムにおいて、中長期的な情報開示や統合的な報告のあり方は
重要なトピックの1つであると言えます。

今後、多くの日本企業にとって「統合報告ビジネスネット
ワーク」を始めとした様々なネットワークに参加し、知見を共
有するのは有意義なことでしょう。さらに、日本企業は企業報
告の新たな潮流を生み出すリーダーとして、率先して世界の
模範となることが期待されています。ぜひ、いろいろな機会を
捉えて、日本企業の統合報告書の優良事例や統合的思考の深
化を、世界に向けて発信していただきたいと思っています。

なお、IIRC「統合報告ビジネスネットワーク」に関するお問
い合わせはIIRC日本事務局（牧　多恵）、もしくはKPMGジャ
パン統合報告アドバイザリーグループまでお願いいたします。

9.  IIRC and Black Sun “Realizing the benefits: The impact of Integrated Reporting”
 http://www.theiirc.org/wp-content/uploads/2014/09/IIRC.Black_.Sun_.Research.IR_.Impact.Single.pages.18.9.14.pdf
10.  Pension fund integrated reporting network http://www.theiirc.org/companies-and-investors/pension-fund-network/
11.  Public sector pioneer network http://www.cipfa.org/policy-and-guidance/articles/integrated-reporting-public-sector-pioneer-network
12.  The B20 Infrastructure & Investment Taskforce report http://www.b20australia.info/priorities-1/infrastructure-and-investmen
13.  経済産業省　投資家フォーラム作業部会　http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/kigyoukaikei/if_sagyobukai.html
14.  経済産業省　『経営者・投資家フォーラム』の提唱　http://www.meti.go.jp/press/2014/08/20140806002/20140806002.html

http://www.theiirc.org/wp-content/uploads/2014/09/IIRC.Black_.Sun_.Research.IR_.Impact.Single.pages.18.9.14.pdf
http://www.theiirc.org/companies-and-investors/pension-fund-network/
http://www.cipfa.org/policy-and-guidance/articles/integrated-reporting-public-sector-pioneer-network
http://www.b20australia.info/priorities-1/infrastructure-and-investment
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【バックナンバー】
未来を拓くコーポレートコミュニケーション
「第 1回　統合報告とはなにか」	
（AZ	Insight　Vol.53/Sep	2012）
「第 2回　統合報告Q＆ A」	
（AZ	Insight　Vol.54/Nov	2012）
「第 3回　南アフリカ（ヨハネスブルグ証券取引所）にお
ける事例にみる統合報告の成功要因と課題」	
（AZ	Insight　Vol.56/Mar	2013）
「第 4回　統合報告における開示要素について」	
（AZ	Insight　Vol.57/May	2013）
「第 5回　IIRC　CEO　ポール・ドラックマン氏に聞く」	
（KPMG	Insight　Vol.1/July	2013）
「第 6回　統合報告の実践に向けて」	
（KPMG	Insight　Vol.2/Sep	2013）
「第 7回　青山学院大学大学院教授　北川哲雄先生に聞く
今、資本市場に求められる「長期的視点」と統合報告の可
能性」	
（KPMG	Insight　Vol.3/Nov	2013）
「第 8回　国際統合報告フレームワークの解説」	
（KPMG	Insight　Vol.5/Mar	2014）
「第 9回　企業の成長戦略を支えるコミュニケーション　
市場、投資家、そしてコーポレートガバナンス」	
（KPMG	Insight　Vol.6/May	2014）
「第 10回　企業と投資家との対話の重要性から考える「統
合報告」」	
（KPMG	Insight　Vol.8/Sep	2014）

KPMGジャパン
統合報告アドバイザリーグループ

統合報告に代表される戦略的企業開示に対する要請の高ま
り対応していくために、KPMGジャパンは、統合報告ア
ドバイザリーグループを設け、グループ全体で戦略的開示
の実現に向けて取組みを支援するための体制を構築してい
ます。KPMGが長年にわたり企業の情報開示のあり方に
ついて続けてきた研究や実務経験を活かしながら、統合報
告の実践に関する支援をはじめ、企業情報の開示プロセス
の再構築支援などのアドバイザリーサービスを提供してい	
ます。

www.kpmg.com/jp/integrated-reporting/

本稿に関するご質問等は、以下までご連絡くださいますよ
うお願いいたします。

KPMGジャパン　	
統合報告アドバイザリーグループ　マネジャー　
国際統合報告評議会　プロジェクトマネジャー　
牧　多恵
tae.maki@theiirc.org

KPMGジャパン
統合報告アドバイザリーグループ
TEL: 03-3548-5106（代表番号）
integrated-reporting@jp.kpmg.com

mailto:tae.maki@theiirc.org
mailto:integrated-reporting@jp.kpmg.com
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海外子会社管理と地域統括機能強化
KPMG コンサルティング株式会社

ディレクター 足立　桂輔
KPMG 中国　上海事務所

マネジャー 加藤　弘毅

日本企業にとっての海外子会社管理に係る悩みは今に始まったわけではありま
せんが、特に、地域統括会社をいかに使うか、といったテーマは一定の海外進
出を果たした企業の多くが直面する典型的課題と言えます。一方で、その役割
や責任を明確にし、実効的な形で機能させることは困難であり、その改善に向
けて企業自身の取組みの粘り強さと覚悟が求められます。
本稿では、中国での実例をもとに、シェアードサービス等の統括会社の活かし
方と、本社を含めた海外子会社管理の強化に向けた考え方を紹介します。
なお、本文中における意見に関する部分は、筆者の私見であることをあらかじ
めお断りいたします。

 

【ポイント】
◦  海外子会社管理の“切り札”として海外の統括会社に対する期待値は、多くの

企業にとって非常に高い。一方で、それらを有効に活用することは困難である。
◦  特に中国のような一定の進出を果たした国における統括会社の活用方法とし

て、地域の子会社向けのシェアードサービスセンターの設立を試みるケースが
相次いでいる。ただし、そうであってもグループとしての海外子会社管理に係る
基本的な方針や枠組みが不可欠である。

◦  海外子会社管理と統括会社の機能強化の実現には、リスク管理の視点を活用
し、グループ管理の全体像を描きながら粘り強い取組みを続けていく企業の
覚悟が求められる。

Ⅰ 海外子会社管理を巡る悩み

海外展開著しい自社グループ会社をまとめ上げ、コントロー
ルを図っていくことはますます困難を極めています。それは以
下のような管理上の課題となって現れます。

1. 複雑化するリスクへの対応不足

海外子会社管理と地域統括会社が注目を集める背景の1つと
して、企業が海外で直面するリスクがますます複雑化してい
ることがあります。その要因には、たとえば次の事項が考えら
れます。

■	 	進出国の多様化（先進国から新興国、新興国市場の成熟化）
■	 	サプライチェーン／バリューチェーンの複雑化
■	 	進出形態の多様化（独資、合弁、技術移転等）
■	 	新たなるリスク（国際税務、海外安全、域外適用法令等）の登場

海外事業の拡大に伴うリスクは、従来の日本企業が取り組
んできたリスク管理の手法や体制のもとでは対応することが困
難です。特に海外コンプライアンスのリスクのように、国境を
跨って発生をするようなリスクについては、現地のみならず本
社と一体となった取組みが不可欠です。ただ、こうした状況
に対して多くの企業の本社機能や統括会社の機能は十分では
ありません。特にM&Aによるものや、現地企業等と合弁会社
を設立する場合には、現地のリスク対応状況のブラックボック
ス化が進む傾向が顕著です。
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2. 海外における経営現地化の遅れ

海外子会社管理においては、リスク管理といういわば本社
に対する求心力強化の動きの一方で、現地化という遠心力を
効かせる必要性も高まっています。たとえば、海外進出後10
年以上を経てもなお、「リスクを考えると現地人には未だ安心
して経営を任せることはできない」といった声が多くの海外の
日系現地子会社において根強く聞かれます。この現地化の遅
れの結果、日本人経営幹部が次々とローテーションすることに
よる現地人材のモチベーションの低下と高コスト化、営業面に
おける出遅れ、現地政府等とのチャネル不足、日本本社の意
思決定への過度な依存と経営判断の遅延等につながります。

3.  海外子会社管理の弱さが積極的投資の足かせに

こうした状況は、日本企業の投資アプローチにも影響を及
ぼすことがあります。リスクが見えない、または現地化ができ
ないがゆえに、現地において積極的にリスクを取った投資が
できず、「市場の成長に合わせて徐々に投資を行う」といった
形になりがちです。たとえば中国のような新興国においては、
2桁近い成長率を維持してきた時期は、こうした市場まかせ
の有機的モデルは一見して成功のように捉えられがちですが、
低成長ステージにおいては管理の弱さが大きな足かせになり
ます。また未成熟市場においても積極的に参入し市場創造に
加わり、先行者利得を一気に採りにいくような戦略も、管理の
弱さを抱えている状況では採用しにくくなります。特に新興国
事業を中心とした海外事業においては、子会社の管理は「設立
後暫く経ってからする」ものではなく、その事業戦略と方針に
初期段階から組み込むべき車輪の両輪のような存在です。

Ⅱ 海外地域統括会社への期待と現実

昨今、多くの企業では地域統括会社に係る検討が進んでい
ます。特に事業進出が一定程度まで進んでいる地域、たとえ
ば北米、中国、ASEAN等において地域統括会社を設置し地域
への本社機能の移転を図っています。その狙いには、意思決
定の迅速化、地域に根差した事業機会の発掘、地域における
事業リスクの低減等が挙げられます。

しかし、せっかく作った統括会社の多くも、形骸化の危機
に晒されていると言えます。実際に中国では、筆者がセミナー
を通じて行ったアンケートの中で、日本本社の海外事業担当
者のうち現行の統括会社の機能は「十分」と回答したのは僅か
11％に過ぎず、残りは不十分または不明、と回答しています。

また、既に認識されている既存の統括会社自身の「悩み」の
上位3つは、「位置付けが曖昧である」「権限移譲が不十分」

「人材の不足」でした。

こうした形骸化の兆候（サイン）はたとえば以下のような形
で現れます。

＜実効性の欠如＞

■	 	統括会社から本社への定期的な報告事項が不明／無い。
■	 	現地子会社の予算案や決算報告が統括会社に提出されない。
■	 	本社から統括会社に対する現地子会社に係る問い合わせに対

して即答がなされず、「別途確認する」という回答が多い。

＜リソースの欠如＞

■	 	統括会社の機能や人員規模について中期的な計画が無い／曖
昧である。

■	 	（本社から見て）統括会社において現地人担当者の顔が見えな
い。一部の日本人駐在員だけが本社に対する窓口になっている。

■	 	「統括会社の役割や方針は統括会社自身が考えるべき」と本社
から指示されている。

■	 	統括会社の担当者が統括会社自身のコスト配賦や収益性の検
討に常に追われている。

＜関係者の共通認識の不足＞

■	 	グループ子会社から「統括会社に支払うサービス費の負担を何
とかしてほしい」という声が頻繁にあがる。

■	 	統括会社の設立目的や方針について、首をひねる社内関係者
が多い。

■	 	海外子会社に係るプロジェクトのたびに、統括会社の関与方法
を巡って議論や調整が必要となる。

■	 	統括会社設立の企画はほとんど本社のみで議論が行われ、現
地子会社の実状調査は行われていない。

Ⅲ 海外子会社管理と統括会社機能強化を
阻むもの

統括会社の機能強化を阻み、形骸化を進めてしまう主な原
因には以下のようなものが考えられます。

1. 事業部の壁

グループの事業が複数にまたがる場合、管理部門が事業に
“口出しを行う”という印象自体を避けたがる傾向が多くの日
本企業にはあります。特に統括会社の場合、（その役割は何で
あれ）「統括」という言葉自体がグループ内／社内的な摩擦を
生むためにその名称を使いたがらない企業もあります。

事業としての予算、経営報告内容、投資計画、人事、契約
内容の検討、資金計画、業務の順法性といった、管理部門が
本来目を配るべきテーマについて、特に海外事業については、
現地において統括会社等が十分に関与できない、という現実
があります。
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2. 統括会社の実質的なオーナー不在

通常、統括会社の本社における所管は経営企画や海外企画
といった部門です。しかし、統括会社の役割の再定義や、機
能の強化といった議論を行う場合には、管理部門および事業
部門を巻き込んだ議論と合意形成が必要となるため、推進力
を維持することが難しいケースが多くあります。また、本社か
らみた現地に対する“気兼ね”や“遠慮”といった力が働くた
め、現地からのニーズ無くして本社が改善に向けて動くことも
また難しくなります。しかし、現地子会社の経営陣は一般的に
事業部門出身者であり、かつ目前の課題解決に忙殺されてい
るため中長期的な管理体制の整備を見据えた活動を負うこと
は難しいと考えられます。結果的に検討がデッドロックに陥る
か、目の前にある「手をつけやすい」課題のつぶし込みのみに
終始することになります。

こうした背景もあり、最近では「統括会社＝シェアードサー
ビス」という観点での議論が非常に盛んになっています。言い
かえれば、役割や責任がはっきりしていなかった統括会社の

“打開策”としてシェアードサービスに期待する向きが高まっ
ていると言えます。

次は、中国のケースに基づいて詳しく見ていきたいと思い 
ます。

Ⅳ シェアードサービスセンターへの取組み
～中国の事例

1. 中国におけるシェアードサービスセンターへのニーズ

昨今、中国においてシェアードサービスの検討・導入を検
討する日系企業が増えています。我々が現地で話をお伺いす
る中でも、中国統括会社の設立から数年が経ち、改めて中国
統括の役割・機能を再検討される企業が多いように思われま
す。これには中国事業が急成長期から安定成長期に移行しつ
つあり、統括会社としての役割も今までの中国事業の成長支
援に加え、事業の最適化・効率化に対する積極的関与も求め
られてきていることが背景にあると考えられます。

このシェアードサービスの狙いとしては、間接費用、特に
年々増加する人件費の抑制に加え、次のような中国事業特有
の課題を解決したいということがあります。

■	 	昨今の労働者・消費者保護の高まり、独禁法での摘発等、不
正やコンプライアンスのリスクが多様化する中で、各拠点に管
理を任せるのは不安がある。また各社間で対応レベルが異なっ
ている。

■	 	欧米拠点に比べて会社数が多くかつ1拠点あたりが小規模であ
り、各会社で専門知識を持った財務・人事等の担当者を採用・
育成しにくい。

■	 	離職率が高い上に業務がブラックボックス化していることが多
く、キーとなる人材の急な離職時に業務が停滞する恐れがある。

2. 中国におけるシェアードサービスセンターの機能

シェアードサービスとは、一般的には複数の組織で共通に
実施されている業務を集約して実施することにより効率をあ
げるという経営手法であり、提供される機能には財務、人事、
ITの図表1のような機能が挙げられます。また、これら以外で
はコールセンターやデータ入力・管理等もシェアード化して実
施することがあります。

さらに、法務や税務等のより専門性が要求されるような業務
についても、集約して実施することで知識の蓄積と専門化を
図るという動きがあります。これはCoE（Center of Expertise）
と呼ばれます。中国においては、法務や税務の要員を各地域
で確保することが難しいため、前述のシェアード化とあわせて
CoEの検討を実施することも多くなります。

3. 中国におけるシェアードサービスセンターの事例

シェアードサービスの導入にあたっては、KPMGにおいて
グローバル共通の方法論を持っていますが、基本的にきっか
けや狙い、アプローチは各企業により様々です。自社における
海外拠点ガバナンスの考え方やシステム統合の度合、人員の
スキル等をふまえて、どのように進めるかを検討する必要があ
ります。ここでは中国における日系企業の事例をいくつか紹介
します。

ケース1　統合したシステムインフラをさらに活用
A社では、数年前から本社の方針により、会計システムをグ

ローバルで共通化してきました。中国においてもその共通化
が一段落したところで、このシステムインフラを活用し、さら
なるプロセスの標準化・効率化、情報の集約化を進めるため

図表1　シェアードサービスで提供される機能（例）

財務 人事 IT

・経費精算、支払
・買掛金、売掛金管理
・固定資産管理
・会計記帳、決算処理

・給与計算
・社会保険計算、申告
・個人所得税計算、申告
・人事データ管理

・ヘルプデスク
・ITセキュリティ
・IT資産管理
・ITインフラ管理



46

© 2014 KPMG Consulting Co., Ltd., a company established under the Japan Company Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG Insight  Vol. 9 / Nov. 2014

経営トピック②

にシェアードサービスの導入を進めています。まず子会社数
の多い上海エリアからスタートし、徐々に他地域への拡大を
検討しています。

ケース2　	新会社の設立に伴いバックオフィス機能を	
サポート

B社では、ある事業部門での中国新会社の設立に伴い、必要
となる財務・経理機能（経費精算や支払、記帳、決算書作成
等）を統括会社から提供することで、シェアードサービスを始
めました。これにより新会社単独で財務・経理関連の人員を
採用・教育することなく、円滑に新会社での業務をスタートさ
せることができました。現在は財務・経理の一部機能のみを
提供していますが、新会社でのビジネスの拡大に伴い、売掛
金管理や人事、IT機能の提供を検討しています。

ケース3　現地化・キャリアパスの多様化の一環
C社では、ある現地法人で財務部門の駐在員の帰任に伴い、

ローカル社員を財務部長として据えました。これを機に統括
会社からのガバナンス強化と現地法人での業務負荷の軽減（本
業である財務計画や予実分析、報告に集中）を目的として、支
払をはじめとする一部経理処理を統括会社で実施するように
役割分担を変更しました。今まで現地化という掛け声はあっ
たものの、特に間接部門ではなかなかうまく進んでいませんで
したが、これを契機として現地社員の育成やモチベーション
アップにこの仕組みを活用することを検討しています。

中国の日系企業ではシェアードサービスの動きがここ数年
始まったところですが、欧米企業においては、海外進出当初
から定型的な業務はシェアードサービスとして実施するという
考え方がはっきりしており、進出以来既に10年以上シェアー
ドサービスセンターを運営している企業が多くあります。さら
に昨今では、中国をアジア太平洋地域の一部と考え、中国以
外を含めた海外子会社管理のツールとしてシェアードサービ
スを活用しています。たとえば欧米系D社では、中国・大連、
フィリピン・マニラ、シンガポールにシェアードサービスセン
ターを設置し、日本を含むアジア・太平洋地域16 ヵ国の財務・
人事・IT業務をこのいずれかで実施する体制への変更を進め
ています。

Ⅴ 海外子会社管理と統括会社の 
活用に向けて

前述のように、シェアードサービスのきっかけは各社各様で
す。ただ、紹介した事例で共通しているのは自社の中国事業
における現状の課題を分析し、シェアードサービスの狙いを
明確にしていることです。

その意味でも「シェアードサービスありき」ではなく、そも

そもグループとして、海外子会社管理の枠組みを確立するこ
とが重要です。これをもとに、本社・統括会社の役割を明確
化し、現実的なシェアードサービスの計画を策定する必要が
あります。

そのための大事な考え方として、リスクとプロセスの目線
でグループによる海外子会社管理の「型」を作り込むことがあ
げられます。経理や税務、法務、人事等に係る個々の業務プ
ロセスに対して、それぞれにグループレベルの方針や標準の
決定、展開、そして課題解決を進めていくものです。その中
では、不正やコンプライアンス、人事労務問題や安全管理等、
企業が海外でグループとして直面するはずのリスクについて、
本社と統括会社がどこまで認知するのか、どこまで統制する
のか、どこまでモニタリングするのかを、それぞれ具体的に定
めます。つまり、事業責任の枠組みとは一定の距離を置いた
プロセスオーナーの存在が求められることになります。

逆に「我が社の海外事業は地域軸なのか？事業軸なのか？」
といった、いわば伝統的な事業管理の枠組み論の延長では、
統括会社機能の検討には不十分です。

Ⅵ おわりに

日本企業による海外子会社管理および統括会社の機能強化
に際しては、本稿で紹介したように、シェアードサービスの
ような具体的かつ有効な施策を指向しながらも、グループ全
体のガバナンスのあるべき姿を追い求めることになります。
その過程では自社グループ内外の関係者と緩やかに設計・共
有・見直しを行い、全体最適を粘り強く目指す過程が重要で
あり、会社にはそのための十分な覚悟が問われることになるで 
しょう。

本稿に関するご質問等は、以下の者までご連絡くださいま
すようお願いいたします。

KPMGコンサルティング株式会社　
ディレクター　足立	桂輔
TEL: 03-3548-5305
keisuke.adachi@jp.kpmg.com
※		2014 年 7月 1日、KPMGビジネスアドバイザリー株

式会社は、KPMGコンサルティング株式会社と統合し、
社名を変更いたしました。

KPMG中国　上海事務所
マネジャー　加藤	弘毅
TEL: +86-21-2212-3034
hiroki.kato@kpmg.com
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クロスボーダーM&Aを成功に導くPMIイニシアティブ
株式会社KPMG FAS　トランザクションサービス部門　PMI グループ

マネージングディレクター　伊藤　久博

PMI（Post Merger Integration）は、M&A取引を巡る多くのフェーズの中で、当
該M&Aを成功に導くために最も重要な最後のフェーズとして認識されてきまし
た。しかし、PMIが対象とする領域は多岐にわたるうえ、制度化された定型の
ルールや手順書がある訳でもなく、PMIの全体像は、ノウハウあるいはハウツー
として、まとめることが困難な分野でもあります。したがって、実際に PMI の
問題点に直面した段階で解決を求めようとしても、指南書もなくますます迷宮
入りしてしまうリスクを孕んだ分野でもあります。
本稿では、買収にかかわらず、グループ内再編も含め、広く「統合」という視
点から、「PMI」というM&A取引の最後のフェーズについて解説します。
なお、本文中の意見に関する部分は筆者の経験を踏まえた私見であることをあ
らかじめお断りします。

 

【ポイント】
◦  統合後に企業価値が棄損しないよう、短期間で統合を進める必要がある。

したがって、PMIは時間との勝負である。
◦  TSA（Transition Service Agreement）は、本格的な統合までの一時的な措

置であり、統合が長期化した場合に企業価値を維持するためのツールとし
て考慮できるものではない。反対に、統合当事企業によるコントロールが
効かない分だけ、企業価値は棄損する可能性すらあると考えるべきである。

◦  プレディールの段階では、統合相手のデューデリジェンスを行う時間的余
裕や、統合相手へのアクセスは制約があることが多く、統合前に検討する
統合プランは、こうした制約の中で検討される。したがって、事前に自己
分析を徹底して行い、グローバルで効果的に機能するビジネスモデルを先
行して計画しておく必要がある。

◦  昨今、諸外国では「Industry 4.0」、「Marketing 3.0」といったITを活用し
たビジネスの高度化・効率化の流れがある。PMIという視点からも、こう
した流れを受けて、世界中の様々な市場ニーズに対し、きめ細やか、多様
な製品の製造やサービスの提供を、きめ細かく、かつ効率的に可能とする
ITの活用を検討すべきである。

Ⅰ PMIとは何か

1. PMIの意義および目的

現在の第二次安倍政権となるまで長期間にわたり円高が続
いた影響もあり、日本企業による海外企業の買収が増加しま
した。現在は当時と比較すると円安基調にありますが、依然

として日本企業による海外企業の買収が多く、M&A案件の多
くをこうしたクロスボーダー M&Aが占めています。

その背景には、国内人口の減少、消費の落ち込みがあり、
多くの業種が国内市場の縮小均衡リスクに直面していること
が要因の1つとして挙げられます。もちろん、国内市場が縮小
傾向にあるとはいえ、当該市場を度外視する訳にはいきませ
んので、国内の限られた市場のパイを確保し、当該市場にお
ける優位な地位を確保することを目的とした日本企業による日
本企業のM&Aも増えています。先日、日本の対外純資産が世

	 	 伊
い と う
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界1位であり、その額は300億ドルを超えているという発表が
ありましたが、この要因には、日本企業によるクロスボーダー
M&A案件が増加したことも挙げられるでしょう。

企業がターゲットとする市場が海外に移ると、またそこで海
外企業との競争が生じます。各国の市場で確固たる地位を有
する企業が、クロスボーダーでさらに大きな市場における優位
的地位の確保を目指して競争が生じる状態です。

90年代までは、海外における日本企業は、日本市場におけ
る事業展開で稼得した資金をもって海外に投資し、日本国内
からの追加的な支援とあわせて事業展開している企業が数多
く存在していました。国内市場における生産能力の余剰を解
消するために、海外市場用に仕様変更したうえで日本の製品
を輸出して販売する、というのも1つの海外進出の手法であり、
当時の魅力でもありました。しかし現在は、製品自体の差別
化が困難になっており、こうした海外展開では価格競争に巻
き込まれることなどを要因として売上が減少し、これに伴って
利益が縮小することにより、企業価値の下落を招きやすい状
況にあります。したがって、この対外純資産が緩やかな上昇
基調を示していることは、日本企業による海外展開の形態が
90年代以降変化していることを表しているとも言えるかもし
れません（図表1参照）。

2. M&Aの成功とPMI

過去のKPMGのアンケート結果より、M&Aを実行した企業
のうち、自社が行ったM&Aが成功したと認識しているのは約
30%に過ぎないことが示されています（図表2参照）。何をもっ
て「M&Aが成功した・失敗した」とするのかについては、明
確な定義がある訳ではありません。しかしながら、大多数の
M&Aは、当初、買手企業が想定した目的を達成するまでには
至っていないものと捉えることができます。

M&Aは、複数の企業の異なる企業文化を融合するという側
面があり、そこにM&Aを成功裏に導く難しさの1つの要因が
ある訳ですが、殊にクロスボーダー M&Aの場合には、そもそ
も対象企業が異文化圏に立地していることから、短期間でス
ピーディーに海外市場における最適なビジネスモデルを構築
することは、さらに困難を伴います。①マーケット・得意先・
顧客、②人材・ビジネスインフラ、③商品・ノウハウ・ライセ
ンス・商権・特許、④ビジネスモデル、といったシナジー効果
を追求するために重要な経営資源を取得した企業も、その後
の自社との統合に何年も要するという例があります。買収前の
段階で、こうしたPMIのスピードを勘案せずにシナジー効果
を見込んでいた場合、結果として相手企業を高値買いしたと
いうことにつながりかねません。現実的には、M&Aの検討段
階では、相手企業に対するアクセスには一定の制限があるの
が通常です。相手企業の状況を確認してから、何を統合する
か、またそれにどれだけの時間を要するかを検討しようとして
も、情報が充分に収集できないことがあります。これでは、統
合に要する時間を適切に反映したシナジー効果の見積もりが
できるとは限りません。

したがって、何を統合し、また何を統合しないか、という自

図表2　	M&A後の企業価値の変化とシナジー効果の	
達成度合い

M&A後の
企業価値※の変化

M&A後の
シナジー効果の達成度合い

※ 同一業種の平均株価の増減に対して、M&Aを実施した調査対象会社の
株価の増減を 2 年間調査

出典：KPMG 調査結果 2006/2009 年　
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社の基本方針（統合基本方針）を事前にある程度定めた上で、
PMIに要する時間軸を想定することが重要です。また、取得
後においては、PMIに要する十分なリソースを投入し、取得
前に描いた最適なビジネスモデルの構築を可能な限り短期間
で達成することがM&Aを成功に導くための最大のミッション
と言えるでしょう。

3. PMIに対する誤解

PMIでは、DAY1、DAY100（もしくはDAY2）と称して統合
までにすべき工程をプランニングします。海外での所有権の
移転、許認可の取得、新会社の規程、人事制度の設計等、そ
の他法律上必要な書類や規則の策定など、手続的に必要な事
項が多数あります。

こうした手続きは時に膨大な事務作業を伴うため、関連す
る書類の作成自体は不可欠なPMIの一部であると言えます。
ディールがクローズし、複数の企業あるいは事業が100日で
統合されることをもってPMIと定義する文献も多数ありま
す。実務的には、注文から出荷業務、経理業務、電話や通信
回線といった企業にとってのインフラ部分を、取得後の一定
期間内は売手側企業にサポートを依頼する「TSA契約」（売手
側企業による一時的なサービス提供契約：Transition Service 
Agreement）を締結することもあります。

しかし、こうした手続き面の作業は、統合後の会社にとって
は、インフラが整ったに過ぎず、こうした手続きの完了をもっ
てPMIが完了した、とは言えません。そうした買収後の短期
間の一部分をPMIとして狭義に理解されることは、PMIに対
する誤解であり、M&Aの失敗につながりかねません。これら
は、PMIの入り口にしかすぎず、相手企業とビジネスを統合
し、理想のビジネスモデルをスピーディーに構築する、という
M&Aの成功に向けたPMIの大きなミッションが完了したこと
を意味する訳ではありません。

Ⅱ クロスボーダーM&Aに向けた 
PMIイニシアティブ

1. 自己分析はPMIイニシアティブ

ビジネスの「統合」は、「融合」であって、単なる「結合」で
はありません。ビジネスを「統合」するために、PMIでまず必
要なことは、自社のビジネスを客観的に自己分析することであ
り、これこそがPMIにとって最も重要なイニシアティブです。

ゼネラルエレクトリック社において、マスターブラックベル
ト（シックスシグマの最上級指導者に与えられる資格）を有し
ていたあるリーダーは、買収を進める際のツールとして、シッ
クスシグマが有効であると主張しています。ファシリテーショ
ンの研修と、シックスシグマ理論の研修等を重視する同社で

は、多くの買収により継続的な成長を実現しています。前項ま
での記載のとおり、買収には様々なリスクを伴いますので、そ
れを数多く重ねれば重ねるほど、リスクの程度も当然ながら高
まります。そこで、同社では、そうしたリスクに対処すべく、
PMIを念頭においた上でシックスシグマというツールを自社の
分析ツールとして開発し、買収が生じていない平時であって
も、買収を想定して常日頃から来るべき買収案件に備えてい
ます。こうした検討を踏まえて、前述した統合基本方針につ
いても、基本的なパターンが完成します。これを様々な案件に
適用することにより、統合作業を標準化し、PMIの遅延リス
クを軽減していくことが可能になります。

M&Aの世界では、どの書籍を見ても被買収企業あるいは事
業側の各種デューデリジェンスに視点が集中しています。被
買収企業あるいは事業を様々な視点からデューデリジェンス
することは十分に行われますが、買手である自社自身の現状
分析は、必ずしも十分ではないことが多いかもしれません。相
手側の現状を把握することは当然重要ですが、ビジネスを「融
合」するためには、自社とどのように「融合」させることでシ
ナジー効果を追求することができるかを検討することが重要
であり、自社の現状を正確に把握することが必要となります。
あえてこうした自社の分析をし、徹底したグローバルレベル
で（普遍的な）最適なビジネスモデルを構築する、これこそが
PMI成功の最初の鍵です。

2. ビジネスの自己分析をするためのチェックリスト

自己分析とは、具体的には、世界標準・グローバルスタン
ダードと自社を比較した際に、どのような点にどれだけの差異
が存在するか、ということを客観的に把握するステップです。

図表3は、ビジネスを統合する際のチェックリスト項目の一
部です。世界規模でビジネスモデルを統合させるには、諸外
国の経営陣と、これらの論点について、自社のモデルが標準
的な手法からどの程度乖離しているかを理路整然と英語で議
論し、コンセンサスを得るようなコミュニケーションが可能で
なければ統合は進みません。それができない場合には、結果
的として有無を言わさず日本流のビジネスモデルを異文化圏
に押しつけることになり、キーマンの流出を招く事態に発展し
かねません。

したがって、自己分析で理想とする、もしくはベストプラク
ティスのビジネスモデルとの差異を理解したうえで、統合後の
ビジネスモデルを展開する統合計画を理論的に描くことは、日
本企業とっては特に必要となるステップだと考えます。

3. PMIとシステム構築

PMIは「ビジネスモデルの統合」ですが、現実的にはシステ
ム構築の問題は避けて通ることができず、多くの経営者を悩ま
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せる問題と考えられます。筆者は、長年にわたり、日本と海外
でERPシステムの導入に携わってきましたが、クロスボーダー
で理想のビジネスモデルにITシステムを関連付けることは難
易度が高く、中でもITシステムを自社開発にこだわって成長
してきた企業にとっては特に困難を伴うのが一般的であり、ク
ロスボーダーのPMIで最も失敗に陥りやすい領域です。

企業のITシステムには、独自に長年カスタマイズされた会
社のDNA、すなわち、当該企業のビジネスモデルが色濃く反
映されています。したがって、日本企業が海外企業を取得し
た場合、そのITシステムをそのまま海外へ展開することがで
きず、当該国で使用されている有名パッケージ・システムな
ど、借り物の衣装で事業展開するしかないという事態が想定
されます。データの構造も独自の理論であり、国際的に通用
するパッケージ・システムに適した構造となっていない場合も
想定されます。また、膨大なデータを整理しなければならない
ことが多く、それだけでPMIの時間軸が大きく影響を受ける
こともあるでしょう。仮にデータ整理ができている場合であっ
ても、クロスボーダーで展開する理想のビジネスモデルを早
期に構築しなければ、買収が完了してから理想のビジネスモ
デルを描こうとしても十分な時間はないでしょう。買収後、ス
ムーズに統合モードに入ることができるよう、周到にシステム
上に計画手法や理論モデル、運用モデルを表現し、準備する
ことが重要です。

4.  PMIによる「ビジネスモデル統合」が不十分なクロス
ボーダーの事例

以下では、具体的な事例によって、自己分析すべきポイント
をご紹介します。

ケース１　需要対応（デマンドチェーン）と工場対応の違い
日本で生産したあるいは日本を含む各国から部品を調達し、

現地で組立てをした製品を海外市場で販売することを目的と
して、海外販社を買収することがあります。買収した海外販
社で、消費者のニーズに応じた販売計画を立てますが、国内
で製造部門とビジネスモデルが整合せず、需要管理デマンド
チェーンの課題が発生することがあります。

日本の既存工場では3 ヵ月先等の月締め予約生産等、柔軟性
に乏しい製造モデルを採用している場合には、海外市場で絶
えず変化する需要の変化に対応できないケースが散見されま
す。海外の市場において、売れ筋の色、売れ行き、売れ筋モ
デルの変化に対して、最低3 ヵ月間は消費者の嗜好に対応でき
ないことになり、その間に欠品や過剰在庫が生じるという初歩
的な問題が発生するリスクがあります。

同様に、日本における年間の工場生産を、日本モデル、欧
州モデル、北米モデルという形で生産時期を管理している場
合には、さらに悪いことに1年に1回しか販売計画が策定され
ず、海外販社が求めるビジネスモデルとかけ離れてしまうリス
クがあります。

そこで、一部の欧州の自動車やアパレルメーカーでは、海
外の消費者のトレンドに合わせて、生産する色、モデル数を2
－3日の内に柔軟に変化させることにより、海外現地での消費
に対応しています。海外販社買収後には、自社のビジネスモ
デルを見直し、受注から生産までのリードタイムの短縮、柔
軟な生産計画、部品の標準化、生産指示工区の細分化といっ
た工夫と、それに対応するシステムを構築していく必要があり 
ます。

図表3　主なビジネス統合チェックリスト項目

需要予測・需要計画
　PSI：生産販売計画
　MRP：最適資材調達計画
　調達スケジュール

経営企画

商品企画・開発

営業・受発注管理

調達・サプライチェーンマネジメント

ロジスティックス

需要管理

在庫管理

倉庫管理

製品・部品設計・製造設計

製造

原価管理

出典：KPMG による分析

BI・KPI管理
データ解析手法

販売価格設定
割引設定計算
MD： マーチャンダイジング
マーケティング
宣伝プロモーション
市場リサーチ

CRM
　大口VIP管理・顧客分析
受注
　見積り
　コールセンター
カスタマーサービスセンター
　修理・返品・クレーム

需要予測・需要計画
　POS・需要予測アルゴリズム・イベント管理・
　CPFR
　営業支援ツール

倉庫内在庫管理
入出庫管理・DPS

CAD 連携
BOM 部品構成
標準化

DRP：物流拠点別所要量計画
配送ルート管理計画・GPS・T&T
積載計画
出荷計画

在庫管理計画
在庫管理手法

MPS：製造計画
生産能力計画
生産スケジューリング
Kitting・Packing 計画

標準原価計算
個別原価計算
総合原価計算



51

© 2014 KPMG FAS Co.,Ltd., a company established under the Japan Company Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG Insight  Vol. 9 / Nov. 2014

経営トピック③

ケース2　複雑な複数ＤＣ管理、および域内最適配分
海外販売を強化するために、地理的に広い地域や周辺国に

顧客を抱える海外販売会社（ディストリビューター）をメーカー
が買収する事例があります。しかしながら、それまでメーカー
が依存してきた海外販社では、消費者のニーズに合わせてそ
の都度複数のサプライヤーから仕入れていたため、M&Aの時
点では、メーカーとしては、海外における複数のDC（物流倉
庫）管理等には対応していないことがあります。既存のビジネ
スモデルで対応できないため、このままでは分散した拠点へ
の在庫供給水準のアンバランスとロジスティックスコスト高と
いう課題が発生します。

海外の統括会社に受発注を一元化させて製造・出荷に対応
し、かつ需要管理や物流倉庫を海外の統括会社に集中管理さ
せる場合、製品が海外の統括拠点の倉庫に届いたあと、さら
にすべての販売拠点へ最適供給する手間と、再出荷のコスト
が発生します。そもそもの在庫の多寡問題に加えて、拠点間
の在庫水準がアンバランスになることによるサービスレベルの
低下、拠点コストの増加、物流費の増加を招くリスクがあり 
ます。

たとえば、北米拠点に製品が入ってきたとしても、北東、北
西、南西、南東、中部といった5つのエリアがあるため、各拠
点の消費に応じた供給ができないと、拠点間の在庫移動に中5
日を要することになり、費用も時間もかさんで利益縮小につな
がるリスクがあります。

そこで、こうしたリスクを対処するために拠点ごとに需要、
在庫、販売、出入荷を可視化し、需要、在庫、販売、仕入の
管理と、生産、配送を一気通貫で捉え、費用の最適化を図り
ながら、消費者満足度を向上させるというDRP（物流拠点別所
要量計画）と呼ばれるビジネスモデルを再構築することが考え
られます。

ケース3　カーブアウトによる新規業務・物流インフラ構築
カーブアウトの事例では、買収先と同様のビジネスモデルを

自社で短期的に再構築することができないケースがあります。
海外の世界的メーカーは、全世界に物流網を整備し、かつ世
界各地の拠点の在庫や集配送の管理もすべて本部で一括して
行い、自社物流を用いることで、在庫水準や物流網の最適化
を図っていることがあります。こうした企業の一部門を買収す
る場合には、全社で適用している在庫管理システムや物流シ
ステムは買収対象にならないことが一般的です。

こうした先進的な在庫管理システムや物流システムを自社で
構築していれば別ですが、そうでなければ、買収先の収益構
造が大きく変わってしまいます。買収後も既存の物流網を維
持しようとすれば負担が重くなり、収益を圧迫します。この点
を見落とすと、買収した後に想定していた収益を実現できなく
なる場合があります。

以上のように、クロスボーダー M&Aにより海外販売の強化

を目指す企業にとって、海外消費者のニーズに対応するスピー
ドやシステムを含め対応能力の弱さが、市場における存在感
の低下、ブランド力の低下、売上の減少となっているケースが
見られます。自社モデルを事前に分析しておくことにより、こ
うした弱点を克服するPMI戦略を立て、何をどのように最適
化して「ビジネスモデルを統合」するのかを検討しておく、そ
れが素早くシナジー効果を実現させる鍵になると考えます。

Ⅲ 進化していくPMI

筆者は、欧米を初め、海外進出企業の収益改善のために、
多くのサプライチェーンやデマンドチェーン、ロジスティック
ス等のビジネスモデルの再構築を支援してきましたが、クロス
ボーダー M&Aを成功に導くポイントは、業務を司る計画や手
法や理論に関する自己分析を行い、徹底的に最適化すること
です。

しかしながら、事前に行う自己分析に基づいて描くビジネス
モデルは仮説にすぎません。買収後はこの仮説通りにオペレー
ションを行い、期待されたシナジー効果を実現できているか否
かを検証することが必要です。こうした仮説設定と検証のプ
ロセスがPMIイニシアティブであるということができます。こ
のプロセスを繰り返すことにより、ビジネスモデルはますます
洗練され、企業におけるM&Aの習熟度が向上していきます。

現在、ドイツで提唱されている工場の遠隔操業・操作などを

図表4　業務の高度化・効率化に係る取組みの変化

INDUSTRY 4.0

出典：Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE4.0

第 1 次：
機械化
水力と蒸気機関
を用いた製造機
械の導入よる産
業革命

第 2 次：
電力活用
労働力を基礎と
した電力基幹を
用いた大量生産
の導入による産
業革命

第 3 次：
自動化
エレクトロニク
スとITを活用し
た生産工程の自
動化による産業
革命

第 4 次：
スマート化
サイバーフィジ
カルシステムを
基礎とした産業
革命

複
雑
性

時間現在1970年初20世紀初18世紀末
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はじめとするITシステムを利用した業務の高度化・効率化に
係る取組みとして「Industry 4.0」があります。また、コトラー
らにより提唱されたマーケティング理論も、IT技術の発展を
受けて製品中心から消費者中心へ、さらに理想とする社会が
マーケティングを主導すると提唱してする「Marketing 3.0」 
へと進化しており、ITシステムとビジネスとがさらに進化し、
融合したモデル構築に向け、海外では国家単位でも進化を続
けています（図表4参照）。

こうしたグローバルスタンダードが日々刻々と進化している
中で、日本企業が世界のどの市場のニーズに対しても普遍的
に対応できるようにするには、総合的なIT力も求められます。
今後のPMIイニシアティブは、総合的なIT力を含む自社のビ
ジネスモデルを進化させ、M&Aを梃子にさらに付加価値を創
造していく役割を担うものになると思われます。

本稿に関するご質問等は、以下の者までご連絡くださいま
すようお願いいたします。

株式会社	KPMG	FAS　
	トランザクションサービス部門　
PMI グループ　マネージングディレクター
伊藤　久博　
TEL: 03-5218-8927
hisahiro.ito@jp.kpmg.com
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経営改革の再考
目に見えない企業価値のマイニング
有限責任 あずさ監査法人　アカウンティングアドバイザリーサービス

パートナー　濵田　克己

日本経済は、本年（2014年）9月に6年10ヵ月ぶりに日経平均株価が最高値と
なり、大幅な円安進行で企業業績の上振れが予想されています。一方、2007年
から2012 年にかけて多くの国内製造業メーカーおよびその関連企業は、円高局
面での生産拠点の海外移転を加速させた結果、GDP に占めるサービス業や情報
通信業の比率が伸びている状況であり、リーマンショック後の経済構造の変化
が従来のように円安歓迎一辺倒ともいかなくなってきていると言われています。
特に、現地生産・現地販売による究極の為替ヘッジ策を取っている海外売上高
比率が高い企業では海外売上高の円換算がキャッシュ・フローを押し上げる結
果となる一方、エネルギー価格の上昇や原材料のみならず、通信機器や電気
機器など完成品まで輸入・販売している企業においては、従来のサービス価格
では採算が取れず付加価値の伴う値上げの検討を強いられ始めており、経営者
にとっては従来と異なる新たな経営環境下での舵取りを求められていると言え 
ます。
本稿では、俗に言う「失われた20年」の中であがき続けた日本企業が再び自助
努力で継続的な変化と革新を推進し、顧客、従業員、取引先、すべての関係者
の価値と満足度の最大化を実現できるように、日本企業における従来の取組み
や課題について論じるとともに、今後日本企業が国内市場はもとよりグローバ
ル市場で打ち勝ち、シェアを伸ばすと同時に、さらに筋肉質な経営体質になる
ための改革の取組みについて解説していきます。
なお、本文中の意見に関する部分は、筆者の私見であることをあらかじめお断
りしておきます。

 

【ポイント】
◦  日本企業が取り組んできた改革は、単一組織で合理化を行う改善に始まり、

ベストプラクティスを活用したリエンジニアリング、事業再編等が挙げられ
るが、実際は従来の部署単位の、目に見える即物的な改革にとどまってい
た。

◦  従来の改革アプローチに加え、ビジネス・バリューチェーンとは何かを再考
し、それに対するナレッジと意識・行動を紐付けた、目に見えないものを
可視化し、共有化する改革の視点も取り組むことが重要である。

◦  グローバル化に向けた改革では、目に見えるものの改革すら道半ばである
ことから、将来を見据えつつ、リージョナルマネジメント、効率的なバリュー
チェーンの追求、グローバル人材の活用・育成を中心に青写真を描きつつ
改革に取り組むことが必要とされる。

	 	 濵
は ま だ

田　克
か つ み

己
有限責任	あずさ監査法人

アカウンティングアドバイザリーサービス
パートナー
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Ⅰ 日本企業における経営刷新・意識改革
の必要性

経営者の方々と改革をテーマとした議論をする際に、「真の
組織・オペレーション改革」とは、従来日本企業が取り組んで
きたリストラやコスト削減一辺倒ではなく、「いかに変革のス
ピードを上げ、プラスの価値を高めていくか」にある、とのご
意見を多くいただきます。

つまり、日本企業で必要な改革とは、現在の『リストラ／コ
スト削減⇒疲労感・閉塞感⇒優秀人材流出／モラル低下⇒顧
客・従業員満足度の低下⇒業績のさらなる悪化』という負のス
パイラルとなる改革ではなく、『価値追求⇒顧客満足度の向上
⇒社員の達成感・やる気の向上⇒サービス品質の向上⇒業績
のさらなる躍進』の正のスパイラルとなる改革だと言えます。

1. 日本企業が取り組んできた改革の変遷

「真の経営改革」において、日本企業が取り組んできた改革
の変遷と問題点を考察すると、日本企業が取り組んだこの20
年間の改革は、改革の範囲と規模の度合いにより成果は様々
であり、成功したと感じている企業は少ないと思われます。

欧米企業では1980年代の日本型改善手法をもとに改善を推
進する中、日本との格差対策としてダウンサイジングなどを取
り入れるも思うような効果が創出できず、新たな手法として登
場したBPR（Business Process Re-engineering）があらゆる組織
で実践されました。その手法においては、顧客満足度重視の
思考のみならず、すべての利害関係者の価値向上を意識しつ
つ、従業員の意識や行動までも改善するためのチェンジマネ
ジメント手法について、組織・オペレーション改革、ＩＴ導入
プロジェクトと併せて取り入れられました。

一方、日本企業では単一組織で合理化を行う改善に始まり、
ベストプラクティスを活用したリエンジニアリング、さらには
M&Aや事業再編などによるビジネストランスフォーメーショ
ンの推進等の取組みにチャレンジするものの、実際は従来の
買収単位や部署単位の改善の継続と、リストラ、コスト削減、
効率性追求のみが叫ばれ、仕事そのものの価値や新たな領域
への取組みなど、前向きな動きが相対的に希薄となっていた
と考えられます。

特に、2000年代になると、個人情報保護法、企業不祥事、
不正会計、情報漏洩、隠蔽事件などセキュリティー、コンプ
ライアンス強化を主とした、｢安全・安心・安定｣が改革のキー
ワードとして重要視され、それらに対して企業は相応のコスト
を投入した結果、価値最大化のための投資がおざなりになっ
たのが実情だと考えられます。

2. これまでの改革への取組みで置き去りにしてきた課題

では、なぜ様々な改革に取り組んできた多くの日本企業が当
初の目的達成や期待効果の享受ができず、負のスパイラルに
陥っていってしまったのでしょうか。

その主な問題点を「①ビジョン・戦略」、「②ビジネスオペ
レーション」、「③人・組織」、「④情報システム」の4つの観点
から考察します。

観点 問題点

①ビジョン・戦略
②ビジネスオペレーション

a)		ビジネスの多様化とともに、ビジョ
ン・戦略とそれを遂行する組織・
機能に歪みが生じてきた。

b)		戦略を実現するための「あるべき
姿」についての議論が希薄に終わっ
ていた。

c)		ビジネスやオペレーション自体の
価値や有効性を論じず、作業レベ
ルの手順・手続きなどの効率性や
規制対応に固執した。

③人・組織 d)		ビジョンのない戦略と情報システ
ムにのみプロジェクトフォーカスし
過ぎて、ビジネスやオペレーション
と人・組織のテーマが中途半端な
取扱いとなった。

e)		「企業は人なり」の掛け声とは裏腹
に、業務に直結した人の意識や行
動の変革に踏み込まなかった。

④情報システム f)	 	本来の改善目的が忘れ去られ、シ
ステムを導入することが知らず知ら
ずの目的となり、結果多大な投資
を強いられた。

g)		それぞれの取組みを個々に実施し
たために、シナジー効果が発揮さ
れず、真の改革が実現しなかった。

いずれも、改革を進める中での企業側の論理としては、目に
見える即物的な解決策を要求しがちとなったり、予算消化の1
つと考え、何かに取り組まなければならないという意思から、
同業他社の動きを睨みながら横並びの無難な取組みを実施し
てみたり、会社の根本的な問題にメスをいれることはマネジメ
ント層からも現場からも敬遠されるため、確実に結果が見えて
評価の期待ができるテーマを追求した結果だと考えられます。

つまり、企業の本音としては、「“大きな変革は次の世代に
先送りしたい”＝“変わりたくない”」という意識が強く働いて
しまい、変化の危機意識はあるもののどこにメスを入れれば
改善に向かうのか判らなかった、というのが実情だったという
ことです。
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Ⅱ 経営改革の本質を再考

今まで論じてきた日本企業の課題を念頭に置き、改めて「真
の経営改革」を進めていくうえでは、「目に見えるものを改革・
改善する」という発想から、「目に見えないものを可視化し、
共有化する」という発想に転換し、改革を推進することも忘れ
てはならない重要な要素だと言えます。
「目に見えるものを改革・改善する」という取組みをマネジ

メント領域から考察すると、たとえば、会社のビジョン・ミッ
ションを定義し、それに基づく事業戦略を策定しつつ新たな
組織の検討と戦略実行を行い、事前に構築された業績評価等
のKPIを活用しつつ、グループ経営管理という枠組みでモニタ
リング・統制していくことが該当します。

また、オペレーション領域から考察すると、たとえば、内部
統制等で求められるオペレーション手続きや規定、管理態勢
の構築や、IT化の拡張による自動化・効率化の促進、リスク
への備え、といったようなものが該当すると言えます。当該
領域は、企業において取組み内容や完成度に差はあるものの、
目に見えるものに対する改革・改善であることから、ほとんど
の企業が取り組んでいる改革であり、運営上も必要不可欠な
取組みと言えます。

一方、ここで取り上げた「目に見えないものを可視化し、共
有化する」という発想は、①企業が取り組む多様な改革の中に、
企業価値やオペレーション価値・有効性を実現するビジネス・
バリューチェーンとは何かを再考・定義すること、②その定義
された組織やオペレーション活動のバリューチェーンに対して
社員が保有している知識や知恵などのナレッジを定義・共有
する仕掛けづくりを構築すること、③さらには、そこに携わる
人の意識・行動の問題点を可視化し、改善策を施すルールづ
くりを定義すること、の3つの改革要素を組み込むことが重要
となります（図表1参照）。

また、これら3つの要素を個々に組み込むのではなく、一貫
性を持たせ統合し、シナジーを発揮できる仕組みを構築し取
り組むことで、スピードやバリューが向上し、確実な改革を実
現できると考えます。

以下、改革に加えるべき重要な3要素について解説します。

1. ビジネス・バリューチェーン価値の再考

ビジョン・戦略の明示化とそこから導出される組織・業務が
いかに価値ある活動となるか、組織・業務のあるべき姿をバ
リューチェーンに結びつけながら再構築していくことになりま
す。そこでは、既成の概念に捉われず、時にベストプラクティ
スも活用しつつ、目標達成に向けて、顧客視点に立った全体
最適化の考え方で抜本的な改革を進めることが重要となりま
す。推進にあたり、以下の4つの観点に注意します。

ブレークスルー指向
従来のQC的な発想による積上げ的改善
目標ではなく、ゼロベースで変革の目標を
設定し、抜本的な改革を目指す。

顧客バリュー指向

内在する組織・業務機能のうち「顧客に与
えるバリューを最大化するには、どの組織・
機能の貢献度が高いか」という観点で改
善を図る。

プロセス指向

顧客バリュー指向で対象となったプロセス
に対して、既存の組織や規定、または業
界ルールなどに捉われずに、業務の流れと
してプロセスそのものを一気通貫で編成し
直す。

IT情報の活用
整理されたプロセスを最先端の技術を活
用し、より効率的に業務遂行するための
基盤整備を行う。

2. 知識や知恵などのナレッジの強化

ナレッジは、組織・業務オペレーションの原動力となる情報
や人のスキル・英知などを効果的に活用し、特にプロセスの

図表1	改革に加えるべき重要な取組みテーマ

目に見えているもの、
緊急性の高いものから
順次取り組んできた

従来の改革に加えて
再考すべき事項

目に見えているもの

目に見えないもの

既に企業が取り組んでいる事項（例）
 －コーポレートガバナンス態勢
 －グループ経営管理
 －内部統制、リスク管理、法令対応
 －事業戦略に基づく各種取組み

未だ取組みに十分に踏み込んでいない事項
 －バリューチェーン価値の再考
 －知識や知恵などのナレッジの強化
 －人の意識・行動の変革
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アウトプット価値を高めるための仕組みづくりを行うことにな
ります。「三人寄れば文殊の知恵」と言われるように、個人の
有する業務スキルや知識などを共有することで、今まで気づ
かなかった改善ポイントの発見や自発的な改善の取組みが促
されることにも繋がります。また、共有された組織知を1人1
人が付加価値を意識して有効活用することで、知の連鎖が価
値連鎖を生み、その連鎖が無意識のうちに醸成されていくこ
とで、組織知確立の最大の強みになり得ます。そのためにも、
組織・業務から導出される欠かすことのできない貴重な知識
や知恵を定義・管理する枠組みも併せて定義することが重要
となります。

過去の取組みでは、多くの日本企業において情報システム
部のCIO（Chief Information Officer）が担当するなどプロセス
から遠い領域での管理者が担うこととなり、また、昨今の情
報セキュリティーの観点から情報共有の危険性の方が強調さ
れ、本来のKM（Knowledge Management）推進とは逆行する
形となりました。海外では、社内に専任役員であるCKO（Chief 
Knowledge Officer）を設置し、ナレッジに関する情報シェアや
管理の在り方に相応のコストを掛けており、多くの成功事例が
報告されています。日本企業においても組織・業務に紐付く
ナレッジシェアの重要性を再認識し、新たな構築の一要素と
して組み込むべきと考えます。

3. 人の意識・行動の改革

人の意識・行動の改革は、組織や業務機能が真のバリュー
チェーンとして再編され、バリューアップに欠かせないナレッ
ジが整理され、それを実行に移す「人」という最も重要かつ難
しい領域の仕組みづくりになります。人（意識改革）をテーマ
とした取組みには、人事制度・目標管理制度などが考えられ、
それ自体が重要なテーマではありつつも、それが機能するた
めには、まず人の意識・行動の具体的変革が鍵を握ると言わ
れています。そのためには、企業文化やマネジメントスタイル
など組織風土上の問題や、個々人の行動パターンや自己実現
欲など社員の意識・行動上の問題を、従来の仕事に直結しな
い形での育成・研修を見直し、ビジネスプロセスやナレッジに
関連付けて人の育成を図るようなプログラムの確立が重要と
なります。

企業の大小を問わず企業の強さを決めるのは何より、社員
の「意識」に左右されると多くの経営者が感じています。より
品質の良い製品やサービス提供する心構えや、最後まで課題
解決に粘り強く対処し、何事にもチャレンジする環境を与え
る、そのためには、社員の問題と目標をすべて「見える化」し
改善を促すことから始めることが重要と言えます。

Ⅲ 日本企業のグローバル化に向けた改革

さて、ここまでは日本企業が過去に取り組んできた改革に対
して何を考慮すべきだったか論じてきました。本稿のもう1つ
のテーマであるグローバル化に向けた改革については、企業
の海外進出状況に差はあるものの、未だ「目に見えるものを改
革・改善する」という領域において、改革の試行錯誤が行われ
ている状況と言えます。ここでは、グローバル化に向けた日本
企業が取るべき改革のポイントについて論じていきます。

1. 日本企業のグローバル化の現在ポジション

グローバル化という言葉がもてはやされ、既に何十年も経過
している中で、真のグローバル企業とはどのようなものでしょ
うか？

海外市場に経営の軸足を据え試行錯誤を繰り返してきた欧
米企業をもとに考察すると、初期段階においては、国際化進
展に向けて、本国で培った製品やサービスの優位性を新たな
市場に移転し、海外への直接輸出・販売形態を主軸に発展を
遂げました。その後、本国での賃金上昇や為替相場の変動、
市場ニーズの多様性から、現地への直接投資による研究開発
や生産体制を敷き、より現地に根差した経営形態へとシフトし
ていきました。現地での生産・供給体制が安定・成熟する段
階になると、各リージョンでは国際的な能力と責任を持ち始め
ることとなり、リージョン間で有効なネットワークを構築し、
ロケーションに依存しない、より効率的で迅速なビジネス展開
を目指すようになりました。つまり、彼らは世界市場を1つと
捉え、グローバルな統合とローカルへの適応のバランスを取り
ながら経営活動を展開する真のグローバル化へと変貌したの
です。

一方、日本企業では、企業規模や業界特性によりグローバ
ル化への対応に差異はあるものの、未だ「本社による海外事
業支援」や「現地管理体制の強化」といった取組み事例が多く、
海外市場を面として捉え、リージョン間での効率的な経営形
態にシフトするまでには至っていないと言えます。

2. グローバル化に向けた取り組むべきテーマ

グローバル化に向けた取組みでの鍵となるのは、業種・業
態による特性はあるものの「いかに現地主導の体制へ舵をきる
のか」ということです。そのために、日本企業が取り組むべき
テーマは大きく3つあります（図表2参照）。

1つ目は、「適正なリージョナルマネジメントの推進」です。
多くの日本企業が進出した海外市場において、独自に変化す
る事業環境に翻弄され、全社戦略が現状を追認しているのみ
であったり、海外市場を点で捉えてしまい全社どころかアジア



57

© 2014 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG Insight  Vol. 9 / Nov. 2014

経営トピック④

やヨーロッパといった地域戦略でさえ描けていない、といった
戦略上の問題を抱えています。これは、地域の子会社が日本
本社に依存し過剰な負荷が集中してしまう、あるいは地域へ
の権限委譲がなされておらず意思決定が迅速になされていな
い場合に起きやすい問題です。

この問題を解決するためには、地域ごとに現地主導の経営
体制を整えていく、すなわち「リージョナルマネジメント」を
推進することが有効です。つまり、地域拠点へのコアプロセ
ス移転、集約地域拠点への権限委譲とガバナンスの確立等、
本社と地域統括会社が果たすべき役割を再定義し、役割分担
を明確にすることで地域統括機能を強化し、本社の全社戦略、
地域統括の地域戦略をバランス良く立案し、戦略実現します。

2つ目は、「グローバル観点での業務効率性の追求」です。こ
れまで海外進出は、地域・国ごとに個別最適の視点で進めら
れてきました。これは進出のタイミングや市場の違いがあるこ
とを踏まえると当然のことと言えます。しかし、その結果、た
とえば、経理業務であれば、進出国ごとに業務ルールや手順、
使用する情報システムに違いが生じ、それぞれの地域や国で
経理業務を行う人員や部門を抱えるといった業務の非効率が
生じてしまいます。

これらを解決するためには、グローバルでの業務標準化や
システムの一体化を進めることが重要ですが、さらに有効な
手段として、グローバルとしてのシェアードサービスセンター

（SSC）の構築やアウトソーシング（BPO）を進めることも考え
られます。地域統括会社を設立したものの、バックオフィスの
コストが増大するといった筋肉質な経営とは程遠いことになっ

てしまっては、世界を相手にする競合他社には打ち勝てない
からです。

3つ目は、「グローバル人材の活用・育成」です。日本企業で
は現地社員を経営に参画させていないこと、また、現地に派
遣されている日本人社員も日本の文化・商習慣を引きずってし
まっていることが多く見受けられます。その結果、文化ギャッ
プがいつまでも解消できず、海外事業発展の障壁になってい
ます。

海外との同化や日本の押しつけではなく、日本と海外の文化
の融合による、企業文化のグローバル化が進まなければ、新
のグローバル企業にはなり得ません。海外拠点の戦略的役割
が高まるにつれ、現地人員の能力を引き出すための人事制度
を整備することが重要になります。

（1）	適正なリージョナルマネジメントの推進
1980年代よりいち早くグローバル化が進んでいる欧米の多

国籍企業では、マネジメントの管理態勢では集権ないし分権
による試行錯誤が繰り返されてきました。さらに、ビジネス機
能に関しても、縦軸にグローバル統合の重要性を、横軸にロー
カル適応の重要性を定義し、2次元による分析軸での整理を行
いました。

たとえば、オペレーションをグローバル規模で標準化する
ことにより規模の経済を追求するグローバル統合の度合いが
強く出るビジネス機能のマッピング（経理・人事・IT等の間
接部門の集約が該当）や、進出国政府の要請や規制、あるいは
ローカルマーケットのニーズなど現地特有の環境に対するロー

図表2	グローバル化に向けた日本企業の課題と取り組むべきテーマ

日本企業が取組むべきテーマ

日本企業の課題（想定）

マネジメントオペレーション 人材基本戦略

■ 日本から海外の経営状況が把握しきれていない
■ 各国主義で海外進出が進んだ結果、地域での

統一性が低い
 －業務のプロセス、品質・サービス、情報システム
■ 進まない現地化と地域会社の自立
 －現地への権限委譲　
 －本社と地域統括会社の役割分担不明確

■ 現地社員は現場レベル止まり
 －進まない現地人の経営参画
■ 日本従業員の国際化の遅れ
■ グローバルでの企業文化の共有不足

■ 市場変化に対応した実務スピードに追い付け
ず、全社戦略が後付けになっている

■ 点での海外市場開拓になって、面での戦略が
描けていない

■ 市場変化に対して海外子会社の位置付けの
変化に対応できていない

グローバル観点での業務効率性の追求 グローバル人材の活用・育成適正なリージョナルマネジメントの推進

（例）SSC・BPOの活用 （例）人的資源管理対応（例）地域統括機能の強化対応

■ 本社機能・バックオフィス機能の効率化
■ グレーバルレベルのシステム一体化
■ グローバルでのアウトソーシング

■ 日本人 / 現地人のグローバル化
■ グローバル人事評価の検討
■ Center of Excellence の活用

■ 地域拠点へのコアプロセス移転
■ 集約地域拠点への権限移譲とガバナンス
■ 本社役割の明確化と本社機能の強化
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カル適応の度合いが強く出るビジネス機能のマッピング（マー
ケティング、研究開発などが該当）が行われました。

いずれも、そのような整理軸の結果、地域ごとに散在した
状態の現地経営強化のために日本企業が取り組んでいる考え
方として、地域統括会社によるマネジメントが行われていま
す。地域統括会社の形態は大きく分けると、地域の間接部門
機能の役割を担うコーポレート型、地域のマーケッティング戦
略等も兼ねる営業統括型、地域の事業責任含めてすべての権
限を保有する全機能型の3つのタイプに分けられます。

地域統括会社の機能強化を進めるにあたり、まずは、地域
統括会社の設立目的、戦略的意義を問い直し、どのタイプの
地域統括会社とするかを決定する必要があります。この決定
は今後の経営方針や進出している市場、業界の特徴などを十
分に吟味して行います。目指すべき地域統括会社の形態を決
定後、図表3のように日本本社と地域統括会社の役割を具体的
に決定していきます。その際、決定した地域統括会社の設立
目的、戦略的意義の範囲内において、地域統括会社が機動的
な意思決定、事業運営を行えるかという観点を持ち、検討を
進めることが鍵となります。

（2）	グローバル観点での業務効率性の追求
グローバルレベルの業務効率性に関しては、グローバル拠

点の選定とSSC・BPO推進が主要論点となります。グローバ
ル SSCやBPOの推進は、既に国内で取り組まれていることが
多いSSC・BPOを地域レベルで横展開し、グローバルレベル
での取組みに広げていくというように捉えるとわかりやすく、
その改革効果も想像しやすいことと思います（図表4参照）。

しかし、そのわかりやすさが、グローバル SSC・BPOを進
めるうえで落とし穴になります。グローバル SSC・BPOをコ
スト削減のみの手段と捉えてしまうと、「何を移管できるのか」 

「いくらコストが削減できるのか」の議論のみが先行し、本来
検討されるべき間接部門の役割・機能の重要性が検討されず、
結果的に業務や組織改革が進まず途中で頓挫したり、より非
効率的な組織となってしまう場合があります。これを回避する
ためには、間接部門の将来像について、本社機能の検討に留
まらず、国内グループ会社への展開、さらに海外展開を見据
えた姿を描きつつ、集約・移管対象業務を明確にするととも
に、各組織に残すべき業務は何かということを中長期的な視
点で検討することが重要です。

さらに、具体的な集約・移管対象業務を選定する段階では、
対象業務・組織を選定するための、客観的な評価指標・基準
を決定することが重要です。客観的な評価指標が決められて
いない場合は、現場における集約対象業務の選定に、主観的、
恣意的なばらつきが生じ、結果的にコスト削減のためのSSC・
BPOと同じようにいびつな組織・業務となってしまいます。

（3）	グローバル人材の活用・育成
グローバル人材の活用・育成では、グローバル人事制度の

整備が主要論点となります。
人事制度の整備では、国籍によらないキャリアパスの設計と

人事評価基準を検討することが最も重要です。日本企業では、
現地人で優秀な人材を採用・育成し、優秀な人材は国籍に関
係なく地域統括会社の経営層に迎えるためのキャリアパス、さ
らには日本本社へ迎えるためのキャリアパスが整備されていな

図表3　本社・地域統括会社の役割の例

地域統括機能

発展段階 権限移管度 日本本社の役割 地域統括の役割地域統括の形態

地域統括会社
（全機能型）

地域統括会社
（営業統括型）

地域統括会社
（コーポレート
統括型）

持株会社

中核事業会社

高 高

低 低

● 海外未展開市場の戦略や事業ポートフォリオの
評価と検討

● 基礎研究および開発投資戦略、新製品開発戦
略の策定

● 域内の市場の将来需要予測に基づく販売・生産計
画策定と実行

● 生産機能および開発（製品化）機能の統制・管理

● 地域統括での営業展開を促進するための支援、
グローバルな営業戦略の策定

● 研究開発及び調達・生産計画の策定と実行

● 域内の各事業の販売戦略（価格設定、プロダクトミッ
クスなど）の決定やマーケティング活動の策定と実行

● 統括会社に集中するバリューチェーンの運営・維持
管理

● 日本本社の各事業部門から域内販売会社を直
接管理統制する

● コーポレート機能（人事、法務、財務、経理等）の一元
集約と域内子会社の支援・管理

● バックオフィスの一元集中化が進み、SSCの活用が
始まる

● 日本本社の各事業部門・機能部門から各子会
社の対応部門を直接統制管理しており、欧州持
株会社の統括機能は限定的である

● 資本関係に基づく子会社への投資管理が中心
● 管理・財務会計目的で、欧州連結を作成する場合も

ある

● 基本的に日本本社の各事業部門・機能部門か
ら各子会社の対応部門を直接統制管理してお
り、欧州域内の中核会社には、公式に統括権限
を付与していない

● 欧州域内の中核会社は、その他の域内兄弟会社を
非公式に支援・統括するにとどまる

● 兄弟会社への側面支援は、一部の間接機能に限定
される
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いことが多く、これを是正・整備する必要があります。また、
評価基準についても、教育や文化などバックグラウンドが異
なることを踏まえた客観的なものを作ることが必要です。

しかし、人事制度の検討を進めていくうえで、方法論や論
理ではないことが多くあります。たとえば、従来のまま日本の
会社として今後も日本人だけで会社を経営していくと考えるの
か、グローバル企業を目指し多国籍な人員構成で経営してい
くことを当たり前と考えるのか、といった意識が問題となって
いる場合です。この問題は、経営層はもちろんのこと全社員
が意識改革に取り組まなくては、どれだけグローバル企業に
ふさわしい制度を構築したとしても形だけのものとなってしま
います。

意識改革においては、様々な変革を進めるために用いられ
るチェンジマネジメントの手法が応用できます。すなわち、段
階を追った粘り強いコミュニケーションです。第一段階では経
営層から従業員へ、目的やビジョンおよび具体的な新たな人
事制度を伝達し、今後の方針や取組みを正しく伝えていきま
す。次に抵抗を取り除いていきます。そのために従業員から
懸念事項等を抽出し、それを丁寧に除去していきます。最後
に、具体的なメリットや運用方法を伝え、定着を図っていくこ
とになります。

このような段階を踏まえたコミュニケーションに要する期間
や、コミュニケーション方法は組織の規模や文化等により異な
るため、適宜、判断して進めることになります。

Ⅳ おわりに

冒頭で述べたとおり、日本経済は長く続いたデフレから脱却
しつつあると言われ、それに伴い従来のビジネスモデルが新
しい環境に対応できなくなる可能性を孕んでいると言えます。
また、昨今の企業や組織の不祥事や、人手不足による事業の
行き詰まり、あるいはネット社会がもたらす情報漏洩リスクな
ど、今までにない新たな経営課題は、少なくとも従来から置き
去りにしていた ｢目に見えないものを可視化し、共有化する｣
というテーマに帰着する可能性も高いと言えます。新たな経営
環境も含めて、見えない経営課題を、いかに抽出し、可視化
し、改善に取り組んでいくか、従来型の改革モデルの抜本的
な見直しが急がれていると言えます。

本稿に関するご質問等は、以下の者までご連絡くださいま
すようお願いいたします。

有限責任	あずさ監査法人
アカウンティングアドバイザリーサービス事業部
パートナー　濵田　克己
TEL: 03-3548-5555
katsumi.hamada@jp.kpmg.com

図表4	グローバルSSC・BPOの捉え方

【業務を出す議論】
コスト削減のために、「どの業務を移管
できるのか」の発想に終始してしまう
考え方

毎回どの業務を移管できるのか、その発想でしか業務を捉えず、結果的に歪な組織構造になる恐れあり

将来の間接部門の在るべき姿を定義することで、移管に迷いのない正規化された組織構造が構築できる

【残すべき業務を考える議論】
将来を見据えて、効率的な間接部門の
重要性・存在意義を定義した上で、組
織変革の一手段として活用する考え方

コスト削減のためのBPO手法 移管可能な業務
は何か？ 残された業務 さらに移管可能 

業務はないか？ 残された業務

間接部門の存在
意義・重要性

間接部門の
将来像定義

維持すべき機能・ 
役割の判断基準定義

効率的な組織機能
の定義

新たな組織・
機能

不安と意思決定の
繰り返し

BPO移管分
業務

BPO移管分
業務

BPO移管分

組織・業務変革のためのBPO手法
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中国組織再編税制アップデート
72号通達が日本企業の中国子会社再編に与える影響　
第２回  香港オフショア会社の傘下への再編および 

日本国内における再編
KPMG 中国　上海事務所　税務部門

ディレクター 米国弁護士 D
デイビット

avid  H
フ ァ ン

uang
シニアマネジャー 日本税理士 長谷川　朋美

中国国家税務総局は、2013年12月に、財税 [2009]59号「企業再編業務に係る
企業所得税処理に関する若干の問題に関する通達」（以下「59号通達」という）
を補足する国家税務総局公告 [2013]72号「非居住者企業による持分譲渡におけ
る特殊税務処理の適用に関する問題についての公告」（以下「72号通達」という）
を公布しました。72号通達において言及されている3つの再編パターンについ
て、9月号（KPMG Insight Vol.8/Sep 2014）の第 1回では、1つ目の再編パター
ンである中国投資性公司の傘下への再編について解説しました。
第 2 回となる本稿では、2つ目の再編パターンである香港オフショア会社の傘
下への再編および3つ目の再編パターンである日本国内における再編について
解説し、日本企業がこれらの再編を目指した目的や留意点等、「おさらい」とな
る内容から、この72号通達による変更点や今後予想される影響に至るまでを解
説します。
なお、文中意見に関する部分は、筆者の私見であることをお断りしておきます。

 

【ポイント】
◦  香港オフショア会社の傘下に中国現地法人を移動する最大のメリットは、

中国・香港間の経済貿易緊密化協定（CEPA）と日本の国外配当免税制度
をフル活用できることにあるが、中国投資性公司（CHC）の傘下への再編
と同様に、特殊税務処理の適用を得るためには、再編取引に合理的なビジ
ネスリーズンがあり、税負担の減少、免除あるいは繰延べを主な目的とし
ない要件が必要となる。

◦  香港オフショア会社の傘下への再編に関し、72 号通達による最も注目す
べき内容は、中国現地法人が持分譲渡前から保有する留保利益については、
たとえ香港オフショア会社の傘下へ移動した後に配当を実施したとして
も、CEPAに基づく 5% 優遇税率は享受できず、10% にて源泉課税を受け
る点である。

◦  日本国内で合併が生じた場合において、その被合併法人が中国現地法人を
保有していた場合等の取扱いについて、72号通達では、その合併に伴う
中国現地法人持分の移動は「譲渡」されたものとみるが、59号通達に規定
される要件を満たすことができれば特殊税務処理の適用がある旨が規定さ 
れた。
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Ⅰ 再編パターン② 
香港オフショア会社の傘下への再編

1．再編パターンの説明

再編パターン②は、「非居住者企業が保有する居住者企業持
分を100％保有する他の非居住者企業へ譲渡する再編」であり、
ここでは、日本本社が中国現地法人持分を持分現物出資の手
法を用いて香港オフショア会社傘下に移動する再編を用いて
解説します。この持分現物出資も再編パターン①と同様に香
港オフショア会社が日本本社から中国現地法人持分を譲り受
け、香港オフショア会社は、その対価として、日本本社に対し
て自らの持分を提供する取引となります。この香港オフショア
会社が譲り受ける持分の金額について、59号通達に規定され
る特殊税務処理の要件を充足できれば、簿価にて譲り受ける
ことができるため、日本本社は、この中国現地法人持分の譲
渡にあたって譲渡益課税を受けないこととなります（図表1参
照）。なお、特殊税務処理の要件については、「3．特殊税務処
理の要件と実務上の弊害」にて詳述します。

2．再編のメリットと事前に留意すべき事項

（1）	再編のメリット－日本の国外配当免税制度の活用
香港オフショア会社の傘下に中国現地法人を移動する最 

大のメリットは、中国・香港間の経済貿易緊密化協定（Closer 
Economic Partnership Arrangement、 以下「CEPA」という）と
日本の国外配当免税制度をフル活用できることにあります。つ
まり、中国企業所得税法上、中国から非居住者に対する配当
は10％の源泉課税が行われますが、香港オフショア会社への
配当について、CEPAが適用される場合は、5％の軽減税率が
適用されます。また、香港には、香港域外所得免税規定があ
るため、この配当に対して課税は行わず、さらに、香港オフ
ショア会社から日本本社へ配当を行う場合、香港は源泉課税
を行いません。よって、この配当に係る税務コストは、日本本
社での課税前までは5％のみとなります。一方、日本本社が中
国現地法人を直接保有する場合は、日本本社への配当につい
て、日本・中国租税条約にはこのような配当に対する源泉税
率軽減措置は設けられていないため、中国企業所得税法の規
定どおり、10％源泉税率が適用されます。よって、配当によっ
て資金回収を行う観点からは、前者の香港経由での投資が有
利となります。

日本では、以前は、配当に対して外国税額控除制度が適用
されていたことから、いくら日本国外での税務コストを軽減し
たとしても、最終的には日本の実効税率による課税が行われ、
外国納付税額の控除を受けられるに過ぎませんでした。しか
し、現在は、この配当に対して国外所得免税制度が導入され
たことから、国外からの一定の配当に対し、日本では軽微な
課税のみに止める代わりに、外国納付税額の控除も行わない
ように改正されため、国外での税務コストの軽減は、直接日本
本社のベネフィットとなることとなりました。これにより、こ
の改正以降は、中国現地法人への直接出資から、香港オフショ
ア会社を間に挟む間接出資形式の組織再編を検討する企業が
後を絶たない状況となったのです。

（2）	事前に留意すべき事項1

①	租税条約上の受益者の認定（国税函	[2009]601号）
香港オフショア会社を経由して中国現地法人を保有するこ

とが配当に対する税務コストの低減効果をもたらすことは、前
述のとおりです。

しかし、中国税務当局の観点からは、この香港オフショア会
社がどのような会社であっても5％軽減税率の恩恵を与えるわ
けにはいきません。そこで中国税務当局は、2009年にこの国
税函[2009]601号通達を公布し、香港オフショア会社が受益者
として認定されない場合は、中国企業所得税法上、この香港

1.  事前に留意すべき事項に記載する「租税条約上の受益者の認定」、および「外国投資者による居住者持分の間接譲渡」に関して、本稿では概要の
みを掲載するが、デイビット・ファン＝長谷川朋美「中国における税務リスクマネジメント【後編】」（AZ Insight Vol51/May　2012）にて詳解
しているため、参照されたい。

図表1　香港オフショア会社の傘下への再編

日本本社

100%

100%

100%

100%

日本本社

現地法人

香港法人

香港法人

現地法人

② 対価として香港法人持
分を日本本社へ提供

① 中国現法持分
の譲り受け
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オフショア会社の存在を無視し、あたかも中国現地法人は日
本本社へ配当を行ったものとみなして、10%源泉税率が適用
される旨を規定したのです（図表2参照）。つまり、この香港
オフショア会社を経由して中国現地法人を保有することに合
理的なビジネスリーズンが存在するか否か、その香港オフショ
ア会社に実体が備わっているのか等、総合的に判断したうえ
で優遇税率の適用の可否が決定されるのです。

②		外国投資者による居住者持分の間接譲渡	
（国税函	[2009]698号）
欧米企業が中国へ進出する場合、その大半が香港経由と言

われています。その理由としては、大きく分けて2つ考えられ
ます。

1つは、ビジネス上の理由です。直接保有する中国現地法人
を他者に譲渡する場合、自らが各種関連当局に名義変更等の
手続きを行う必要がありますが、香港オフショア会社を介して
中国現地法人を保有し、この香港オフショア会社ごと他者へ
譲渡する場合は、香港での名義変更等の手続きは必要である
ものの、より煩雑な中国国内での手続きが不要になるという観
点によるものです。

もう1つは、税務上の理由です。中国企業所得税法上、直接
保有する中国現地法人を他者に譲渡する場合は、その持分譲
渡益に対して10%の課税が行われますが、中国現地法人を保
有するオフショア会社ごと譲渡する場合は、たとえその傘下に
中国現地法人が存在するとしても、そのオフショア会社に係る

持分譲渡益に関して中国に課税権はないという観点によるも
のです。

しかし、オフショア会社は、通常、ペーパーカンパニー等で
あることが多く、その資産の大半は、中国現地法人の価値に
よって構成されているにもかかわらず、企業がこのオフショア
会社ごと転売し続ける限り、中国に課税権が一切生じないの
では、中国当局にとって不合理です。そこで中国税務当局は、
このような外国投資者が不当に中国企業を間接的に譲渡し続
けることにより、中国に課税権が生じないことを防止する目的
として、この間接譲渡が一定の要件に該当するときは、中国
現地法人へ出資するオフショア会社の存在を否認し、あたか
も中国現地法人の持分が譲渡されたものとして取り扱う旨を、
698号通達に規定したのです（図表3参照）。よって、日本本社
が香港オフショア会社ごと他者へ譲渡する場合において、698
号通達に規定される要件に該当するときは、日本本社はあた
かも中国現地法人を直接譲渡したものとして取り扱われるた
め、この中国現地法人に係る持分譲渡益について、中国にて
10%の課税を受けます。

図表2　国税函[2009]601号の概要

日本本社

【香港法人が受益者として認定されない場合】

【香港法人が受益者として認定される場合】

香港法人

現地法人

香港域外への配当は
源泉税なし
香港域外所得に対す
る課税なし

配当
5％軽減税率適用

100%

100%

日本本社

香港法人

現地法人

配当
10％源泉税

100%

100%

無視

図表3　国税函[2009]698号の概要

日本本社

【698号通達が適用される場合】

【従来の規定】
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香港法人を譲渡
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香港法人

現地法人
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3. 特殊税務処理の要件と実務上の弊害

（1）	特殊税務処理の要件
中国現地法人持分を香港オフショア会社へ現物出資する場

合において、特殊税務処理の適用を受けるためには、まず、
基本要件を充足する必要があります。基本要件は、以下のと
おりです。

【基本要件】
①	 	再編取引に合理的なビジネスリーズンがあり、かつ、税負担の

減少、免除あるいは繰延べを主な目的としないこと。
②	 	買収企業（すなわち、香港法人）が購入する持分が被買収企業	
（すなわち、中国現地法人）の全持分の75％以上であること。

③	 	組織再編後の連続する12ヵ月内に、再編資産に係る元の実質
的な経営活動が変化しないこと。

④	 	買収企業による持分支払額がその取引総額の 85％以上である
こと。

⑤	 	組織再編において、持分支払を取得する元の主要な出資者（す
なわち、日本本社）が、再編後の連続12ヵ月内に、取得した
持分を譲渡しないこと。

また、持分買収が中国国内外を跨ぐクロスボーダー取引に
該当する場合は、この基本要件に加えて、以下の追加要件も
すべて充足する必要があります。

【追加要件】
①	 	非居住者企業が保有する居住者企業の持分を、100％直接支

配する他の非居住者企業に譲渡すること。
②	 	将来年度においてその持分譲渡所得に係る源泉税の負担が変

化しないこと。
③	 	譲渡側の非居住者企業が、主管税務局に対し、保有する譲受

側非居住者企業の持分を3年間譲渡しないことを、書面をもっ
て承諾すること。

この再編パターンは、日本本社が保有する中国居住者企業
持分を100%保有する香港オフショア会社へ譲渡するため、①
の追加要件は充足できます。よって、残りの②および③を充
足できれば、この追加要件は充足できることになります2。

（2）	実務上の弊害
前述のとおり、組織再編において特殊税務処理の適用を得

るために最も重要なことは、基本要件の①である「再編取引に
合理的なビジネスリーズンがあり、かつ、税負担の減少、免
除あるいは繰延べを主な目的としないこと」という要件をクリ

アすることであり、この「合理的なビジネスリーズン」が説明
できない再編取引は、特殊税務処理の取扱いを却下されるこ
ととなります。しかし、中国現地法人を香港オフショア会社の
傘下に移動する最大のメリットは、配当に対する源泉税を5%
に軽減できることであることから、いかなるビジネスリーズ
ンを説明しようとも、税務当局には、この再編は「税負担の軽
減」が主な目的であるものと認識され、基本要件すら充足でき
ない状況が続いていたのです。

4. 72号通達による変更点と今後予想される影響

（1）	72号通達による変更点
再編パターン②に関し、72号通達にて規定される変更点は、

大きく分けて以下の5つです。

①	再編の主導側
再編パターン②における再編の主導側は、72号通達におい

ても、4号通達と同様に持分の譲渡側であり、持分の譲渡側が
譲渡される企業所在地の主管税務当局に届出を行います。よっ
て、持分の譲渡側である日本本社が中国現地法人を所轄する
税務当局に届出を行うことになりますが、日本本社は代理人に
委託して届出を行うこともできます。なお、委託する場合は、
代理人が主管税務当局に対して授権委託書を提出する必要が
あります。

②	認可制度から届出制度へ
再編パターン①と同様に認可取得を必要とする698号通達第

9号が廃止され、再編の主導側、すなわち日本本社が中国現地
法人の主管税務当局へ届出を行うことに変更されました。

③	確認期間の具体化
72号通達では、再編パターン①と同様に、税務当局による

確認作業に一定の期限が設けられました。まず、再編の主導
側である日本本社から規定の資料の届出を受けた中国現地法
人の主管税務当局は、規定の資料が揃っている場合は、その
場で受理する必要があります。その後、30日営業日以内に届
出事項を調査確認し、その処理意見を省レベルの主管税務当
局に報告する必要があります。

2.  中国における譲渡益課税は、日本本社が中国現地法人を譲渡した場合は、譲渡益に対して 10％であるが、香港オフショア会社が中国現地法人持
分を譲渡した場合は、1．譲渡持分がその中国現地法人持分の 25％未満であること（この解釈には諸説あり、25％未満しか保有しておらず、これ
を譲渡した場合に限られるといわれている）、2．不動産保有特定会社等に該当しないことの 2 要件を充足できれば CEPA によって免税、充足で
きなければ譲渡益に対して 10％である。よって、厳密には、香港オフショア会社が譲渡する場合は、日本本社が譲渡する場合と比較して源泉税
が変化するとみられ、追加要件を満たさないと指摘される可能性はあるが、特殊税務処理の適用を受けるためには、中国現地法人の持分を少なく
とも 75％は移動するわけであるから、25% 未満しか保有せず、それを譲渡する状況に該当することは極めて稀であるため、結果として、源泉税
が変化するとはみられないものと思われる。
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④	届出書類および届出期限
再編パターン①と同様です。

⑤		軽課税国に所在する非居住者企業に対して持分譲渡を行
う場合の留意点

以下の2つは、72号通達において新たに設けられた内容であ
り、とりわけ（ⅱ）は非常に重要な事項です。

（ⅰ）	中国での譲渡益課税が低減する場合
税務当局は、この持分譲渡を行うことにより、持分譲渡所

得に係る源泉税の負担が譲渡前と譲渡後で変化が生じること
が調査確認時において発覚した場合は、特殊税務処理を適用
してはなりません。つまり、日本本社が中国現地法人の持分
を譲渡した場合に中国で課される源泉税よりも、香港オフショ
ア会社が中国現地法人の持分を譲渡した場合に中国で課され
る源泉税が低い場合は、特殊税務処理が適用されないのです。
なお、先述のとおり、同様の内容が既にクロスボーダー取引に
係る追加要件に含まれているため、この規定は新しい内容で
はありません。 

（ⅱ）	配当に対する軽減税率適用への制限　
譲渡側の非居住者企業と譲受側の非居住者企業が同一の国

家もしくは地域に所在しない場合において、譲渡される企業
が持分譲渡前に得た留保利益を譲渡後に配当するときは、譲
受側の非居住者企業が所在する国家または地域と中国が締結
する租税条約に基づく配当に対する源泉優遇措置を享受しな
いこと 、つまり、中国現地法人が持分譲渡前に得た留保利益
を香港オフショア会社へ譲渡後に配当する場合であっても、
CEPAに基づく5％優遇税率を享受しないことを条件としてい
るのです。中国現地法人の主管税務当局が特殊税務処理の適
用を抵抗することの根源は、この留保利益に対する「税負担の
軽減」であったことから、この条件を設けることによって、最
大の問題の解消を意図しているものと思われます。

（2）	今後予想される影響
再編パターン②について、最も注目すべき内容は、中国現

地法人が持分譲渡前に得た留保利益を香港オフショア会社へ
譲渡後に配当する場合、CEPAに基づく5％優遇税率は享受で
きず、10％にて源泉課税を受ける点です。では、持分譲渡前
に得た留保利益を配当せず、欠損で食い潰した場合はどうな
るのでしょうか。たとえば、持分譲渡前からの留保利益が100
あったが持分譲渡後に100の欠損が発生し、その後50の利益
が生じたものとします。この時点の留保利益である50を配当
する場合、その配当原資が持分譲渡前に得た留保利益である

と判断される場合は、10％の源泉課税となり、持分譲渡後に
生じた利益であると判断される場合は、5％の源泉課税となり
ます。この判断基準については、明確な規定は存在しない3た
め、実際に配当を行う際に当局との論争が予想されます。

Ⅱ 再編パターン③ 
日本国内における再編

1. これまでの取扱い

図表4のように、日本本社が保有する日本国内の子会社を吸
収合併するような場合において、その日本子会社が中国に現
地法人を保有しているときは、中国では、現地法人の出資者
の名義を日本子会社から日本本社へ変更する手続きが必要と
なります。この場合、中国において単なる名義変更にあたるの
か、それとも中国現地法人の「譲渡」として取り扱われるのか、
不透明な状態が続いていました。

2. 72号通達による変更点

上記1で述べたように、日本国内で合併が生じた場合におい
て、その被合併法人が中国現地法人を保有していた場合の取
扱いについて、72号通達では、外国企業の分割、合併により、

3.  同様の議論が 2007 年以前に稼得した留保利益による配当にも存在するので留意のこと。たとえば、2007 年以前に稼得した留保利益が 100 あるが
2008 年以後に 100 の欠損が生じ、その後 50 の利益が発生したものとする。この時点の留保利益である 50 を配当する場合、その配当原資が 2007
年以前に稼得した留保利益と判断される場合は免税、2008 年以後に生じた利益であると判断される場合は 10％源泉課税となる。

図表4　日本本社が日本子会社を吸収合併する場合の取扱い

日本本社

日本子会社

現地法人

吸収合併 100%

100%

100%

日本本社

現地法人

出資者の名義変更？
中国現地法人の譲渡？
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中国居住者企業の持分が譲渡された場合でも、59号通達の第7
条第1項に該当すれば、特殊税務処理の適用があることを示し
ました。この59号通達の第7条第1項とは、再編パターン②に
おいて特殊税務処理の適用を受けるための追加要件として紹
介した「非居住者企業が保有する居住者企業の持分を、100％
直接支配する他の非居住者企業に譲渡すること（他の2要件は
省略）」です。よって、日本国内において合併等が生じた場合
においても、その取引が59号通達に規定する基本要件を充足
し、かつ、上記の追加要件を充足する場合は、中国において
特殊税務処理が適用されることとなったのです。

また、このような取引が、中国において単なる名義変更にあ
たるのか、それとも中国現地法人の「譲渡」として取り扱われ
るのかについては、この72号通達では、「外国企業の分割、合
併により、中国居住者企業の持分が譲渡された場合」として、
中国居住者企業持分が「譲渡」されたことを前提に規定されて
いることから、名義変更を前提としていないものと考えられま
す。なお、この点に関する重要性は、「4．今後予想される影
響」にて詳述します。

この72号通達による変更点を踏まえて、上記1の日本国内に
おける合併により、中国現地法人持分の譲渡が生じた場合に
おいて、中国組織再編税制上、特殊税務処理が適用されるか
否かを検証します。

日本本社が中国現地法人を保有する日本子会社を吸収合併
する場合、中国現地法人は、日本子会社から日本本社へ譲渡
されることとなります。この取引を上述の追加要件にあてはめ
た場合、「日本子会社（非居住者企業）が保有する現地法人（居
住者企業）持分を100％直接支配しない日本本社（他の非居住
者企業）への譲渡」であるため、追加要件を満たすことができ
ず、特殊税務処理は適用されないこととなります。よって、日
本子会社は、中国現地法人を譲渡したものとして取り扱われ、
譲渡益が生じる場合は、中国にて10%の源泉税が課せられる
可能性が高いものと思われます。 

3.  その他のケースの検証－日本本社内の一事業部の分
割、分割承継会社と日本子会社との合併

日本国内で生じる分割、合併について、中国現地法人が譲
渡されたものとして取り扱われるのか否か、また、譲渡され
たものとして取り扱われる場合は、特殊税務処理の適用の可
能性があるのか否かにつき、次のケースについて検証します。
これは、実務上、日本国内での再編として検討されそうなケー
スであるため、ぜひご参照ください。
図表5は、日本本社を分割し、分割承継会社に中国現地法人

を保有する日本子会社を吸収合併する再編を図式化したもの
です。このケースは、一見すると、日本本社の一部を日本子
会社へ吸収分割すれば済むように思えます。しかし、このケー
スでの前提は、日本本社から分割される部分は、その傘下に
多数の国内外子会社を有する事業部であり、この事業部を再

編するために本社から一事業部を分割し、その他の関連会社
を吸収合併するようなイメージを持っていただきたいのです。
これについても、2つの取引に区分して検証する必要があり 
ます。

まずステップ1は、日本本社を分割して分割承継会社を設立
する取引です。この日本本社の分割による分割承継会社の設
立については、中国現地法人持分は何ら移動しないため、中
国での課税要因に該当しません。

次にステップ2は、分割承継会社へ日本子会社を吸収合併す
る取引です。この取引は、日本子会社が保有する中国現地法
人を分割承継会社へ譲渡する取引であるため、前述の追加要
件にあてはめた場合、「日本子会社（非居住者企業）が保有す
る現地法人（居住者企業）持分を日本子会社が100％直接支配
しない分割承継会社（他の非居住者企業）への譲渡」となるた

図表5　	日本本社内の一事業部の分割、分割承継会社と日本
子会社の合併

日本本社

現地法人

①分割・現物出資

日本本社
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②日本子会社から分割
会社への持分譲渡

100%

100%

日本子会社

日本本社

現地法人

合併（存続会社）
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分割継承会社
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め、要件を充足することはできず、中国組織再編税制上、特
殊税務処理は適用されないこととなります。

よって、この再編については、上記の2つのステップに区分
して検証した結果、日本国内の合併取引について、日本子会
社は、中国現地法人を譲渡したものとして取り扱われ、譲渡
益が生じる場合は、中国にて10%の源泉税が課せられる可能
性が高いものと思われます。

しかし、もし日本子会社が存続会社である場合は結果が異
なります。つまり、日本子会社が分割承継会社を吸収合併す
る手法が採用できるのであれば、中国現地法人持分は何ら移
動しないため、中国での課税要因に該当しないのです。

4. 今後予想される影響

これまで、日本国内において合併等が生じたことにより、中
国現地法人の名義変更が必要となった場合において、これを
持分の「譲渡ではない」として譲渡益課税を受けていないケー
スが多々ありました。しかし、この72号通達において、「外国
企業の分割、合併により、中国居住者企業の持分が譲渡され
た場合」として、中国居住者企業持分が「譲渡」されたことを
前提に規定されていることから、今後は「譲渡」として取り扱
われる可能性が高いものと思われます。そこで問題となるの
が、この72号通達が公布日以前に実施された再編取引につい
ても「譲渡」があったものとして、遡及して譲渡益課税が行わ
れるのか否かです。

この点について、72号通達は、公布日（2013年12月12日）
より施行する旨が規定されていますが、発生した非居住者企
業による持分譲渡における特殊税務処理の適用事項が現在に
おいても未処理の場合は、この通達の内容に基づき手続を行
う旨が規定されています。つまり、2013年12月12日前に実
施した日本国内での合併等の再編取引について、特殊税務処
理の適用について、一定のジャッジを受けているのであれば、
遡及される可能性は低いものと思われますが、「譲渡ではない」
として譲渡益課税を受けていないケースは、その処理につい
ては、中国にて何らジャッジを受けていないものと思われるた
め、再調査の可能性は残るものと思われます。また、譲渡益
課税が行われる場合、本来の申告納税期限4から実際に納税を
行った日までの期間に応じ、日歩0.05％の延滞利息が、さらに
悪質と見られる場合は、未納税額の50％から最大500％まで
のペナルティが科せられる可能性がある点にも留意する必要
があります。

Ⅲ おわりに

72号通達の公布内容には、再編パターン①および②につい
ては、これまで特殊税務処理の適用可否に係る判定が意図的
に先延ばしにされてきた原因を解消するために有効と思われ
る事項が盛り込まれています。

つまり、再編パターン①については、届出先当局をCHCの
主管税務当局とすることにより、譲渡される中国現地法人側の
主管税務当局の意見が介入する余地が封じられたことや、特
殊税務処理の適用に関する調査確認に一定の期限を設けられ
たことがこれにあたります。

また、再編パターン②については、持分譲渡前に係る留保
利益を配当する場合は、租税条約上の優遇税率の享受を禁止
することにより、譲渡される中国現地法人の主管税務当局の
不利益を解消したものと考えられます。よって、とりわけ再編
パターン②への特殊税務処理の適用については、今後、前進
が期待されるものと思われます。しかし、「今後予想される影
響」でも述べたように、72号通達では、これらの原因を完全に
は解消していません。また、納税者に対して特殊税務処理の
適用に関するフィードバックがなされないのであれば、将来に
おける調査時まで適用否認に関するリスクを抱えなければな
らないこととなります。納税者は持分譲渡契約を締結し、か
つ、工商変更登記が完了した後、30日以内に届出を行わなけ
ればならない点からもわかるように、納税者が実際に再編取引
を実施した後でなければ、正式な特殊税務処理に関するジャッ
ジは行われないのです。「再編取引は行ったが、特殊税務処理
が適用されるか否かは不明」という事態を避けるためにも、事
前に関連税務当局と綿密なディスカッションの機会を持ち、一
定のジャッジを聞き出すことは引き続き肝要であるものと思わ
れます。

また、再編パターン③については、これまで「譲渡ではな
い」として譲渡益課税を受けていないケースに対して再調査が
行われる可能性は残るものと思われ、再調査が行われた場合
は、譲渡益課税を免れることは難しいものと予想されます。し
かしながら、本来の申告納税期限から72号通達が公布された
日までの間に係る延滞利息とペナルティについては、このよう
な中国国内で実施される再編が課税対象であるか否かが不安
定な状態が続いていたことから、72号通達の公布日から起算
する等、一定の交渉の余地はあるものと思われます。

4.  698 号通達第 2 条「非居住者企業は、契約書又は協議書に約定した出資持分譲渡日（譲渡側が事前に出資持分譲渡収入を得た場合は、出資持分譲
渡収入を実際に収受した日）より 7 日以内に、譲渡される中国居住者企業所在地の主管税務当局に企業所得税を申告納税しなければならない。」
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中東欧主要国の投資環境　第 2 回
ポーランド
KPMG ポーランド　ワルシャワ事務所

シニアマネジャー　鈴木　専行

2013年6月に安倍総理大臣は日本の総理として10年ぶりにポーランドを訪問し
ました。この訪問は、安倍総理の V4 諸国首脳会合への出席に伴うかたちで実
現し、2ヵ国間で行われたポーランドのトゥスク前首相との会談で、経済協力、

「V4+ 日本」交流促進、防衛協議等が合意されました。
本稿ではV4 の 1 つであるポーランドに関し、既に拠点を所有されている企業
および新たに進出を検討されている企業の皆様に有用な情報を提供することを
目的として、ポーランドの投資環境、企業動向、注目ビジネス、会計および税
制について解説します。
なお、本文中の意見に関する部分は、筆者の私見であることをお断りいたします。

*Visegrad 4（ヴィシェグラード 4ヵ国）とは、1991 年にハンガリー、ポーランド、
旧チェコスロバキアが設立した地域協力の枠組みであり、ヴィシェグラードと
は合意が交わされたハンガリーの地名です。なお、日本と V4 との間では「V4
＋日本」として、観光や経済・投資促進、地域・国際情勢に関する対話・協力
を推進しています。

 

【ポイント】
◦  ポーランドの経済概況は、2013年後半から回復基調であり景気は上向きで

ある。実質 GDP 成長率は2013年実績 1.6％、2014年見通し 3.2％、2015
年予測 3.6％である。

◦  ポーランドの企業投資動向は、政治的安定性、地理的優位性、安価な労働力、
3,800 万人の国内市場（EU第6位）により、自動車関連だけではなく、エ
ネルギー、環境、一般消費財（食品・化粧品）分野等、海外投資が多様化
している。

◦  ポーランドでは、インフラ（エネルギー）、環境、技術革新、国内消費者
市場の4 つのエリアについてポテンシャルが高く、注目ビジネスとされて
いる。

◦  ポーランドの投資優遇措置の利用機会は増加しており、海外投資家に対し
て、法人税減免や補助金等、様々な投資優遇措置がある。特に、EU基金
から825億ユーロ（ 7ヵ年、2014-2020年）の補助金予算がポーランドへ割
り当てられ（EU国で最大）、今後の投資をサポートする予定である。

◦  近年ポーランドでは、移転価格税制について法令改正やガイドラインが示
されており、税務当局は事業再編に対して関心を強めている。

	 	　鈴
す ず き

木　専
たか ゆ き

行
KPMGポーランド
ワルシャワ事務所
シニアマネジャー
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Ⅰ ポーランド基本情報

ポーランドは、ドイツに隣接して東側に位置しており、人口
約3,800万人でEU加盟国で6番目、中東欧では最大規模です

（図表1参照）。
経済的には、10年以上にわたって安定成長を続けています。

2004年のEU加盟後も着実に成長し、2008年のリーマンショッ
ク後の金融不況時でEUで唯一、経済成長がプラスだった国で
もあります（2009年のGDP成長率1.6％）。

経済成長率は、2012年2.0％、2013年1.6％と鈍化傾向でし
たが、2013年後半から回復基調にあります。これは欧州市場
の回復とともに輸出が拡大したことがその要因となっていま
す。景気観測機関（ポーランド国立銀行）の発表でも2014年
になって3.0％から3.2％へ上方修正され、2015年予測も3.6％
と2014年を上回るとされています。なお、2015年以降は内需

（国内市場）が景気を下支えするとの予測があり、ウクライナ
問題の経済影響は限定的と言われています。

Ⅱ 企業投資動向

ポーランドへの投資の魅力として、政治的安定性、地理的
優位性、安価な労働力、国内市場（38百万人）、治安の良さが
あり、近年の投資トレンドとして、以下のような特徴がありま
す。

1. 日系企業の投資動向

投資分野・業種が多様化していることが近年の特徴です。
従来は、自動車や液晶関連の投資がメインでしたが、近年

では、消費財（食品・化粧品）、保険業、エネルギーそして環
境といった多くの分野での投資がなされています。具体的に、
エネルギー分野への投資としては、火力発電所の建設プロジェ
クト、環境についてはごみ焼却施設の建設プロジェクト等が
あります。

なお、2013年末でポーランド国内の日系企業は283社（製造
業80社）です。

2. 中国企業の投資動向

中国企業の本格的な進出はまだ多くありません。
現在は、金融（中国銀行や中国工商銀行設立）やインフラビ

ジネス（送電線建設プロジェクト）への投資を進めており、今
後の投資の波に備えている印象があります。投資スタイルは
国営企業が民営化時に資本参加するようなパターンが見られ
ます。

3. 韓国企業の投資動向

経済特区（Special Economic Zone）や投資優遇（補助金）を
強く意識した投資が特徴的です。

近年はR&Dセンター設立や環境関連プロジェクト受注時に、
政府補助金やEU補助金を最大限に利用して、投資時の資金負

図表1　ポーランドの基本情報

国名 ポーランド共和国

首都 ワルシャワ

国土面積 32.3 万㎡	
（日本の約 5分の 4）

人口（2013 年） 3,853万人

名目GDP（2013 年） 5,161億米ドル

名目1人当たりGDP（2013 年） 13,394 米ドル

実質GDP成長率（2013 年） 1.6％

消費者物価上昇率（2013 年） 0.9％

失業率（2013 年） 10.3％

通貨 ズロチ（PLN）

対ユーロ為替相場（2014 年 8月末） 1EUR=4.21PLN

対円為替相場（2014 年 8月末） 100JPY=3.08PLN
出典：IMF、ポーランド国立銀行

ポーランド

ロシア

リトアニア

ベラルーシ

ウクライナ

スロバキア

チェコ

ドイツ

ワルシャワ

クラクフ

ボズナン

グダンスク

ウッチ

カトヴィツェ

ブロツワフ

ポーランド
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担を軽減する投資がよく見られます。投資エリアもドイツに近
く、高速道路網が発展している南西部に集中しています。

Ⅲ 注目ビジネス

ポーランドでビジネス上の注目エリアとして、インフラ（エ
ネルギー）、環境、技術革新、国内消費者市場の4つがありま
す。これらはポーランドの国策やEU規制ともかかわる分野で
あり、かつ、補助金等の投資優遇を利用しやすいため、特に
ポテンシャルの高いエリアと考えられます。それぞれの有力事
業、主な市場プレイヤー、課題と対応を要約すると図表2にな
ります。

Ⅳ 投資優遇措置

1. 概要

ポーランドには、海外投資家に対して様々な投資優遇措置
があります。

この投資優遇措置には大きく4つの柱があり（①経済特区
（SEZ）、②EU基金、③政府補助金、④地域毎の優遇措置）、
一定の投資規模や新規雇用を含む投資に対して、法人税減免、
補助金や低金利での借入等が利用可能です。投資地域ごとに
援助割合が定められており、経済特区では投資額の最大50％
まで優遇措置を受けることが可能です。

2. EU基金

特に、上記②EU基金については、2014-2020年を対象年度
とする新プログラムが決定しており、ポーランドへの割当予算
は825億ユーロ（約11兆1千億円-135円/EUR）であり、最大
の割当国となっています。

なお、当該予算は、インフラ（286億ユーロ、全体予算の約
35％）、技術革新および研究開発（206億ユーロ、約25％）、環
境（168億ユーロ、約20％）、その他（165億ユーロ、約20％）
の分野へ割当予定です。

Ⅴ 会計および税務

1. 会計

ポーランド会計法に基づく法定決算書の作成が必要です。
ポーランド会計基準は、国際財務報告基準（IFRS）に類似して
いますが、差異もあるため（例：のれんの償却）、連結報告を
行う際には留意が必要です。なお、機能通貨としてユーロ建
または米ドル建による記帳および決算書作成は容認されてい
ません（現地通貨ズロチでの作成が必要）。

2. 税務

ポーランドの税率は、他の欧州諸国と同様、直接税率が低
い一方、間接税率が高く設計されており、法人所得税（19％）、
付加価値税（23％）となっています。

なお、近年、ポーランドでは、移転価格について法令改正

図表2　ポーランドのビジネス上の注目エリアと課題と対応

有力事業 プレイヤー 課題 対応

インフラ
（エネルギー）

電力	
（発電所建設、電力供給）
再生可能エネルギー

国内大手企業、	
三菱日立パワーシステム（日
本）、	
平高グループ（中国）等

EU規制、	
入札制度、	
再生可能エネルギー法

ジョイントベンチャー、	
資金提携（コンソーシアム）、
M&A

環境

ごみ焼却施設
水

市（地方自治体）、	
Veolia（仏）、	
日立造船（日本）、	
Posco（韓国）等

社会的反発、
民営化不十分、
EU規制

自治体との協力・提携、
漸次的な市場参入、	
PPP（官民パートナーシッ
プ）

技術革新
研究開発
ITビジネス

欧州大手、	
富士通（日本）、	
サムスン（韓国）等

ポーランドでの限定的な	
研究開発活動、	
ノウハウ、知見

研究開発機能の再編、
M&Aによるノウハウ取得

国内消費者
市場

食品・一般消費財、	
保険、教育、	
リース、製造業

多国籍企業、地場企業、
ロッテ、ロート製薬、	
味の素、明治安田生命、	
日立キャピタル等

低価格志向	
（コスト意識高）、	
販路拡大、	
流通企業の統合

長期的視点でのブランド	
育成、	
M&A
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やガイドラインが示されており、特に税務当局は事業再編に対
して関心を強めています。これは資産・機能・リスクをグルー
プ会社間で移転させ、本来、ポーランドに帰属するはずの税
収を特殊なスキームを使って最小化しようとする動きを警戒し
ているためです。ポーランドでは従来より移転価格文書化義
務もあるため、合わせて留意が必要です。

Ⅵ おわりに

人口3,800万人を有し、ドイツに隣接するポーランドへの投
資分野は、従来の自動車産業のみならず、近年、インフラ・
環境・一般消費財分野等、多様化しています。そして、投資
を後押しするかたちで、2014年からEU基金からの補助金をは
じめ、様々な新しい投資優遇プログラムが予算化され、執行
されようとしています。事業進出・拡大に際して、投資優遇
制度の利用は大きな利点となることから、最新情報を入手し
現地専門家と連携してプロジェクトを進めることが重要です。 【バックナンバー】

中東欧主要国の投資環境
第１回「ハンガリー」
（KPMG	Insight	Vol.8/Sep	2014）

投資ガイドのご案内（「日本のビジネスパートナーとして
のポーランドの位置づけ 2014年（日本語 /英語）」）
ポーランドへの進出を検討されている、あるいは事業展開
されている企業の皆様に、現地での事業活動に役立つと思
われる投資、税法、労務等について情報提供しています。
ご入用の場合は、あずさ監査法人GJP部（03-3266-7543）
または	CountryDesk@jp.kpmg.com	までご連絡ください。

本稿に関するご質問等は、以下の者までご連絡くださいま
すようお願いいたします。

KPMGポーランド
ワルシャワ事務所
シニアマネジャー　鈴木	専行
TEL: +48 22 528 1184
tsuzuki@kpmg.pl

中東欧デスク
有限責任	あずさ監査法人
パートナー　小宮　祐二
TEL:03-3266-7543（代表電話）
Yuji.komiya@jp.kpmg.com

シニアマネジャー　髙嶋　豊
TEL: 03-3548-5805（代表番号）
yutaka.takashima@jp.kpmg.com

シニアマネジャー　西垣内　琢也
TEL: 06-7731-1000（代表番号）
takuya.nishigakiuchi@jp.kpmg.com
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メコン流域諸国の税務（第 2 版）　～タイ・ベトナム・カンボジア・ラオス・ミャンマー
2014年10月刊
【編】KPMG／あずさ監査法人【監修】藤井康秀
中央経済社・570頁　6,200円（税抜）

第 1章	 タイの税務
第 2章	 ベトナムの税務
第 3章	 カンボジアの投資と税務
第 4章	 ラオスの投資と税務
第 5章	 ミャンマーの投資と税務メコン流域諸国はASEANの中でも成長目覚ましく、製造拠点のみな

らず、内需を狙った消費市場としても着目され、日本企業の投資も
急増しています。一方で、これら諸国での税務上のリスクも重要課
題となってきています。日系企業の税務への備えは必ずしも万全と
は言いがたく、現地の会計スタッフの知識不足、会計手続きや体制
の不備を原因とする当局による追徴課税の事例が後を絶ちません。
第2版では、初版で取り上げたタイ、ベトナム、カンボジア、ラオス
のほかにミャンマーを加え、5ヵ国を対象として、税務・投資情報
をわかりやすく解説しています。また、長年にわたる現地での質問・
相談や税務調査での交渉といったノウハウを本書の内容に織り込ん
でいます。

持分法の会計実務
2014年9月刊
【編】あずさ監査法人
中央経済社・324頁　3,600円（税抜）

第 1章	 持分法とは
第 2章	 持分法の適用範囲
第 3章	 取得時の会計処理
第 4章	 取得後の会計処理
第 5章	 持分変動に関連する会計処理
第 6章	 持分法に係る税効果会計
第 7章	 持分法における為替換算
第 8章	 減損
第 9章	 持分法適用会社が債務超過に陥った場合

平成25年9月に連結会計基準・企業結合会計基準等についての大幅
な改正が行われ、平成27年4月1日以後開始事業年度より適用にな
ります。持分法についても、平成26年2月に	会計制度委員会報告
第9号「持分法会計に関する実務指針」が改正されました。本書は、
企業の経理担当者だけではなく、学生や会計監査実務に携わるプロ
フェッショナルの要望にも応えるべく、複雑な持分法の一連の会計
処理を、総括的、包括的に解説しています。また、より読者の理解
に資するよう、概念的な基準の解説だけではなく、多様な事例を取
り上げ、具体的な仕訳を用いています。なお、本書では日本基準だ
けでなく、	IFRSにおける会計処理も取り扱い、基準差やそれに伴う
実務上の留意点にも言及しています。

詳細解説　IFRS 実務適用ガイドブック
2014年9月刊
【編】あずさ監査法人【責任編集】山田辰己
中央経済社・1,468頁　9,200円（税抜）

本格的なIFRS時代が到来する中、様々な立場や目的から、IFRSの
理解に資する信頼できる情報に対するニーズが高まっています。本
書は、そのような期待に応えるIFRS専門書として、IFRSを支える基
本原則や規定の内容を簡潔かつ明瞭に示すことはもとより、実務で
遭遇するであろう論点をもできるだけ広く取り上げ、それらを豊富
な設例を用いて具体的に解説しています。また、ハイレベルな専門
書でありながら、図解、設例、日本基準との比較などを随所に配し、
時代に即した利便性を追求しています。
なお、IFRS15「顧客との契約から生じる収益」（2014年5月公表）、
IFRS9「金融商品」（2014年7月公表）等、刊行日時点の最新基準も
網羅しています。

これですべてがわかるIPOの実務（第2版）
2014年7月刊
【編】一般社団法人日本経営調査士協会　【著】あずさ監査法人	山本守他
中央経済社・442頁　4,800円（税抜）

第 1章　株式上場の概要
第 2章　株式上場の準備
第 3章　資本政策
第 4章　コーポレート・ガバナンス概論
第 5章　経営管理制度の整備・運用
第 6章　	関係会社・関連当事者その他の特定者の整備、	

M&Aとグループ再編
第 7章　上場申請書類の作成
第 8章　株式上場後の対応
第 9章　上場準備責任者の職務特性

本書は、上級資格「ＩＰＯ・内部統制実務士」の試験用テキストとして
作成され、上場準備責任者（IPOを検討している経営者、CFO等）、IPO
専門家および専門家を目指す方を対象としたIPO全般に関する実務書で
す。第2版となる今回の改訂では、平成25年の市場統合、最新のＩＰ
Ｏやコーポレート・ガバナンスの動向についても対応しています。
「IPO・内部統制実務士」は、社会を牽引するIPOを担う人材の養成と、
上場企業等に求められている内部統制の構築と評価を理解し、企業価値
の向上を推進する人材育成を目的に、一般社団法人日本経営調査士協会
によって平成21年度に創設された民間資格です。その後、さらに高度
で網羅的な専門職業資格として、上級資格「上級IPO・内部統制実務士」
が平成24年度に創設されました。

出版物のご案内

出版物に関し、さらに詳しい情報につきましては、ホームページをご覧ください。
ご注文の際は、直接出版までお問い合わせください。

http://www.kpmg.com/jp/ja/knowledge/publication/

NEW

NEW

序　	章	 	財務報告に関する	
概念フレームワーク

第	1 章	 	財務諸表
第	2 章	 	棚卸資産
第	3 章	 	有形固定資産・	

借入費用
第	4 章	 	無形資産
第	5 章	 	投資不動産
第	6 章	 	減損
第	7 章	 	リース
第	8 章	 	引当金、偶発負債	

及び偶発資産
第	9 章	 	法人所得税
第10章	 	収益
第11章	 	従業員給付

第12章	 	金融商品
第13章	 	公正価値測定
第14章	 	外貨換算
第15章	 	企業結合
第16章	 	連結・投資
第17章	 	その他の論点
第18章	 	初度適用
第19章	 	わが国のIFRS適用に

関する制度を巡る議
論と任意適用制度

付録	①	 	IFRSをよりよく理解
するために

付録	②	 	顧客との契約から生
じる収益（新基準）

付録	③	 リース（改訂公開草案）
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日本基準のオンライン解説

新基準　実務対応報告第31号「リース手法を活用した先端設備等投資支援スキームにおける借手の会計処理等に関する実務上の
取扱い」 
www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-new-standards-commentary/Pages/pitf-31-new-standards.aspx

修正国際基準のオンライン解説

修正国際基準に関する公開草案
www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jmis-exposure-draft-commentary/Pages/jmis-exposure-draft-140812.aspx

IFRS オンライン解説

最終基準　「IFRSの年次改善」（2012年－2014年サイクル）
www.kpmg.com/jp/ja/knowledge/news/ifrs-final-standards-commentary/pages/annual-improvements-final-standards-141016.aspx

最終基準　 個別財務諸表における持分法（IAS 27の改訂）
www.kpmg.com/jp/ja/knowledge/news/ifrs-final-standards-commentary/pages/equity-method-final-standards-20141016.aspx

最終基準　投資者とその関連会社または共同支配企業との間の資産の売却または拠出（IFRS10及びIAS28の改訂）
www.kpmg.com/jp/ja/knowledge/news/ifrs-final-standards-commentary/pages/amendments-ifrs10-ias28-final-
standards-20141016.aspx

公開草案　子会社、ジョイント・ベンチャー及び関連会社に対する相場価格のある投資の公正価値測定（IFRS10、IFRS12、
IAS27、IAS28及びIAS36の改訂案並びにIFRS13の設例案）
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-exposure-draft-commentary/Pages/fair-value-measurement-exposure-
draft-20141016.aspx

公開草案　未実現損失に関する繰延税金資産の認識（IAS 12の改訂案）
www.kpmg.com/jp/ja/knowledge/news/ifrs-exposure-draft-commentary/pages/deferred-tax-assets-exposure-draft-20141016.aspx

公開草案　投資企業：連結の例外規定の適用（IFRS 10及びIAS 28の改訂案）
www.kpmg.com/jp/ja/knowledge/news/ifrs-exposure-draft-commentary/pages/consolidation-exception-exposure-
draft-141016.aspx

討議資料　料金規制から生じる財務上の影響の報告
www.kpmg.com/jp/ja/knowledge/news/ifrs-exposure-draft-commentary/pages/rate-regulation-exposure-draft-20141016.aspx

あずさ監査法人 オンライン解説・オンライン基礎講座のご案内
2014 年 8 月以降に公開したオンライン解説・オンライン基礎講座について、ご案内いたします。
オンライン解説は、日本基準、修正国際基準および IFRS の新基準書や公開草案等の概要、国際会計基準審議会（IASB）会議ならびにIFRS
解釈指針委員会（IFRS － IC）会議の最新動向を音声解説付きのスライドで紹介しています。
オンライン基礎講座では、日本基準および IFRSの主要な規定を、トピックごとに初心者にもわかりやすく解説しています。
これらのオンライン解説や基礎講座は、あずさ監査法人のウェブサイトまたは iPhone/Android 用アプリ「KPMG 会計・監査 A to Z」より
視聴できます。

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-new-standards-commentary/Pages/pitf-31-new-standards.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-new-standards-commentary/Pages/pitf-31-new-standards.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-new-standards-commentary/Pages/pitf-31-new-standards.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jmis-exposure-draft-commentary/Pages/jmis-exposure-draft-140812.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-new-standards-commentary/Pages/pitf-31-new-standards.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-new-standards-commentary/Pages/pitf-31-new-standards.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-new-standards-commentary/Pages/pitf-31-new-standards.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-new-standards-commentary/Pages/pitf-31-new-standards.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-new-standards-commentary/Pages/pitf-31-new-standards.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-new-standards-commentary/Pages/pitf-31-new-standards.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-new-standards-commentary/Pages/pitf-31-new-standards.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-new-standards-commentary/Pages/pitf-31-new-standards.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/Pages/kpmg-atoz-app.aspx
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2014年9月　IASB会議速報
www.kpmg.com/jp/ja/knowledge/news/iasb-meeting-flash/pages/iasb-update-141016.aspx

2014年9月　IFRS-IC会議速報
www.kpmg.com/jp/ja/knowledge/news/ifrs-ic-meeting-flash/pages/ifrs-ic-update-141016.aspx

日本基準のオンライン基礎講座

連結財務諸表
www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/article/jgaap-basic-lecture/Pages/consolidated-financial-statement-20141001.aspx

棚卸資産 
www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/article/jgaap-basic-lecture/Pages/inventories-140828.aspx

有形固定資産
www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/article/jgaap-basic-lecture/Pages/property-plant-and-equipment-140730.aspx

IFRS オンライン基礎講座

借入コスト 
www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/article/ifrs-basic-lecture/Pages/etc-20141001.aspx

連結財務諸表 
www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/article/ifrs-basic-lecture/Pages/consolidated-financial-statement-140828.aspx

棚卸資産 
www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/article/ifrs-basic-lecture/Pages/inventories-140828.aspx

今後も会計に関する情報を積極的に提供してまいります。ぜひご活用ください。

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-new-standards-commentary/Pages/pitf-31-new-standards.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-new-standards-commentary/Pages/pitf-31-new-standards.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-new-standards-commentary/Pages/pitf-31-new-standards.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-new-standards-commentary/Pages/pitf-31-new-standards.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-new-standards-commentary/Pages/pitf-31-new-standards.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-new-standards-commentary/Pages/pitf-31-new-standards.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/article/ifrs-basic-lecture/Pages/consolidated-financial-statement-140828.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-new-standards-commentary/Pages/pitf-31-new-standards.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/article/ifrs-basic-lecture/Pages/inventories-140828.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-new-standards-commentary/Pages/pitf-31-new-standards.aspx
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メールマガジンのご案内
KPMGジャパンのホームページ上に掲載しているニューズレターやセミナー情報などの新着・更新状況を、テーマ別にEメールにより随時
お知らせするサービスを実施しています。現在配信中のメールニュースは下記のとおりです。配信ご希望の方は、Webサイトの各メールニュー
スのページよりご登録ください。　　
www.kpmg.com/jp/mail-magazine

セミナーのご案内
国内および海外の経営環境を取り巻く様々な変革の波を先取りしたテーマのセミナーやフォーラムを開催しています。
最新のセミナー開催情報、お申込みについては下記 Web サイトをご確認ください。
 
KPMG ジャパン www.kpmg.com/jp/ja/events

KPMG Thought Leadership アプリのご紹介 
国内外の重要なビジネス上の課題に関する KPMG の解説に、簡単にアクセスできるアプリを公開しています。
25ヵ国語に対応しており、無料でダウンロードすることができます。

 

KPMG Thought Leadership アプリの機能

▶	スポットライト表示から最新の資料を探すことができます。	
▶	監査、税務、アドバイザリーや業種で絞り込めます。	
▶	検索、ソート機能を有しています。	
▶	日本のほか、海外のKPMGが提供する資料も閲覧できます。	
▶	ブックシェルフに資料をダウンロードして、オフラインで読むことができます。	
▶	ダウンロードした資料を自由にカテゴライズすることができます。	
▶	お気に入りのページをブックマークすることができます。	
▶	各国のKPMGに直接コンタクトすることができます。	
▶	ダウンロードした資料をディバイス間で同期できます。	

アプリのダウンロード
iTune からダウンロードすることができます（無料）。「KPMG Thought Leadership」でご検索ください。

あずさアカウンティング 
ニュース　

企業会計や会計監査に関する最新情報のほか、国際財務報告基準（IFRS）を含む財務会計にか
かわるトピックを取り上げたニューズレターやセミナーの開催情報など、経理財務実務のご担当
者向けに配信しています。

あずさ IPO ニュース　 株式上場を検討している企業の皆様を対象に、株式上場にかかわる最新情報やセミナーの開催情
報を配信しています。

KPMG Risk Advisory News 企業を取り巻く様々なリスクとその管理にかかわるテーマを取り上げたニューズレターの更新時
情報やセミナーの開催情報をお知らせしています。

KPMG Sustainability Insight 環境・CSR部門のご担当者を対象に、サステナビリティに関する最新トピックを取り上げた
ニューズレターの更新情報やセミナーの開催情報などをお届けしています。

KPMG Integrated Reporting 
Update（統合報告）

Integrated	Reporting	( 統合報告 )	にかかわる様々な団体や世界各国における最新動向、取組み等
を幅広く、かつタイムリーにお伝えします。

KPMG FATCA NEWSLETTER 米国FATCA法の最新動向に関して、解説記事やセミナーの開催情報など、皆様のお役に立つ情
報をメール配信によりお知らせしています。

KPMG 海外ニューズレター 米国、欧州やアジア各国の税制・税法に関する最新ニュースなどの更新情報を、海外で事業展開
する企業の実務担当者の方々向けに配信しています。

企業成長応援通信
企業成長応援通信は、成長指向する企業の皆様を対象に海外進出、事業拡大、事業承継、組織再
編、株式上場等の多様な経営課題解決に役立つニューズレターやセミナーの開催情報など、皆様
のお役に立つ内容をメール配信によりお知らせいたします。

https://regist11.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lfo-qfm-41970fe2041cbed1673f300eb8369f00
https://regist11.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lfo-qfm-41970fe2041cbed1673f300eb8369f00
https://regist11.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lfo-mgoe-fdbfe3f862fbeb7774b23c9ff2578b67
https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=qct-rinj-fbdff2f54e98a276f7ca3a96c4fbe4ef
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=ri-lgoj-2d44393f9c28f3456ff73014fbd56ed4
https://regist11.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lfo-lhsgq-87ed0ff63ad8bfbf3c83c632eee44277
https://regist11.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lfo-metd-886cd5952cf085c9f3b367b2a9304a76
https://regist11.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lfo-liqgp-46dd00127a963d2ed8daa02fb5f3c470


© 2014 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

77KPMG Insight  Vol. 9 / Nov. 2014

日本人および日本語対応が可能なプロフェッショナルが常駐している海外拠点一覧

　【日本における連絡先】Global Japanese Practice 部： JapanesePractice@ jp.kpmg.com 
 03-3266-7543（東京） 06-7731-1000（大阪） 052-589-0500（名古屋）

Asia Pacific 連絡先担当者 E-mail 電話
Australia Sydney 大庭　正之 Masayuki Ohba masaohba@kpmg.com.au 61/(2) 9335-7822

Brisbane 川上　徳明 Noriaki Kawakami nkawakami@kpmg.com.au 61/(7) 3225-6831
Melbourne 大庭　正之 Masayuki Ohba masaohba@kpmg.com.au 61/(2) 9335-7822
Perth 鈴木　史康 Nobuyasu Suzuki nsuzuki@kpmg.com.au 61/(8) 9263-7382

China Shanghai 上海 高部　一郎 Ichiro Takabe ichiro.takabe@kpmg.com 86/(21) 2212-3403
Beijing  北京 森本　雅 Tadashi Morimoto tadashi.morimoto@kpmg.com 86/(10) 8508-5889
Guangzhou 広州 稲永　繁 Shigeru Inanaga shigeru.inanaga@kpmg.com 86/(20) 3813-8109
Shenzhen 深圳 菅原　正夫 Masao Sugahara masao.sugahara@kpmg.com 86/(755) 2547-3413
Hong Kong 香港 森本　雅 Tadashi Morimoto tadashi.morimoto@kpmg.com 852/2978-8270 

Cambodia Phnom Penh 田村　陽一 Yoichi Tamura ytamura1@kpmg.com.kh 855/23-216-899
India New Delhi 宮下　準二 Junji Miyashita junjim@kpmg.com 91/(124) 307-4177

Chennai 加藤　正一 Masakazu Kato masakazu@kpmg.com 91/(44) 3914-5168
Mumbai 空谷　泰典 Taisuke Soratani soratani@kpmg.com 91/(22) 3091-3212
Bangalore 金原　和美 Kazumi Kanehara kazumi@kpmg.com 91/(80) 3065-4364
Ahmedabad 金原　和美 Kazumi Kanehara kazumi@kpmg.com 91/(80) 3065-4364

Indonesia Jakarta 高橋　道則 Michinori Takahashi michinori.takahashi@kpmg.co.id 62/(21) 570-4888
Korea Seoul 西谷　直博 Naohiro Nishitani nnishitani1@kr.kpmg.com 82/(2) 2112-0263
Laos Vientiane 宮田　和弘 Kazuhiro Miyata kazuhiro@kpmg.co.th 66/(2) 677-2126
Myanmar Yangon 藤井　康秀 Yasuhide Fujii yfujii@kpmg.com 95/(1) 527-103
Malaysia Kuala Lumpur 松元　勝彦 Katsuhiko Matsumoto KMATSUMOTO2@kpmg.com.my 60/(3) 7721-3504
Philippines Manila 遠藤　容正 Yoshiaki Endo yendo1@kpmg.com 63/(2) 885-0604
Singapore Singapore 田宮　武夫 Takeo Tamiya ttamiya@kpmg.com.sg 65/6213-2668
Taiwan Taipei 台北 太田　耕蔵 Kozo Ota kota1@kpmg.com.tw 886/(2) 8758-9926

Kaohsiung 高雄 蔡　莉菁 Michelle Tsai michelletsai@kpmg.com.tw 886/(7) 213-0888
Thailand Bangkok 藤井　康秀 Yasuhide Fujii yfujii@kpmg.co.th 66/(2) 677-2210

三浦　一郎 Ichiro Miura imiura@kpmg.co.th 66/(2) 677-2119
Vietnam Hanoi 谷中　靖久 Yasuhisa Taninaka yasuhisataninaka@kpmg.com.vn 84/(43) 946-1600

Ho Chi Minh City 渡　喬 Takashi Watari takashiwatari@kpmg.com.vn 84/(8) 3821-9912
Americas      連絡先担当者    E-mail 電話
United States
of America

Los Angeles 田村　浩三 Kozo Tamura kozotamura@kpmg.com 1/(213) 955-8412
Atlanta 五十嵐 美恵 Mie Igarashi mieigarashi@kpmg.com 1/(404) 222-3212
Chicago 康子　メットキャフ Yasuko Metcalf ymetcalf@kpmg.com 1/(312) 665-3409
Columbus 猪又　正大 Masahiro Inomata minomata@kpmg.com 1/(614) 241-4648
Dallas 中村　大輔 Daisuke Nakamura dnakamura1@kpmg.com 1/(214) 840-4115
Detroit 猪又　正大 Masahiro Inomata minomata@kpmg.com 1/(614) 241-4648
Honolulu 北野　幸正 Yukimasa Kitano ykitano@kpmg.com 1/(408) 367-4915
Louisville 星野　光泰 Mitsuyasu Hoshino mhoshino@kpmg.com 1/(502) 587-0535
New York 森　和孝 Kazutaka Mori kazutakamori@kpmg.com 1/(212) 872-5876

野本　誠 Makoto Nomoto mnomoto@kpmg.com 1/(212) 872-2190
Seattle 北野　幸正 Yukimasa Kitano ykitano@kpmg.com 1/(408) 367-4915
Silicon Valley/San Francisco 北野　幸正 Yukimasa Kitano ykitano@kpmg.com 1/(408) 367-4915

Brazil Sao Paulo 吉里ソアレス 
セバスチャン

Sebastian Yoshizato  
Soares ssoares@kpmg.com.br 55/(11) 2183-3238

赤澤　賢史 Satoshi Akazawa sakazawa@kpmg.com.br 55/(11) 2183-6269 
Canada Toronto 松田　美喜 Miki Matsuda mikimatsuda@kpmg.ca 1/(416) 777-8821

Vancouver 島村　敬志 Terry Shimamura tshimamura@kpmg.ca 1/(604) 691-3591
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Queretaro 安﨑　修二 Shuji Yasuzaki shujiyasuzaki@kpmg.com.mx 52/(442) 242-0984

Europe & Middle East 連絡先担当者      E-mail 電話
United Kingdom London 杉浦　宏明 Hiroaki Sugiura hiroaki.sugiura@kpmg.co.uk 44/20-7311-2911
Belgium Brussels 西村　睦 Makoto Nishimura mnishimura1@kpmg.com 32/(2) 708-4153
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有限責任 あずさ監査法人

全国主要都市に約5,200名の人員を擁し、監査や各種証明業務をはじめ、
財務関連アドバイザリーサービス、株式上場支援などを提供しています。
また、金融、情報・通信・メディア、製造、官公庁など、業界特有のニー
ズに対応した専門性の高いサービスを提供する体制を有しています。

東京事務所		 TEL	03-3548-5100

大阪事務所		 TEL	06-7731-1000

名古屋事務所	 TEL	052-589-0500
札幌事務所	 TEL	011-221-2434 盛岡オフィス	 TEL	019-606-3145

仙台事務所	 TEL	022-715-8820 新潟オフィス	 TEL	025-227-3777

北陸事務所	 TEL	076-264-3666 富山オフィス	 TEL	0766-23-0396

北関東事務所	 TEL	048-650-5390 高崎オフィス	 TEL	027-310-6051

横浜事務所	 TEL	045-316-0761 静岡オフィス	 TEL	054-652-0707

京都事務所	 TEL	075-221-1531 岐阜オフィス	 TEL	058-264-6472

神戸事務所	 TEL	078-291-4051 三重オフィス	 TEL	059-223-6167

広島事務所	 TEL	082-248-2932 岡山オフィス	 TEL	086-221-8911

福岡事務所	 TEL	092-741-9901 下関オフィス	 TEL	083-235-5771

松山オフィス	 TEL	089-987-8116

KPMG 税理士法人

国内企業および外資系企業の日本子会社等に対して、各専門分野に精通し
た税務専門家チームにより、多様なニーズに対応した的確な税務アドバイ
ス（税務申告書作成、調査立会、M&A関連、組織再編／企業再生、連結
納税制度、国際税務、移転価格、関税／間接税、事業承継等）を提供して
います。

東京事務所		 TEL	03-6229-8000

大阪事務所		 TEL	06-4708-5150

名古屋事務所	 TEL	052-569-5420

KPMG BRM株式会社／ KPMG社会保険労務士法人

給与計算・社会保険業務、経理・財務および法務・総務の3つの専門グルー
プを組織し、日本に進出した外資系企業を対象に、管理部門のアウトソー
シングサービスをワンストップで提供しています。

	 	 TEL	03-5447-0700

KPMG コンサルティング株式会社

グローバル規模での事業モデルの変革や経営管理全般の改善をサポートし
ます。具体的には、事業戦略策定、業務効率の改善、収益管理能力の向上、
ガバナンス強化やリスク管理、IT戦略策定やIT導入支援、組織人事マネジ
メント変革などを提供しています。

東京本社	 	 TEL	03-3548-5111

名古屋事務所	 TEL	052-571-5485

株式会社 KPMG FAS

企業戦略の策定から、トランザクション（M&A、事業再編、企業再生等）、
ポストディールに至るまで、企業価値向上のため企業活動のあらゆるフェー
ズにおいて総合的にサポートします。主なサービスとして、M&Aアドバイ
ザリー（FA業務、バリュエーション、デューデリジェンス、ストラクチャリン
グアドバイス）、事業再生アドバイザリー、経営戦略コンサルティング、不正
調査等を提供しています。	

	 	 TEL	03-5218-6700

KPMG あずさサステナビリティ株式会社

非財務情報の信頼性向上のための第三者保証業務の提供のほか、非財務情
報の開示に対する支援、サステナビリティ領域でのパフォーマンスやリスク
の管理への支援などを通じて、企業の「持続可能性」の追求を支援してい
ます。

東京事務所		 TEL	03-3548-5303

大阪事務所		 TEL	06-7731-1304

KPMG ヘルスケアジャパン株式会社

医療・介護を含むヘルスケア産業に特化したビジネスおよびフィナンシャ
ルサービス（戦略関連、リスク評価関連、Ｍ＆Ａ・ファイナンス・事業再
生などにかかわる各種アドバイザリー）を提供しています。

	 	 TEL	03-5218-6450

KPMG ジャパン グループ会社一覧



　　オンライン解説

音声解説付きのスライドにより、日本基準および IFRSなどの新基準書や公開草案などの内容を紹介します。
また、毎月IASB会議の最新動向について解説するほか、隔月でIFRS解釈指針委員会の最新動向について解説します。

　　オンライン基礎講座

初心者向けの無料オンライン基礎講座を開設、音声解説付きのスライドにより、IFRSと日本基準の基本的な項目を、わかりやすく解説します。
2014年7月から、「有形固定資産」「金融商品」「連結」などのモジュールを、順次公開しています。

アプリのダウンロードについて
・  App Store（iPhone版）またはGoogle Play ストア（Andoroid 版）からダウンロードすることが 

できます（無料）。
・ 「KPMG 会計・監査 A to Z」、「KPMG」、「あずさ監査法人」等で検索してください。
＊ iPhone、iPad、AppStoreは米国Apple Incの商標または登録商標です。
＊ Android、PlayストアはGoogle Incの商標または登録商標です。
＊ 「KPMG会計・監査 A to Z」は、有限責任 あずさ監査法人の登録商標です。

KPMGジャパンウェブサイトのアプリ紹介ページ
www.kpmg.com/jp/kpmg-atoz

「KPMG会計・監査 A to Z」アプリのご紹介
あずさ監査法人は、「KPMG 会計・監査 A to Z」アプリを 7月に公開しました。
アプリの公開とあわせ、KPMGジャパンのウェブサイト内の会計・監査情報ページをリニューアルし、新たにオンライン解説、オンライン
基礎講座を公開し、またコンテンツの充実を図りました。
本アプリおよびウェブサイトでは、日本基準、修正国際基準、IFRSおよび米国基準に関する情報を積極的に提供してまいります。

アプリの機能

▶	あずさ監査法人が公表する会計・監査の最新情報を基準別にチェックし、ウェブでの詳細ページにアクセスすることができます。
▶	音声解説付きスライドにより、日本基準および IFRSなどの新基準書や公開草案などの内容を紹介します。
▶		音声解説付きスライドにより、日本基準および IFRSの主要な項目を初心者の方にもわかりやすく解説する、無料のオンライン基礎講座を

公開します。

アプリでも
ウェブでも
One Click
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